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開会 午前 ９時００分 
〇議会事務局長（遠藤守君） 

 おはようございます。 
 それでは、相互の礼で始めたいと思います。 
 ご起立をお願いいたします。 
 相互に礼。 
 （ あ い さ つ ） 
 ご着席ください。 

〇議長（望月広喜君） 
 開会前に、１１月１９日開催されました教育委員会定例会におきまして、教育委員長に山田

省吾氏が就任をいたしました。 
 本日は初めての議会ですので、紹介し、あいさつをお願いしたいと思います。 
 登壇願います。 
 山田教育委員長。 

〇教育委員長（山田省吾君） 
 おはようございます。 
 ただいま、お話がありましたように、去る１１月１９日、定例委員会におきましては委員長

に選任されました。大変、今日は貴重なお時間を頂戴いたしまして、ごあいさつをさせていた

だきます。何せ、職務が非常に広範でありまして、非常にその責の重さを感じておるところで

あります。 
 少し教育に対する、私の考えを述べさせていただきます。 
 私が考えるのは、学校というのは活力がある学校でなければならないと。しかも、その中で

児童生徒がいきいきと学ぶ、そういう学校づくり、これを目指したいと、このように考えてお

ります。 
 近年、教育に関する法令が多々改正され、また教育改革も急速に進んでおります。非常に教

育にとっては厳しい時代ではないかと、このように感じておるところであります。特に法令等

の改正がいくつもあるわけですが、その１つであります学校の教育計画に直接関わる新学習指

導要領について、ちょっとお話をさせていただきたいと思います。 
 この学習指導要領では、特に算数、数学、理科等の教科の充実、また新たに小学校５、６年

生に外国語、英語でございますが、導入されることになりました。これは、すでに後期へ入り

まして、各学校で取り組んでいるわけでありますが、特に英語につきましては、これは外国人

教師が主になるのではなくて担任が中心になると、こういうことですので、非常に厳しいもの

があります。各校教師たちは、研究や研修を積み重ねて取り組んでおりますが、これもバック

アップしていきたいと、こんなふうに思います。 
 なお、学習指導要領で一番目玉にしているのが、生きる力を育むというところにあります。

それには３本の柱がありまして、１つはたしかな学力、それから２つ目は豊かな心、それから

３つ目はすこやかな体を育むというところであります。この１つ目のたしかな学力について話

させていただきますが、学力というと、往々に知識・技能が考えられますが、現在は教育観が、

学力観が大きく変わっておりまして、その基礎的な知識、それから技能を修得した上で、それ

を活用して課題をそれぞれが解決する。そういう能力が求められております。そのためには、
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思考力とか判断力とか表現力、これが求められます。 
 そんなことで、それぞれ各学校の教師たちは取り組んでいるわけでありますが、学力という

問題、非常に難しいものがありまして、学力とは何ぞやといった場合、今言ったようなことだ

けでいいのかどうか。これもそれぞれの教師が考えていかなければならない問題であろうと、

こんなふうに思っております。 
 教育は古くから知育・徳育・体育、このようにいわれております。教育基本法にも人格の完

成を目指すということが目的として挙げられておりますが、これにつきましても、各学校の学

校要覧等を見ますと、必ず知育・徳育・体育、これを指導の重点に置いておりますが、なお一

層、個々の児童生徒に人格の完成の基礎を築くようにと努力していかなければならない問題で

あろうと、このように思っております。 
 時間が長くなりますので、まだまだ話したいことはありますけども、省略させていただきま

す。 
 なお、学校の統廃合等につきまして、いろいろと進めているわけでありますが、前期計画、

さらにこれからの先の問題等につきまして、審議会の答申を尊重しつつも、保護者やあるいは

地域の皆さま、地域性等を考慮しながら対応していきたいと、このように思います。 
 社会教育につきましても、生涯学習、生涯スポーツ、あるいは芸術・文化の振興等あります

が、そういう面にも力を注いでいかなければならないと考えております。 
 何せ、非常に広範・多岐に職務があたりますので、できるだけ、自分の責務が果たせるよう

に努力してまいりたいと思います。 
 そんなわけで、皆さん方のさらなるご指導・ご支援を賜りたいと、このように思います。よ

ろしくどうぞ、お願いいたします。簡単でありますが、あいさつに代えさせていただきます。

ありがとうございました。 
〇議長（望月広喜君） 

 教育委員長のあいさつが終わりました。 
 本日は、大変ご苦労さまです。 
 平成２１年身延町議会第４回定例会の開会にあたり、一言ごあいさつを申し上げます。 
 年の瀬もいよいよ押し迫り、寒さもひとしお身にしみる師走であります。議員各位におかれ

ましては、年末ご多忙の中、ご出席をいただきまして、心から敬意を表す次第でございます。 
 さて本定例会には、町長から平成２１年度身延町一般会計補正予算をはじめとする諸議案が

提出されます。これらは、いずれも重要な内容を有するものであります。議事が円滑に進めら

れ、慎重なご審議により適正・妥当な結論を得られますよう、お願い申し上げます。 
 日増しに寒さも厳しくなってまいります。特に本年は新型インフルエンザが猛威をふるって

おりますので、くれぐれもご留意いただくとともに、各位ご自愛の上、諸般の議事運営にご協

力を賜りますよう、お願い申し上げまして、開会のあいさつといたします。 
 それでは、出席議員が定足数に達しておりますので、直ちに会議を開きます。 
 本日は、議事日程第１号により執り行います。 

  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
   日程第１ 会議録署名議員の指名を行います。 
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 本定例会の会議録署名議員は、会議規則第１１６条の規定によって、 
 ７番 望月 寛君 
 ８番 深沢脩二君 
 ９番 日向英明君 
 以上、３名を会議録署名議員に指名いたします。 

  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
   日程第２ 会期の決定を行います。 

 お諮りいたします。 
 本定例会の会期は、平成２１年１２月１４日から１２月１７日までの４日間とすることにご

異議ございませんか。 
 （異議なし。の声） 
 異議なしと認めます。 
 よって、会期は平成２１年１２月１４日から１２月１７日までの４日間とすることに決定い

たしました。 
  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
   日程第３ 諸般の報告を行います。 

 地方自治法第１２１条の規定に基づき、議長から本定例会に執行部の出席を求めたところ、

お手元に配布のとおり出席の通知がありました。 
 次に議会としての報告事項は、お手元に配布の報告のとおり各種行事等に参加しております

ので、ご了承ください。 
 次に議会広報編集委員長等の行政視察研修が実施され、委員長が参加いたしましたので、ご

報告をお願いいたします。 
 芦澤議会広報編集委員長、登壇願います。 

〇議会広報編集委員長（芦澤健拓君） 
 おはようございます。 
 去る１１月１８日と１９日、議会広報編集委員長等行政視察ということで、福島県の広野町

というところに行きました。 
 当初、私と副委員長の河井君の予定でしたけれども、ちょっと副委員長のほうに所用があり

まして、草間議員が新たに編集委員会に加わりましたので、２人で参加させていただきました。 
 この報告書のとおりに広野町というのは非常に裕福な町で、いわゆる不交付団体ということ

で、東京電力の火力発電所、今度、新しく煙突が２本だか３本立ちまして、非常に裕福な町で

ございます。 
 議会広報は、つい最近、最優秀賞というのを受賞いたしまして、非常に各地から研修に来ら

れている団体が多いようです。これは広報委員長の中津さんという方が広報で議会を改革する

と、そういう考え方で広報を編集したということが、非常に素晴らしい広報の編集につながっ

たということで、この方と、それから議会、全部で１２名なんですが、広報編集に７名という、

多くの人数が関わっておりまして、現在はその広報研修のために訪れる人に対応するというこ

とで、６名だったものが７名になったという、１名増員したということでございます。 
 委員長がおっしゃるには、この身延町の出身の深沢徹先生が教えてくれるままに編集を一生

懸命頑張ったということをおっしゃっていましたけども、私たちも今後、広報が多くの皆さん
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に読んでいただけるような読みやすいもの、そしてできればファイルしていただけるような、

そういう非常に印象的なものを作っていきたいというふうに考えておりまして、今後、そうい

う、広報で議会を改革するというふうな、大きな望みもございますけども、そこまではちょっ

と無理ですので、一生懸命、新しい広報を目指してやっていきたいというふうに思いました。 
 おかげさまで、非常によい研修をさせていただきました。ありがとうございました。 

〇議長（望月広喜君） 
 報告が終わりました。 

  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
   日程第４ 町長行政報告。 

 町長が行政報告を行います。 
 町長。 

〇町長（望月仁司君） 
 おはようございます。 
 本日ここに、平成２１年身延町議会第４回定例会を開催いたしましたところ、議員の皆さん

には全員のご出席をいただきまして、誠にありがたく御礼を申し上げます。 
 本定例会の開会にあたり、提出いたしました案件のうち主なるものにつきまして、その概要

をご説明申し上げるとともに、所信の一端と、さらに諸報告等を申し述べ、議員の皆さんや町

民の皆さんのご理解とご協力をいただきたいと存じます。 
 私は町政を担当させていただいてより、１年余りが経過いたしました。この間、景気が好転

する気配はなく、むしろデフレへの懸念も生じており、景気は依然として厳しい状況にござい

ます。 
 そんな中、山梨県は去る１１月４日、２００８年度の町村普通会計決算の概要をまとめ、公

表をいたしました。その中で、財政の弾力性を示す経常収支比率は本町では８４．５％となり、

県内平均８４．８％ですので、県内ではほぼ平均的な比率でございます。昨年と比べますと、

係数的には５．３％の改善が見られたものの、まだまだ高い水準であることから、引き続き行

財政改革に取り組み、経費の節減・節約に向けて、あらゆる努力と工夫を重ねていくとともに、

少ない自主財源なるがゆえに、町民の皆さんのサービスの低下を招かぬよう、職員に対し徹底

したところでございます。 
 新政権において、平成２１年度補正予算の見直しにより、去る９月の身延町議会第３回定例

会で提案させていただき、議決をいただきましたばかりの子育て応援手当が執行停止となりま

したので、全額を減額計上させていただいております。これらの例のように国の動向が逐一、

私ども地方行政にも響いてまいります。 
 そんな中、鳩山政権の経済対策がまとまり、年明けの通常国会に今年度第２次補正予算案と

して、７兆２千億円が「明日の安心と成長のための緊急経済対策」の名の下に提出される運び

となったところであります。第２次補正の詳細は、まだ示されておりません。これの情報の収

集には、職員ともども全力を傾注してまいりたいと存じます。 
 また先月、国が発表しました明年度、当初予算の概算要求における一般会計の総額は過去最

高の９５兆３８０億円となり、これを受けて、行政刷新会議において明年度予算概算要求の無

駄を洗い出す事業仕分けが４４７事業を対象に実施をされました。概算要求での国交省の公共

事業費は平成２１年度当初予算に比べ、約１４％の減となっております。このことが工事中の
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中部横断自動車道の開通時期や、私どもの生活への影響が懸念されるとともに、事業仕分けに

おける廃止、もしくは予算計上見送りとされた中には、森林整備地域活動支援交付金等に影響

が懸念をされます。 
 しかし、明年度当初予算の編成にあたっては、事業仕分けがすべてではございません。地方

の実情をふまえ、地方経済および地方財政への影響を十分に考慮した上で、適切に対応してい

ただくよう、県選出国会議員に対し、要望を行ってまいります。議員の皆さん、町民の皆さん

のさらなるご協力をお願いいたします。 
 暗いニュースが多い中で、明るいニュースもございました。中部横断自動車道であります。

町内でも工事が動き出しました。和田峠付近と下田原に地域活性化インターを設置していただ

ける目処が立ちました。明年度予算の中で、公共事業費の削減がいわれておりますが、一日も

早い開通を望むところであります。 
 次に、人類発の宇宙での書を若田光一宇宙飛行士から頂戴をいたしました。このことは大変

な慶事でありますが、ここに至る過程の素晴らしさに感激しておるところでございます。テレ

ビの放映の中で、若田さんの「宇宙で書をしてみたい」という発言を見ていた笠井真一さんが

西嶋和紙をぜひ持っていってもらおうと発案し、これが実現したわけであります。 
 この間、大変な困難もあったと承っております。常に町の活性化を考えていてくれて、しか

もそれを素早く行動に移していただいた。このことが大変うれしく、感謝を申し上げたいと存

じます。このように、町のことを常に思う皆さんが一人でも多くなることを期待しているとこ

ろでございます。 
 次にふるさと町民制度の一環であります、身延ふるさと便をＮＰＯ 身延観光センターにご

協力をいただいて、限定７０便に対し、それを上回る申し込みをいただき、すでにふるさとの

暮らしをお届けいたしました。全国各地の皆さんから、ふるさとが近くになった。孫にふるさ

との良さを話す基になっています等々の便りもいただいているところであります。 
 次に新たな地域産業の創設について、申し上げます。 
 住民がみずから取り組む事業、コミュニティビジネスにつきましては、地域の中小企業や住

民の皆さんが地域の資源を活用しながら、知恵とやる気を生かしながら、地域の活性を図る事

業であると思います。これがすでに手打沢で住民有志１５名が農事組合法人 手打沢組合を設

立し、竹林１．５ヘクタールや耕作放棄地０．６ヘクタールを借りて、タケノコやニンニクを

収穫しております。農水省でもこれをお認めいただき、国の予算で年間を通して１名の専従者

を採用していただける予算も頂戴したところでもございます。 
 また、去る１２月３日には建設業と地域の元気回復助成事業に、わが町から応募しておりま

した日本三大急流、富士川におけるリバーツーリズム企業化事業が全国１８８件の応募の中か

ら、５３件の助成の対象事業として選定をされました。これなどは、富士川の流れを利用する、

まさに地域の資源そのものを利用しての事業であり、観光立町を目指している町として、成功

を期待しておるところでもございます。このほかにも、建設業者が耕作放棄地を借用しての農

業参入などが動き出しているところでもございます。 
 町といたしましても、知恵とやる気のある皆さんには、国や県と連携をとりながら、ご協力

を行ってまいりたいと考えております。 
 次に、１１月２５日の第５回臨時会以降の主な出来事について、申し上げたいと思います。 
 ２７日には峡南衛生組合と飯富病院議会の臨時議会が開催をされ、峡南衛生組合議会の議長
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にわが町の望月秀哉議員が就任いたしました。おめでとうございました。飯富病院議会では、

増改築事業の請負契約締結の議決をいただきました。その結果、建築工事は早野組、近藤工業、

飯富病院増改築工事共同企業体と４億１，９７９万円で、電気工事は株式会社若尾電気と１億

２，０２２万５千円で、機械設備工事は身延総合設備株式会社と１億５，６７９万５千円で、

それぞれ契約を締結いたしました。平成２２年１１月３０日を工期に、工事を始めたところで

あります。 
 次に１２月２日、３日にかけて、姉妹都市であります鴨川市を議会の正副議長さんと表敬訪

問を行いました。この席で、友好のしるしとして、しだれ桜の目録をお渡ししてまいりました。 
 次に定例会に提出しました議案は、条例の一部を改正する条例について３件、組合規約の変

更について１件、増穂町・鰍沢町の合併に伴う組合等の規約の変更について５件、平成２１年

度補正予算が９件、それに町道路線の認定と字区域の変更について、それぞれ１件の２０件で

あります。この中から、主なものについて申し上げます。 
 議案第１０４号は、身延町立学校設置条例の一部を改正する条例についてであります。これ

は下山中と身延中の統廃合についてであります。 
 この統廃合については、平成２２年４月を目標にしてまいりましたが、時期尚早であるとの

ご意見から、教育委員会は平成２３年４月の統廃合に向けて、話し合いを進めてまいりました

が、種々、話し合った結果、平成２３年４月の統廃合に理解をいただいたと判断をいたしまし

た。これを受けて、教育委員会から条例改正を今議会に提案すべきとの提言をいただきました

ので、町といたしましても、両中学校の統廃合に対して、理解をいただいたとの判断から、下

山中学校を平成２３年３月３１日をもって廃止したく、身延町立学校設置条例の一部を改正す

る条例を提出させておりますので、議員の皆さんにはご理解をいただきたいと存じます。 
 次に、公共下水道の各戸への早期接続をお願いしているところであります。 
 その中で、１２月８日現在、中富処理区は加入戸数９６６戸で、接続率６１．１％でありま

す。まだまだ、満足できる数値ではございません。さらに身延処理区が接続可能になりました

が、現在まで１戸のみの接続であり、早期の接続をお願いするところであります。さらに明年

度の予算編成では、厳しい財政運営が求められていることから、徹底した事務事業の見直しを

行い、経常経費における一般財源の対前年比５％減で予算要求書を作成するよう、周知したと

ころでもございます。 
 これからも、厳しい財政運営が続くことが考えられます。こういうときこそ、町民の皆さん

も町が何をしてくれるかのみを期待するのではなく、今まで以上に自分は町のために、地域の

ために何ができるかを考えていただくときではなかろうかと思います。 
 私も１年を振り返って、本当に町民の皆さんのための施策のみを行ってきたかを見直し、公

務員の原点に立ち返って、役に立つ職員、さらには職員全員が仕事のプロを目指して、職員の

先頭に立って頑張ってまいりますので、町民の皆さんや議員の皆さんの格段のご指導をいただ

けますことをお願い申し上げ、あいさつとさせていただきます。 
 ありがとうございました。 

〇議長（望月広喜君） 
 町長の行政報告が終わりました。 
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  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
   日程第５ 提出議案の報告、並びに上程を行います。 

 議案第１０４号 身延町立学校設置条例の一部を改正する条例について 
 議案第１０５号 身延町介護保険条例の一部を改正する条例について 
 議案第１０６号 身延町後期高齢者医療に関する条例の一部を改正する条例について 
 議案第１０７号 峡南広域行政組合規約の変更について 
 議案第１０８号 峡南広域行政組合を組織する地方公共団体の数の減少及び同組合規約変更

について 
 議案第１０９号 山梨県後期高齢者医療広域連合を組織する地方公共団体の数の減少及び同

広域連合規約の変更について 
 議案第１１０号 山梨県市町村議会議員公務災害補償等組合を組織する地方公共団体の数の

減少及び同組合規約の変更について 
 議案第１１１号 峡南地区の市町村指導主事を共同設置する地方公共団体の数の増減及び

「峡南地区市町村指導主事共同設置規約」の変更について 
 議案第１１２号 「峡南地区ことばの教室共同設置協議会」を構成する地方公共団体の数の

増減及び「峡南地区ことばの教室共同設置協議会規約」の変更について 
 議案第１１３号 平成２１年度身延町一般会計補正予算（第７号）について 
 議案第１１４号 平成２１年度身延町国民健康保険特別会計補正予算（第３号）について 
 議案第１１５号 平成２１年度身延町後期高齢者医療特別会計補正予算（第３号）について 
 議案第１１６号 平成２１年度身延町介護保険特別会計補正予算（第３号）について 
 議案第１１７号 平成２１年度身延町簡易水道事業特別会計補正予算（第３号）について 
 議案第１１８号 平成２１年度身延町農業集落排水事業等特別会計補正予算（第３号）につ

いて 
 議案第１１９号 平成２１年度身延町下水道事業特別会計補正予算（第４号）について 
 議案第１２０号 平成２１年度身延町青少年自然の里特別会計補正予算（第４号）について 
 議案第１２１号 平成２１年度身延町下部奥の湯温泉事業特別会計補正予算（第１号）につ

いて 
 議案第１２２号 町道路線の認定について 
 議案第１２３号 字区域の変更について 
 以上、２０件を一括上程いたします。 

  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
   日程第６ 提出議案の提案理由の説明を求めます。 

 議案第１０４号から議案第１２３号までについて、町長。 
〇町長（望月仁司君） 

 ただいま、議長よりお許しをいただきましたので、提出案件の提案理由について、一括ご説

明を申し上げたいと存じます。 
 今回、提出しました議案は、先ほども申し上げましたとおり、条例の一部を改正する条例に

ついて３件、組合規約の変更について１件、増穂町・鰍沢町の合併に伴う組合等の規約の変更

について５件、平成２１年度補正予算が９件、それに町道路線の認定と字区域の変更について、

それぞれ１件の計２０件となっております。 
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 それでは個々について、順を追って申し上げます。 
 まず議案第１０４号 身延町立学校設置条例の一部を改正する条例について。 
 身延町立学校設置条例の一部を改正する条例の議案を提出する。 
 平成２１年１２月１４日 提出 

身延町長 望月仁司 
 提案理由 
 平成２３年３月３１日をもって、身延町立下山中学校を廃止したいため、身延町立学校設置

条例の一部を改正する必要が生じた。 
 これが、この議案を提出する理由であります。 
 議案第１０５号 身延町介護保険条例の一部を改正する条例について 
 身延町介護保険条例の一部を改正する条例の議案を提出する。 
 以下、提出日と提出者は同じでありますので、省略をさせていただきます。 
 提案理由 
 社会保険の保険料等に係る延滞金を軽減するための厚生年金保険法等の一部を改正する法律

の施行に伴い、身延町介護保険条例の一部を改正する必要が生じた。 
 これが、この議案を提出する理由であります。 
 議案第１０６号 身延町後期高齢者医療に関する条例の一部を改正する条例について 
 身延町後期高齢者医療に関する条例の一部を改正する条例の議案を提出する。 
 提案理由 
 社会保険の保険料等に係る延滞金を軽減するための厚生年金保険法等の一部を改正する法律

の施行に伴い、身延町後期高齢者医療に関する条例の一部を改正する必要が生じた。 
 これが、この議案を提出する理由であります。 
 議案第１０７号 峡南広域行政組合規約の変更について 
 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２８６条第１項の規定により、峡南広域行政組合

の規約の変更に関する議案を提出する。 
 提案理由 
 広域行政圏計画策定要綱（平成１２年３月３１日自治振第５３号）が平成２１年３月３１日

をもって廃止されたことに伴い、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２８６条第１項の

規定により、峡南広域行政組合規約を変更する必要が生じた。 
 なお、この規約の変更に関わる協議には、地方自治法第２９０条の規定により、議会の議決

が必要である。 
 これが、この議案を提出する理由であります。 
 議案第１０８号 峡南広域行政組合を組織する地方公共団体の数の減少及び同組合規約変更

について 
 峡南広域行政組合を組織する地方公共団体の数の減少および同組合規約の変更に関する議案

を提出する。 
 提案理由 
 峡南広域行政組合を組織する増穂町および鰍沢町を廃し、その区域をもって平成２２年３月

８日に富士川町が設置されることに伴い、市町村の合併の特例等に関する法律（平成１６年法

律第５９号）第１３条第１項の規定により、峡南広域行政組合を組織する地方公共団体の数を
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減少し、併せて同組合規約を変更する必要が生じた。 
 なお、この規約の変更に関わる協議には地方自治法第２９０条の規定により、議会の議決が

必要である。 
 これが、この議案を提出する理由であります。 
 議案第１０９号 山梨県後期高齢者医療広域連合を組織する地方公共団体の数の減少及び同

広域連合規約の変更について 
 山梨県後期高齢者医療広域連合を組織する地方公共団体の数の減少および同広域連合規約の

変更に関する議案を提出する。 
 提案理由 
 山梨県後期高齢者医療広域連合を組織する増穂町および鰍沢町を廃し、その区域をもって平

成２２年３月８日に富士川町が設置されることに伴い、市町村の合併の特例等に関する法律（平

成１６年法律第５９号）第１３条第１項の規定により、山梨県後期高齢者医療広域連合を組織

する地方公共団体の数を減少し、併せて同広域連合の規約を変更する。 
 これが、この議案を提出する理由であります。 
 議案第１１０号 山梨県市町村議会議員公務災害補償等組合を組織する地方公共団体の数の

減少及び同組合規約の変更について 
 山梨県市町村議会議員公務災害補償等組合を組織する地方公共団体の数の減少および同組合

規約の変更に関する議案を提出する。 
 提案理由 
 山梨県市町村議会議員公務災害補償等組合を組織する増穂町および鰍沢町を廃し、その区域

をもって平成２２年３月８日に富士川町が設置されることに伴い、市町村の合併の特例等に関

する法律（平成１６年法律第５９号）第１３条第１項の規定により、山梨県市町村議会議員公

務災害補償等組合を組織する地方公共団体の数を減少し、併せて同組合規約を変更する必要が

生じた。 
 なお、この規約の変更に関わる協議には地方自治法第２９０条の規定により、議会の議決が

必要となる。 
 これが、この議案を提出する理由であります。 
 議案第１１１号 峡南地区の市町村指導主事を共同設置する地方公共団体の数の増減及び

「峡南地区市町村指導主事共同設置規約」の変更について 
 峡南地区の市町村指導主事を共同設置する地方公共団体の数の増減及び「峡南地区市町村指

導主事共同設置規約」の変更に関する議案を提出する。 
 提案理由 
 平成２２年３月８日に増穂町、鰍沢町を廃し、その区域をもって富士川町を設置することに

伴い、峡南地区の市町村指導主事を共同設置する地方公共団体の数を増減すること、および「峡

南地区市町村指導主事共同設置規約」（平成１８年規約第１号）の変更について、地方自治法第

２５２条の７第２項の規定により、協議が必要である。 
 これが、この議案を提出する理由であります。 
 議案第１１２号 「峡南地区ことばの教室共同設置協議会」を構成する地方公共団体の数の

増減及び「峡南地区ことばの教室共同設置協議会規約」の変更について 
 「峡南地区ことばの教室共同設置協議会」を構成する地方公共団体の数の増減及び「峡南地
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区ことばの教室共同設置協議会規約」の変更に関する議案を提出する。 
 提案理由 
 平成２２年３月８日に増穂町、鰍沢町を廃し、その区域をもって富士川町を設置することに

伴い、「峡南地区ことばの教室共同設置協議会」を構成する地方公共団体の数を増減すること、

および「峡南地区ことばの教室共同設置協議会規約」（昭和４７年規約第５号）の変更について、

地方自治法第２５２条の７第２項の規定により、協議が必要である。 
 これが、この議案を提出する理由であります。 
 議案第１１３号 平成２１年度身延町一般会計補正予算（第７号） 
 平成２１年度身延町の一般会計補正予算（第７号）は、次に定めるところによる。 
 （歳入歳出予算の補正） 
 第１条、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ１億９，３８１万１千円を追加し、歳入歳

出予算の総額を歳入歳出それぞれ９６億２，２１１万７千円とする。 
 ２、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額、並びに補正後の歳入歳出予

算の金額は「第１表 歳入歳出予算補正」による。 
 （繰越明許費） 
 第２条、地方自治法第２１３条第１項の規定により、翌年度に繰り越して使用することので

きる経費は「第２表 繰越明許費」による。 
 （地方債の補正） 
 第３条、地方債の変更は「第３表 地方債補正」による。 
 議案第１１４号 平成２１年度身延町国民健康保険特別会計補正予算（第３号） 
 平成２１年度身延町の国民健康保険特別会計補正予算（第３号）は、次に定めるところによ

る。 
 （歳入歳出予算の補正） 
 第１条、歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ１，７７５万９千円を減額し、歳入歳出

予算の総額を歳入歳出それぞれ２１億２，７１６万８千円とする。 
 ２、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額、並びに補正後の歳入歳出予

算の金額は「第１表 歳入歳出予算補正」による。 
 議案第１１５号 平成２１年度身延町後期高齢者医療特別会計補正予算（第３号） 
 平成２１年度身延町の後期高齢者医療特別会計補正予算（第３号）は、次に定めるところに

よる。 
 （歳入歳出予算の補正） 
 第１条、歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ９万２千円を減額し、歳入歳出予算の総

額を歳入歳出それぞれ４億６，９７０万７千円とする。 
 ２、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額、並びに補正後の歳入歳出予

算の金額は「第１表 歳入歳出予算補正」による。 
 議案第１１６号 平成２１年度身延町介護保険特別会計補正予算（第３号） 
 平成２１年度身延町の介護保険特別会計補正予算（第３号）については、次に定めるところ

による。 
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 （歳入歳出予算の補正） 
 第１条、歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ１９万７千円を減額し、歳入歳出予算の

総額を歳入歳出それぞれ１８億６，６０８万５千円とする。 
 ２、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額、並びに補正後の歳入歳出予

算の金額は「第１表 歳入歳出予算補正」による。 
 議案第１１７号 平成２１年度身延町簡易水道事業特別会計補正予算（第３号） 
 平成２１年度身延町の簡易水道事業特別会計補正予算（第３号）は、次に定めるところによ

る。 
 （歳入歳出予算の補正） 
 第１条、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ３５４万３千円を追加し、歳入歳出予算の

総額を歳入歳出それぞれ８億８，０４７万１千円とする。 
 ２、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額、並びに補正後の歳入歳出予

算の金額は「第１表 歳入歳出予算補正」による。 
 （繰越明許費） 
 第２条、地方自治法第２１３条第１項の規定により、翌年度に繰り越して使用することので

きる経費は「第２表 繰越明許費」による。 
 議案第１１８号 平成２１年度身延町農業集落排水事業等特別会計補正予算（第３号） 
 平成２１年度身延町の農業集落排水事業等特別会計補正予算（第３号）は、次に定めるとこ

ろによる。 
 （歳入歳出予算の補正） 
 第１条、歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ３万円を減額し、歳入歳出予算の総額を

歳入歳出それぞれ５，９３８万３千円とする。 
 ２、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額、並びに補正後の歳入歳出予

算の金額は「第１表 歳入歳出予算補正」による。 
 議案第１１９号 平成２１年度身延町下水道事業特別会計補正予算（第４号） 
 平成２１年度身延町の下水道事業特別会計補正予算（第４号）は、次に定めるところによる。 
 （歳入歳出予算の補正） 
 第１条、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ７，９４２万円を追加し、歳入歳出予算の

総額を歳入歳出それぞれ１２億７，６１７万円とする。 
 ２、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額、並びに補正後の歳入歳出予

算の金額は「第１表 歳入歳出予算補正」による。 
 （繰越明許費） 
 第２条、地方自治法第２１３条第１項の規定により、翌年度に繰り越して使用することので

きる経費は「第２表 繰越明許費」による。 
 （地方債の補正） 
 第３条、地方債の変更は「第３表 地方債補正」による。 
 議案第１２０号 平成２１年度身延町青少年自然の里特別会計補正予算（第４号） 
 平成２１年度身延町の青少年自然の里特別会計補正予算（第４号）は、次に定めるところに

よる。 
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 （歳入歳出予算の補正） 
 第１条、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ３万５千円を追加し、歳入歳出予算の総額

を歳入歳出それぞれ６，１９２万２千円とする。 
 ２、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額、並びに補正後の歳入歳出予

算の金額は「第１表 歳入歳出予算補正」による。 
 議案第１２１号 平成２１年度身延町下部奥の湯温泉事業特別会計補正予算（第１号） 
 平成２１年度身延町の下部奥の湯温泉事業特別会計補正予算（第１号）は、次に定めるとこ

ろによる。 
 （歳入歳出予算の補正） 
 第１条、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ８６万８千円を追加し、歳入歳出予算の総

額を歳入歳出それぞれ１，０２２万４千円とする。 
 ２、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額、並びに補正後の歳入歳出予

算の金額は「第１表 歳入歳出予算補正」による。 
 議案第１２２号 町道路線の認定について 
 下記の路線を町道として認定したいので、道路法（昭和２７年法律第１８０号）第８条第２項

の規定に基づき、議会の議決を求める。 
記 

 整理番号 Ｎ３－２６５ 
 路 線 名 飯富・宮根線 
 起  点 身延町大字飯富 字宮ノ脇１２４３番地先 
 終  点 身延町大字飯富 字宮根１２８５の３番地先 
 参  考 延長が２１０メートル。幅員が６．５から１７．０。 
 提案理由 
 地域住民の利便性を確保すべき路線整備を図るため、町道飯富・宮根線を新たに町道路線と

して認定するため、提出するものであります。 
 議案第１２３号 字区域の変更について 
 県営中山間地域総合整備事業、身延地区和田工区（土地改良事業）の土地について、別紙、

変更調書のとおり字の区域を変更したいので、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第

２６０条第１項の規定により、議会の議決を求める。 
 提案理由 
 県営中山間地域総合整備事業、身延地区和田工区の土地区画整理に伴い、従来の字界が原型

を留めなくなったため、行政遂行上および土地の維持管理上、新字界を定める必要が生じた。 
 これが、この議案を提出する理由でございます。 
 以上２０件について、提案理由を申し上げました。 
 なお、詳細につきましては担当課長より説明をさせますので、よろしくご審議の上、ご議決

くださいますよう、お願いを申し上げます。ありがとうございました。 
〇議長（望月広喜君） 

 町長の説明は終わりました。 
 説明の途中ではございますが、ここで暫時休憩をいたします。 
 再開は１０時２０分とします。 
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 暫時休憩します。 
休憩  午前１０時０５分 

  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
再開  午前１０時２０分 

〇議長（望月広喜君） 
 休憩前に引き続き、再開いたします。 
 次に、担当課長の詳細説明を求めます。 
 なお、議案第１０７号から議案第１１２号までと議案第１１６号、議案第１１８号、議案第

１２０号、議案第１２２号、議案第１２３号、以上１１件につきましては、詳細説明を省略い

たします。 
 まず議案第１０４号について、学校教育課長。 

〇学校教育課長（近藤正国君） 
 議案第１０４号 身延町立学校設置条例の一部を改正する条例について、提案理由の詳細説

明を申し上げます。 
 本案は、身延町立小中学校統廃合計画、前期計画に基づき進めてきた下山中学校、身延中学

校の統廃合について、保護者等、関係者のご理解・ご協力が得られたため、平成２３年４月１日

をもって両校の統廃合を行うにあたり、下山中学校について、平成２３年３月３１日をもって

廃止するための条例改正案であります。 
 本案、提案に至った経緯について、ご説明させていただきます。 
 下山中学校、身延中学校統廃合については、前期計画の中の１つとして位置づけられており、

教育委員会では本年４月から５月にかけ、計９回にわたる両校関係者への計画説明を行いまし

た。これらの説明を受け、下山中学校ＰＴＡにおいては、６月下旬から７月にかけて、４回に

わたり、今回の統廃合計画について慎重に協議・検討を行っていただきました。その結果を８月

５日に下山ＰＴＡ要望書として提出していただきました。要望書の要旨としては、両校の統合

については、地区、保護者とも理解はしていること。統合にあたっては、統合に伴う生徒や保

護者の負担や不安を解消する中で、計画を進めること。また、統合の実施時期については平成

２４年度以降に実施すべきことなどが掲げられておりました。 
 教育委員会ではこれを受け、８月５日の教育委員会定例会において、個々の要望事項への対

応、統廃合実施時期等について協議を行いました。教育委員会における協議結果としては、お

おむねの要望事項は対応可能であろうとの判断をいたしましたが、統合時期については校舎の

著しい老朽化等を重視し、加えて余裕のある準備期間を設け、平成２３年４月１日には統合を

行うべきだとの結論に至りました。この教育委員会における協議結果について、１０月６日に

下山中学校ＰＴＡ、１５日には身延中学校ＰＴＡを対象に説明会を開催させていただきました。

これを受け、下山中学校ＰＴＡでは執行部会、臨時総会等、３回の会議を開催しました。そし

て１１月３０日に下山中学校ＰＴＡの協議結果として、平成２３年４月１日に統合に同意する

旨の文書をＰＴＡ会長から、教育委員長にいただいたところであります。 
 教育委員会と町では、こうした経過を受け、１２月７日には下山地域の皆さまに、１２月８日

には身延地域の皆さまに、今までの経過や今後の予定等について、ご説明させていただき、ご

理解をいただいたという経過であります。 
 教育委員会および町が判断した平成２３年４月１日統合の考え方、方針にご同意をいただい
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たことは誠にありがたく、関係方々に心よりお礼を申し上げます。 
 教育委員会と町においては、こうした状況下、今後の計画推進や事務手続き等をいかに進め

るべきか、慎重に検討・協議を行いました。結論としては、統合に向けての十分な準備期間お

よび準備態勢を整えるために、下山中学校の廃止に関する身延町立学校設置条例の一部改正案

について、本議会に提案させていただくこととしたものであります。 
 本案につきましては、今回、示された下山ＰＴＡの貴重な意見や生徒が安全で安心して過ご

せる教育環境の速やかな実現、長期的視野に立った堅実なまちづくりを十分にお汲み取りいた

だき、ご議決くださいますようお願い申し上げます。 
 以上、提案理由の詳細説明とさせていただきます。 

〇議長（望月広喜君） 
 次に議案第１０５号、議案第１０６号について、福祉保健課長。 

〇福祉保健課長（赤坂次男君） 
 議案第１０５号 身延町介護保険条例の一部を改正する条例と提案理由が同じでありますの

で、議案第１０６号 身延町後期高齢者医療に関する条例の一部を改正する条例について、詳

細説明をいたします。 
 提案理由にありますように、社会保険の保険料等にかかる延滞金を軽減するための厚生年金

保険法の一部を改正する法律が平成２２年１月１日より施行されることになり、介護保険につ

いても延滞金の税率を軽減するものです。 
 国税等の延滞税の利率は、納付告知から３カ月の日数については軽減されておりますが、厚

生年金保険料等は納期限の翌日、１カ月を経過する日から年１４．６％の割合で計算された延

滞金を支払うことになっています。 
 現下の厳しい経済社会情勢に影響を受け、保険料等の支払いに困窮している事業主に配慮し、

厚生年金保険料等の延滞税率を国税の例にならい、納期限から３カ月については年１４．６％

でなく、前年の１１月３０日において日本銀行が定める基準割合割引率プラス４％の割合、平

成２１年は４．５％で計算することとするものです。 
 介護保険料については、従前の厚生年金保険料と同じく、延滞金の軽減措置を設けてありま

せんでしたので、同様の取り扱いとするものであります。 
 議案第１０６号 身延町後期高齢者医療に関する条例の一部を改正する条例は、第６条第

１項、ただし書きの徴収金の端数計算について、国税等の例にならい改正するものであります。 
 よろしく、ご審議をお願いいたします。 

〇議長（望月広喜君） 
 次に議案第１１３号について、財政課長。 

〇財政課長（笠井一雄君） 
 それでは、議案第１１３号の詳細説明をご説明する前に、訂正とお詫びを申し上げます。 
 議案第１１３号の、２８ページをお開き願いたいと思います。 
 この２８ページの部分につきましては、８款６項１目の下水道総務費でございますが、説明

欄に誤りが１カ所ございましたので、訂正をお願いいたします。 
 農業集落排水事業特別会計繰出金の下に財源組み替えがございます。基金繰出金が２千万円、

一般財源が２千万円の減になっております。この三角が、実は反対でございました。基金繰出

金が２千万円の減。一般財源が２千万円増ということになりますが、三角を下から上に持って
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いっていただいて、下を消していただければ、よろしいかと思いますので、訂正をお願いいた

します。大変、申し訳ございませんでした。 
 それでは議案第１１３号 平成２１年度身延町一般会計補正予算（第７号）につきまして、

詳細説明をさせていただきます。 
 今回の補正予算額は１億９，３８１万１千円の追加予算でございます。 
 それでは、７ページをお開きください。 
 第２表 繰越明許費であります。４款３項簡易水道事業特別会計繰出金１，５６９万円であ

りますが、簡易水道特別会計で、繰越明許いたしました事業に対する一般会計からの繰出金分

を繰越明許いたすものでございます。 
 それから８款２項清沢・大炊平線道路改良工事と、本町・富山橋線道路改良工事の４，９９４万

９千円につきましては、用地取得の関係で事業に遅れをきたしておりました。今回、用地の問

題はほぼ目鼻がつきましたので、工事を発注いたすわけでございますが、金額的に標準工期日

数を確保できないため、繰越明許といたすものでございます。なお、完成は５月ごろを予定し

ております。 
 次に６項の下水道事業特別会計繰出金１，８２６万９千円でありますが、下水道特別会計で

繰越明許した事業に対する、一般会計からの繰出金分を繰越明許いたすものでございます。 
 ９款３項全国瞬時警報システム構築工事の８８６万２千円でございますが、このシステムは

人工衛星を利用し、緊急時、直接国から町の防災行政無線に津波注意報、臨時火山情報、地震

速報、気象警報、あるいは東海地震予知情報等々を流すものであります。国からの内示が１１月

下旬であったためと全国規模で実施されるため、機種の確保が間に合わないため、繰越明許と

させていただくものでございます。 
 次に８ページをお願いいたします。第３表 地方債補正でございます。 
 地方債の補正につきましては、当初予算で計上いたしましたとおり、平成１６年度にお借り

をいたしました防災対策事業債と合併特例事業債、５年利率見直しということで、それぞれ今

年度、借り換えをする予定で当初予算に計上させていただきました。しかしながら、実質公債

費比率等の動向を考慮し、今回、借り換えをしない、すなわち、すべて繰上償還してしまうと

いう補正でございます。 
 なお、この防災事業対策事業債につきましては、自然災害防止事業の瀬戸山腹工事と矢ノ沢

谷止工の２カ所、それから合併特例債につきましては、身延北小学校の用地の取得分でござい

ます。 
 それでは、１１ページをお開きください。 
 まず歳入でございますが、１０款１項１目の地方交付税でございます。当初予算では、普通

交付税４０億５千万円と特別交付税２億５千万円。合計４３億円を計上いたしておりました。

このうち、普通地方交付税がすでに交付決定になっております。このうち２億円を今回、計上

させていただき、総額を４５億円とさせていただきました。 
 １４款１項１目の民生費、国庫負担金の１節障害者保護費負担金１，３０２万４千円の増額

につきましては、平成２１年４月から障害福祉サービスの改定があり、報酬がプラス改定され

たことに伴いますものと利用者の増によりますものでありまして、国の補助率は２分の１であ

ります。 
 ２項１目民生費国庫補助金でございますが、９月補正で予算計上させていただきました子育
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て応援手当交付金でございます。町長からもお話がございましたが、政権交代の影響で、予算

が凍結されたものでございまして、８５１万４千円の減額であります。 
 次の１２ページをお願いいたします。 
 １５款１項１目民生費県負担金の１節障害福祉サービス費等事業費負担金６５１万円につき

ましては、前ページで説明いたしましたが、国庫負担金１，３０２万４千円の分の県負担分で

ございまして、補助率は４分の１で６５１万円ということでございます。 
 ２項にまいりまして、２項７目の消防費県補助金につきましては、全国瞬時警報システム構

築工事にかかる交付金でございまして、交付率は１０分の１０でございます。国でいただくも

のでございますけれども、県を経由するということで、県費の補助金に計上させていただいて

ございます。 
 それから１６款財産収入、１６款１項２目の利子及び配当金につきましては、各基金の利子

でございます。歳出のほうで基金等に積み込む補正でございます。 
 １７款１項２目指定寄附金につきましては、５０万円でございまして、地域福祉基金寄附金

３０万円、これにつきましては、東京都千代田区麹町の佐野允夫さまから３０万円。それから

教育施設整備基金寄附金につきましては、身延町の日向南沢、松田俔夫さまより２０万円。そ

れぞれ善意の寄附がございました。それぞれ歳出のほうで、基金に積み立てをいたします。 
 １８款２項２目公共施設整備基金繰入金でございます。当初予算で公共施設整備基金を６，

９２５万円取り崩し、それぞれ急傾斜地崩落対策事業や道路改良事業、あるいは下水道簡易水

道の繰出金等に充当をしておったわけでございますが、普通交付税や繰越金等を見ながら、今

回、これを取り崩さないでできるということで、６，９２５万円の減額でございます。 
 次の１４ページ、１９款１項１目の繰越金につきましては、今補正予算の一般財源充当分の

補正１億４，９９９万６千円でございます。 
 ２１款１項２目、それから５目につきましては、先ほど地方債補正のところでお話をいたし

ましたとおり、農林水産事業債、これは防災対策事業債でございますけども、４００万円の減

額。それから教育債につきましては、合併特例債１億１，７６０万円の減額ということで、借

り換えをするところを今回、借り換えないということで減額をさせていただきます。 
 それでは続きまして、歳出に入らせていただきます。 
 なお、この今回の補正につきましては、人事院の勧告に伴います職員給与減額等の費用が各

予算の２節、３節、４節に計上してございますが、説明を省略させていただきたいと思います。 
 それでは、１６ページをお願いいたします。 
 ここにつきましては、２款１項の２目文書広報費でございますが、１９節負担金補助及び交

付金に６万３千円を計上させていただきました。これにつきましては、身延町の有線放送施設

整備費補助金ということで、身延の上町区有線放送施設を整備するということで、総事業費

１２万６千円の２分の１を補助するものでございます。 
 それから３目の財産管理費でございます。１２節役務費に５５万円、火災保険料でございま

す。これにつきましては、年度中途におきまして、旧町、または施設ごとに補償内容、保険料

が相違するケースがございました。これらを是正することとし、それぞれ火災保険料、保険料

１００％、加入するということで、５５万円を増額補正させていただきました。 
 １５節工事請負費２５７万円。旧下山町民プールの敷地内の土留め工事でございます。これ

につきましては、地域活性化経済対策事業で、プール２カ所の解体を行いました。下山プール
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と曙地区町民プールでございます。このうち下山町民プールにつきましては、土地所有者であ

る南松院関係者ともども、フェンスに隔てられて、解体前には気付かなかった石積みが一部は

らんでおります。敷地返却にあたり、土留め補強の要請があったことから、この工事をすると

いうことでの増額の補正でございます。プールを造るということで、長期にわたる教育施設の

借用であったこと、それからプールを造るために石積みをしてプールを造ったようなことで、

本町のものではなく、お返しをするわけでございますが、土留め工事をするということで、予

算計上をさせていただきました。２カ所のプールに経済対策９，９５０万円の交付金を充てて、

すでに充当され、工事も終わっているわけでございますが、この工事につきましては、住民の

安全・安心を趣旨とした交付金の工事の目的にそぐわないことから、単費で工事を実施させて

いただいたということでございます。 
 続きまして、４目の企画費、１９節負担金補助及び交付金２０万円でございます。身延町ま

ちづくり推進事業補助金ということで、門内の活性化委員会、まちなみづくりの研修事業とい

うことで、１０万円。それから御内八海道供養碑奉賛会に、この供養碑の調査・研究というこ

とで、１０万円補助をいたすものでございます。合計２０万円の計上でございます。 
 次の１７ページをお願いいたします。 
 ２項徴税費の２目賦課徴収費でございます。１２節役務費でございますが、通信運搬費とし

て、１３１万２千円。これにつきましては預金調査、保険調査等の郵送料がかかりますので、

１３１万２千円の増額ということでございます。手数料につきましては８万２千円、預金調査

の手数料でございます。 
 それから１８節の備品購入費、２０万６千円の減額でございますけども、これにつきまして

は、当初予算延滞金の計算機を購入する予定でございました。これにつきましては、計算セン

ターも大変、努力をしていただきまして、オフコン内で延滞金が計算をできるようになったた

めに、延滞金の計算機を買わなくて済むことになりましたので、２０万６千円を減額させてい

ただきます。 
 それでは、１９ページをお開きください。 
 ３款１項１目社会福祉総務費、２８節繰出金でございます。２４万６千円の減額でございま

すが、これは国民健康保険特別会計への繰出金で、職員給与等の減額の関係でございます。 
 それから３目の高齢者福祉費でございますけども、これにつきましても、２８節繰出金１９万

７千円の減額。介護保険特別会計への繰出金、これも職員給与分でございます。 
 それから４目の老人医療費、２８節繰出金につきましても、９万２千円の減額。これも後期

高齢者医療特別会計の繰出金で、職員給与分の減でございます。 
 それから５目の障害福祉費でございます。次のページ、２０ページをお願いいたします。 
 ２０節扶助費３，７１９万５千円でございます。重度心身障害者医療費助成金の６９９万８千

円につきましては、昨年度から窓口の無料化を実施しております。これに伴い、またインフル

エンザの発生というようなこともございまして、これに伴いまして、当初見込んだ医療費より

も利用者が多かったため、増額の補正でございます。 
 それから障害福祉サービス事業費につきましては、２，６０５万６千円につきましては、平

成２１年４月から障害福祉サービスの報酬がプラス改定となりました。利用者数も伸びておる

わけでございまして、２，６０５万６千円の増額でございます。 
 それから障害者自立支援対策臨時特別交付金事業３６８万６千円につきましては、障害者自
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立対策臨時特別交付金、国の事業が１１月になって確定したため、今回の計上になりました。

この事業につきましては、障害者の自立支援の事業者に対する運営の安定化を図る措置が図ら

れておりまして、それらに対する扶助費ということになります。また、新法への移行のための

円滑な実施を図る措置ということでございます。 
 ２３節の償還金利子及び割引料につきましては、１２７万５千円でございますが、これは前

年度、平成２０年度に障害福祉サービスを実施いたしまして、国から多くもらった分を今年度

お返しするということになります。 
 続きまして、２項の児童福祉費、１目児童福祉総務費でございます。１２節の役務費１００万

円につきましては、子育て支援医療費とひとり親家庭の医療費が増加になりました。これに伴

いまして、審査支払手数料が伸びたために１００万円を計上させていただきました。 
 ２０節の扶助費１，３００万円につきましては、窓口無料化やインフルエンザ等の流行で、

医療費が伸びたために、子育て支援医療費１千万円、それからひとり親家庭医療費３００万円

を増額させていただきます。 
 それから３目常葉保育所費から７目の静川保育所費までは、人件費の減分と保育料軽減補助

金が児童の数で増減したものでありまして、これに伴う補正でございますので、よろしくお願

いをいたします。 
 ２２ページ、８目民間保育所費でございます。１３節委託料１，５７５万１千円につきまし

ては、民間保育所運営費でございます。町内の２保育園と、それから近隣の市町村にある１０保

育所分の民間保育所運営費の補助で、委託料でございます。 
 ２３ページの、９目子育て応援特別手当支給費でございます。これにつきましては、先ほど

も申し上げましたが、９月の補正で予算計上してあります子育て応援特別手当でございますが、

国の予算が凍結されたということで、今回すべてを減額補正ということで、８５１万４千円の

減になります。 
 続きまして、４款１項２目予防費でございます。１９節負担金補助及び交付金でございます

が、その他負担金といたしまして、飯富病院の普通交付税再配分の、これは早川町にやる部分

でございますけれども、１，１３２万１千円。これは普通交付税のカウントの中に、救急告知

病院数と救急告知病院病床数をカウントすることになったため、その分の交付税が増えたため、

早川町への再配分が増えました。その部分でございます。 
 それから一番下になりますが、５目環境衛生費でございまして、次のページをお願いします。

２４ページ。１９節負担金補助及び交付金５５５万４千円でございますが、合併処理浄化槽の

設置整備事業補助金ということで、５人槽８基、７人槽７基分、申請が多いということで、増

額補正でございます。 
 次の２項１目の清掃総務費でございます。１９節の負担金補助及び交付金に１６２万９千円

を予算計上させていただきました。これにつきましては、峡南衛生組合の負担金、ゴミ処理施

設交付税の算入分の再配分。これも交付税が１６２万９千円、ゴミ処理に対する部分が増えま

したので、今回、１６２万９千円を増額させていただきます。 
 それから３項１目簡易水道運営費、２８節繰出金１６３万９千円でございます。これは簡易

水道事業への特別会計の繰出金でございます。 
 なお、財源組み替えの１千万円につきましては、これは公共施設整備基金を取り崩さないた

めの財源組み替えでございます。 
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 次の２５ページをお願いいたします。 
 ６款１項３目の農業振興費３５０万円でございます。これについては、負担金補助及び交付

金でございますけども、有害鳥獣の駆除資機材の補助金、当初計上で７９６万８千円を計上し

たわけでございますが、申請が多くて足りないということで、３５０万円を追加させていただ

きました。 
 なお、４目の農業土木費につきましては、１５節工事請負費で、公共施設整備基金の財源組

み替えでございまして、５００万円の増減でございます。 
 ２項２目林業振興費、８節の報償費に１５０万円。特定有害鳥獣捕獲奨励金ということで、

本年度、シカ、イノシシが多いために１５０万円を増額させていただきます。 
 ３目の林業土木費でございますが、１４節の使用料及び賃借料１００万円。これにつきまし

ては、重機等の借用料でございますが、土砂の応急の廃土作業のための重機借上料でございま

して、特に富士見山林道とか生活に直結した場所の廃土作業ということでございまして、

１００万円を計上させていただきます。 
 また次のページになりますが、２６ページでございますが、１５節工事請負費５００万円。

これにつきましては、林道折八・古関線の法面の保護工事ということでございます。５００万

円。法面が崩落しているために、保護工事、モルタルの吹き付け等を発注するためのものでご

ざいます。 
 なお、財源組み替え公共施設整備基金の８５０万円増減がございます。 
 それでは次のページ、２７ページをお願いいたします。 
 ８款１項２目の急傾斜地崩壊対策事業費、崩壊対策費の１９節負担金補助及び交付金でござ

いますが、これにつきましても財源組み替え１，５７５万円でございます。それから２項１目

の道路橋梁維持費でございますが、１１節需用費に２００万円。これは修繕費、町道の維持修

繕、今後の緊急修繕や要望、苦情等に対応するためでございます。なお、当初予算には５００万

円を計上させていただいておりました。 
 続きまして、２目の道路新設改良費につきましては、財源組み替えでございます。 
 一番下になりますけども、６項１目の下水道総務費でございます。２８節繰出金７，７１９万

円でございます。これは下水道特別会計への繰出金でございまして、大変、金額が多いわけで

ございますが、人件費や事務費の補正が、実は８３万５千円の減額でございます。そして残り

の７，８０５万５千円につきましては、繰上償還をするものでございます。公的資金繰上、公

的資金の補償金免除繰上償還の分、通常の場合ですと、政府資金は繰上償還できませんけども、

利率が多い５％以上の利率の場合、今回、国が特別認めてくれたものでございまして、帯金・

塩之沢下水道、平成１３年度にお借りしました１億２，０１０万円。それから角打・丸滝下水

道、平成３年度お借りしました１００万円。これらを繰上償還いたすものでございます。 
 次のページになりますが、財源組み替え、先ほど訂正をさせていただきましたけども、公共

施設の部分で、取り崩しの部分でございます。 
 ９款１項１目の非常備消防費でございます。１１節需用費１４７万１千円でございますが、

これにつきましては、小田船原地区の水道が整備されたことに伴い、消火栓の資機材等を整備

する等のものでございます。ホース管槍格納庫等々でございます。 
 次に３項防災費、これにつきましては８８６万２千円。先ほどからもお話をしておりますが、

全国瞬時警報システムの構築工事ということでございます。基本的には、国の１０分の１０と
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いうことになりますけども、一般財源を２２万１千円、充当させていただいております。 
 続きまして、１０款１項１目の教育委員会費でございます。１１節の需用費でございます。

１５６万６千円でございます。これにつきましては、修繕費１５０万円を計上させてございま

す。これにつきましては、新財務会計システムを来年度から導入をするということでございま

して、今、準備等をしております。これは峡南計算センターが中心になりまして、峡南、全部

の町村になりますけども、各学校の施設の配線、それから整備、修繕にかかる費用でございま

す。学校数が多いために１５０万円という高額になりましたけども、これによりまして、今ま

では事務職が予算の伝票の起案等をするときに、役場等へ来て伝票を起案しておりましたが、

各学校で予算が起案できることになります。 
 それから１５節工事請負費３８０万６千円の減額でございますけども、小中学校の耐震用の

強化ガラス、飛散防止フィルム工事の差金、国の経済対策事業で実施をいたしました事業の差

金でございます。また１８節の備品購入費につきましても、経済対策でお願いをいたしました

身延地区の教師用のパソコンの更新事業ということで、５１０万円の差金を今回、減額させて

いただきます。 
 次のページをお願いいたします。 
 ２項の１目学校管理費でございます。１３節委託料５８８万円。身延小学校の校舎改修工事

設計業務でございます。身延小学校、古くなって、今回、校舎の屋根の防水と、それから給水

設備等の改修。それから体育館につきましては、アリーナの床の改修を計画しておりまして、

設計業務を５８８万円、計上させていただきました。 
 １９節負担金補助及び交付金につきましては、３３万円でございまして、統合校指定制服等

購入費補助金ということで、統合が予定されます豊岡小学校児童にかかる体育着の購入補助で

ございます。 
 ２目の久那土小学校費、それから３目の下部小学校の管理費、それからちょっと次ページに

いってしまいますけれども、３項の中学校費の中に２目の久那土中学校と３目の下部中学校管

理費、それぞれ１２万５千円ずつ、予算を計上させていただきました。これにつきましては、

教職員用のパソコン対応ファイルサーバーが耐用年数を経過したため、古くなってセキュリ

ティ等に問題があることが分かりました。したがいまして、外付けファイルサーバーを購入い

たしまして、これに対処したいということでございまして、新ファイルサーバーの設置費でご

ざいます。 
 ８目の身延小学校管理費、１１節需用費２３万１千円の修繕費につきましては、５・６年生

のロッカーの増設修繕ということで、新年度の生徒数の増加によるために、２３万１千円の計

上でございます。 
 それから９目の豊岡小学校管理費、１２節の役務費１６万円、手数料でございますが、これ

につきましては統合準備のための書籍類、それから書籍類等の廃棄処分の手数料でございます。 
 それから１３節の委託料９５万９千円につきましては、豊岡小学校の備品等の引っ越しにか

かる業務の委託料でございます。 
 次の３１ページ、４項の１目社会福祉総務費でございますが、２８節繰出金につきましては、

３万５千円の自然の里特別会計の繰出金、人件費分でございます。 
 それから２目の公民館費、１１節６４万３千円につきましては、新西嶋分館、建設をいたし

ました。電気料、低圧電力分が４２万円、新たにかかるということで、身延地区や中富地区、
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下部地区、各分館の電気料の不足分、合わせて６０万円の計上でございます。 
 次のページをお願いいたします。 
 ５項の１目文化財保護費でございます。１９節負担金補助及び交付金に２０万１千円。国天

然記念物の保護増殖事業補助金ということで、１０万５千円。これにつきましては上沢寺のオ

ハツキイチョウの保護増殖事業、総事業費は４２万円かかりますが、県が２分の１、町と所有

者が４分の１ずつということで、４分の１分、１０万５千円を計上してございます。 
 それから町指定天然記念物の保護増殖事業補助金９万６千円につきましては、八日市場の八

幡神社、ケヤキの保護増殖事業でございまして、総事業費２９万円。所有者が３分の２、町が

３分の１ということで、９万６千円の予算計上でございます。 
 それから４目総合文化管理費の７節賃金につきましては、職員の人事異動に伴うパート職員

の賃金の増でございます。 
 次の３４ページをお願いいたします。 
 ６項の４目になりますが、身延学校給食費でございまして、１１節１２２万１千円でござい

ますが、修繕費１０５万６千円につきましては、下水道への接続工事と既存排水処理施設の汚

泥の引き抜きの費用でございまして、１０５万６千円を計上させていただきました。 
 ５目の体育施設費でございます。１３節委託料８２万６千円。これにつきましては、経済対

策で予算計上いたしましたけれども、遅沢のスポーツ広場の河川協議に伴う調査関係の増分と

いうことで、８２万６千円を増額させていただきました。 
 それから１５節工事請負費、２７５万２千円につきましては、遅沢スポーツ広場のトイレの

設置工事、これにつきましては、国交省の指導により予想される最高水位より下にトイレが造

れないということで、そのために盛り土による造成工事が必要となったための増額でございま

す。 
 それから１２款１項１目の元金、公債費の関係でございますけども、財源組み替えにつきま

しては、１億２，１６０万円でございますが、これは地方債のところでご説明をいたしました

けれども、借り換えをしないということでございますので、一般財源を充てるところでござい

ます。 
 それから２３節の償還金利子及び割引料につきましては、１，５４３万５千円でございます

けども、平成１７年度、郡農からお借りしました縁故債でございまして、合併特例債、北小学

校の建設でお借りをいたしましたものでございます。これにつきまして、元金借り換えでござ

いますけども、９年で元金は返すところを７年にいたしまして、１，５４３万５千円を繰上償

還するものでございます。 
 続きまして、１３款１項１目から、それぞれ財政調整基金から始まりまして、各基金への積

立金でございます。この積立金の内容につきましては、歳入のほうでご説明をいたしました利

子分と寄附金を充てて、各基金に積み立てをいたすところでございます。 
 以上で、詳細説明を終わらせていただきます。 
 よろしくご審議の上、ご議決くださいますよう、お願い申し上げます。 

〇議長（望月広喜君） 
 次に議案第１１４号、議案第１１５号について、町民課長。 

〇町民課長（秋山和子君） 
 それでは議案第１１４号について、説明させていただきます。 
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 ６ページをお開きください。 
 歳入ですが、４款国庫支出金、１項２目１節現年度分については、療養給付費は国が国保財

政の基盤安定の確立と事業の健全運営に資するために、療養費にかかった経費から基盤安定負

担金を除した経費の１００分の３４を交付されるもので、今回、支給実績から計算し、３，

５００万円を減額するものであります。 
 続いて、５款療養給付費交付金、１項療養給付費交付金、１目１節現年度分については、支

払い基金よりの交付金であり、退職被保険者分の１，５００万円を増額補正するものでありま

す。 
 ９款財産収入、１項財産運用収入、１目１節利子及び配当金については、利率の変動により

利子分が減少したため、３４万５千円を減額するものとなっております。 
 続いて、８ページをお開きください。 
 １款総務費については人件費ですので、説明を省かせていただきます。 
 ２款保険給付費、１項療養費、１目から３目については、歳入で説明させていただきました

が、１１月分までの実績により、それぞれ補正するものであります。 
 ５項葬祭諸費、１目１９節負担金補助及び交付金については、身延町国民健康保険条例第６条

により支給するもので、当初９０件分を計上いたしましたが、１１月現在の状況等を確認する

中で、１４７万円を減額させていただくものです。 
 ９ページをご覧ください。 
 ８款保健事業費、１項保健事業費、１目１９節負担金補助及び交付金については、特定健診

において指導対象となった受診者に対し、生活習慣病の予防を図ることを目的とし、運動施設

の利用者に利用料の９割を補助するもので、当初２５名分を計上いたしましたが、申し込み利

用者数の増に伴い、１０万２千円を補正するものです。 
 １０款諸支出金、１項償還金及び還付加算金、３目２３節償還金利子及び割引料については、

平成２０年度国民健康保険老人医療対策事業費補助金の超過交付分として、２０万円の還付の

補正となっております。 
 次に議案第１１５号 平成２１年度身延町後期高齢者医療特別会計補正予算（第３号）の詳

細説明をさせていただきます。 
 ６ページをお開きください。 
 歳入ですが、３款繰入金、１項一般会計繰入金、２目事務費繰入金、１節事務費繰入金につ

いては、人件費分の９万２千円の減額となっております。 
 ７ページをご覧ください。 
 歳出ですが、１款総務費については人件費関係ですので、説明は省略させていただきます。 
 ２款後期高齢者医療広域連合納付金、１項後期高齢者医療広域連合納付金、１目１９節負担

金補助及び交付金については、平成２１年度保険料納付金の見込み数値で１４万１千円の減額

となっております。 
 ３款諸支出金、１項償還金及び還付加算金、１目２３節償還金利子及び割引料については、

確定申告等により保険料に変更が生じた過年度分還付金であり、１４万１千円の増額となって

おります。 
 これで２特別会計に伴う詳細説明を終わらせていただきます。よろしくお願いいたします。 
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〇議長（望月広喜君） 
 次に議案第１１７号について、水道課長。 

〇水道課長（千頭和勝彦君） 
 それでは議案第１１７号 平成２１年度身延町簡易水道事業特別会計補正予算（第３号）の

詳細説明を申し上げます。 
 ４ページをお開き願います。 
 第２表 繰越明許費でございますが、２款２項身延公共下水道事業管渠敷設等工事に伴う身

延中央簡水配水管布設工事負担金３，７８７万５千円につきましては、下水道工事に合わせて

水道管の敷設工事をしております。このことから下水道事業の繰り越しに伴い、繰越明許費と

設定させていただきました。 
 続きまして、同じく２項の身延中央簡水配水管詳細設計業務委託料１，０５０万円につきま

しては、公共下水道管渠詳細設計の成果をもとに設計を行いますので、公共下水道身延処理区

管渠詳細設計業務委託の工期が、平成２１年９月１日から２２年２月２６日となっております

ことから、２２年２月２６日以降の発注となり、委託業務は通常、おおむね６カ月間くらいを

要するため、このたび繰越明許費と設定させていただきました。 
 続きまして、３項の湯町簡易水道配水池等設計業務委託料１，５００万円につきましては、

配水池建設予定地の用地交渉に不測の日数を要したものですから、発注は今月となりまして、

設計業務委託の工事もおおむね、通常、６カ月間くらいを必要とするため、このたび繰越明許

費と設定させていただきました。 
 次に７ページをお開きください。 
 歳入でありますが、５款１項１目簡易水道総務費繰入金につきましては、人件費充当分、

２６万８千円の減額補正でございます。 
 次に同じく２目身延簡易水道一般会計繰入金につきましては、維持費、人件費充当分２万４千

円および維持費工事充当分２０３万円を合わせた、２０５万４千円を追加計上させていただき

ました。 
 続きまして、４目中富簡易水道一般繰入金につきましては、維持費、人件費充当分１４万７千

円の減額補正でございます。 
 続きまして、７款１項１目雑入の増額補正でございますが、年度当初２９万円のうち１節に

おいて、２８万９千円を消費税還付金として計上しておりましたが、平成２０年の消費税の申

告を行ったところ、２１９万３，０９８円の還付になりましたので、１０９万４千円の増額補

正でございます。 
 次に歳出でありますが、８ページをお開きください。 
 １款１項１目２節給料でございますが、身延町職員給与条例の一部改正に伴う２千円の減額

補正でございます。 
 続きまして、３節職員給与等でございますが、扶養手当１６万９千円の増額と期末勤勉手当

３万１千円の減額と児童手当６万円の増額で、合わせて１９万８千円の増額補正でございます。 
 続きまして４節共済費でございますが、給料の減額に伴い、共済組合負担金も減額となるた

め、４千円の減額補正でございます。 
 続きまして、７節賃金でございますが、身延地区の和田・大和地域の３０戸と船原・平地区

１６戸、計４６戸が身延中央簡易水道として２月より供用開始となるとともに、追加加入者の
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検針のため、水道検針員の賃金３万円の増額補正でございます。 
 続きまして、１１節需用費のうち燃料費でございますが、現場の対応が予想より多くなり、

公用車の燃料費の不足が生じたため、このたび１５万円の追加計上をさせていただくところで

あります。また修繕費ですが、当初予算において７００万円を計上させていただいておりまし

たが、水道施設の修繕等に１１月ですでに支出をしてしまいました。今後まだ、修繕等が生じ

ることが予想されますので、このたび２００万円の追加計上をさせていただくところでござい

ます。 
 続きまして、２項１目２節給料でございますが、身延町職員給与条例の一部改正に伴う２千

円の減額補正でございます。 
 続きまして、３節職員手当等でございますが、期末勤勉手当の１１万３千円の減額補正でご

ざいます。 
 続きまして、４節共済費でございますが、給料の減額に伴い、共済組合負担金の減額となる

ため、１万７千円の減額補正でございます。 
 続きまして、１１節需用費でございますが、そのうち消耗品で、消毒用塩素滅菌剤を当初、

月平均３１缶で８万９，９００円にて計上しておりましたが、現在、月平均３６缶を使用し、

おおむね１０万４，４００円かかりますので、今後の不足分、１７万４千円の増額補正をお願

いするところであります。 
 また燃料費でございますが、１款１項同様、公用車の燃料費に不足が生じたため、６万４千

円の増額補正をお願いするところでございます。 
 また光熱費でございますが、下部地区の２９の水道施設の電気料で、当初予算において月平

均４２万円で１２カ月分、５０４万円を計上してありますが、今現在、月平均４６万円かかり、

年間で約５５２万円かかりますので、その不足分４８万円の増額補正をお願いするところでご

ざいます。 
 続きまして修繕費でございますが、１款１項同様、今後の修繕の対応のため、１００万円の

追加計上をお願いするところであります。 
 続きまして、９ページをお願いいたします。 
 ３項１目１節給料でございますが、１、２項同様、４千円の減額でありまして、また３節の

職員手当等のうち期末勤勉手当においても、１、２項同様、１２万４千円の減額補正でありま

す。 
 続きまして、２款１項１目一般管理費においても、他の科目同様に２節の給料７千円と３節

の職員手当のうち期末勤勉手当２２万６千円、それぞれ減額補正であります。 
 以上、今回の補正では３５４万３千円の増額補正により、歳入歳出を８億８，０４７万１千

円とするものでございます。 
 以上でございますが、よろしくご議決をお願いいたします。 

〇議長（望月広喜君） 
 次に議案第１１９号について、環境下水道課長。 

〇環境下水道課長（赤池和希君） 
 それでは議案第１１９号 平成２１年度身延町下水道事業特別会計補正予算（第４号）につ

いて、詳細の説明をさせていただきます。 
 ４ページをお開き願いたいと思います。 

 ２８



 まず第２表 繰越明許費でございますが、身延公共下水道事業管渠布設等工事１億７４１万

５千円につきましては、現在、身延処理区の１１工区で工事が進捗しておりますが、今年度予

算に不足が生じることが見込まれたため、９月定例補正によりまして、第２号で追加予算を計

上させていただきました。その後、国庫交付金の追加要望を行ってきましたが、国の内示決定

が１１月になってしまったため、発注が順次遅れてきたものでございます。 
 次に身延処理区下水道台帳情報管理業務委託料４６９万１千円につきましては、電子化によ

る台帳整備のため、管理の具合や操作の使いやすさなど、ソフトの研究や選定等に時間の日数

を要したためのものでございます。 
 次に下部特定環境保全公共下水道事業管渠布設等工事２，３３９万３千円につきましては、

マンホールのポンプの設置工事でありまして、現在５工区で工事が進捗しておりますが、施工

上、全面、交通止めを余儀なくされております個所での地域住民との協議や地下埋設物の調査

などによる施工方法の検討などに不測の日数を要したことによりまして、完成が２月になるた

め、完成後でないとマンホールポンプの設置工事ができないことから、繰り越しをするもので

ございます。 
 以上が、繰り越しの主な理由でございます。 
 次に５ページで、第３表 地方債補正でございます。 
 今回の補正は特定環境保全公共下水道事業債２２０万円を追加し、限度額を６，６９０万円

と設定させていただくものでございます。 
 次に歳入でありますが、８ページをお願い申し上げます。 
 歳入、３款１項１目身延公共下水道事業国庫補助金につきましては、追加要望を行ってきま

したが、内示の見通しがつかず、県とも協議をした結果、汚水処理施設交付金で内示を受けた

ほうが確実との結果によりまして、補助金の組み替えをするものでございます。 
 次に４款１項２目帯金・塩之沢下水道事業一般会計繰入金７，７４１万円の追加と３目角打・

丸滝下水道事業一般会計繰入金６４万５千円の追加につきましては、先ほど財政課長がご説明

申し上げたとおり、公債費の繰上償還でございます。 
 次に４目身延公共下水道事業一般会計繰入金５４万２千円の減額と、５目下部公共下水道事

業一般会計繰入金１０万９千円の減額および、６目下水道一般会計繰入金１８万４千円の減額

は、職員の給与改定によるものでございます。 
 次に７款１項３目下部下水道事業２２０万円の追加は、先ほど説明いたしました地方債の追

加でございます。 
 次に歳出であります。９ページをお願いいたします。 
 歳出１項１項１目下水道事業総務費１８万４千円の減額は、職員の給与改定によるものでご

ざいます。 
 ２項２目身延下水道事業建設費５４万２千円の減額は、職員の給与改定による人件費の減額

でありますが、１３節委託料３７万８千円の減額と１５節工事請負費３３７万８千円の追加は、

身延処理区詳細設計業務に差額が生じたため、増額を管渠布設工事に充当するものでございま

す。 
 ３目下部下水道事業建設費２０９万１千円の追加は、職員の給与改定による人件費の減額と

１５節工事請負費２１８万円の追加であります。この追加は管渠の布設工事の一部が国庫対象

事業から町単独事業に変わったため、町債を追加して施工するものであります。 
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 次に４項３目帯金・塩之沢下水道事業元金７，７４１万円の追加と３目角打・丸滝下水道事

業元金６４万５千円の追加は、公共資金償還金免除繰上償還金でございます。 
 以上で、議案第１１９号の詳細説明は終わらせていただきます。よろしくご審議の上、お願

いいたします。 
〇議長（望月広喜君） 

 議案第１２１号について、下部支所長。 
〇下部支所長（小林英雄君） 

 それでは議案第１２１号 平成２１年度身延町下部奥の湯温泉事業特別会計補正予算（第

１号）につきまして、説明をさせていただきます。 
 まず歳入予算でございますが、予算書の６ページをお開きください。 
 １款温泉事業収入、１項事業収入、１目温泉使用料としまして２２万７千円の増額でござい

ます。これは当初予算におきましては、２８件分の使用として６３５万円を計上させていただ

いてありますが、３月の当初予算直近のときに１件の中途追加がありまして、２９件になりま

した。その１件分を追加いたしまして、６５７万７千円とするものでございます。 
 次に３款繰入金です。１項基金繰入金、１目下部奥の湯温泉事業基金繰入金の１６万円の減

額ですが、これは当初予算におきまして、機械器具費に充てるべく２９９万５千円を計上いた

しておりましたが、事業実績等の差額、１６万円が生じましたので、これを減額するものです。 
 次に４款繰越金ですが、１項繰越金、１目繰越金の８０万１千円の増額ですが、これは平成

２０年度身延町下部奥の湯温泉事業特別会計の決算の確定によるものでございます。 
 次に歳出のほうですが、７ページをご覧ください。 
 まず１款温泉事業費の温泉管理費ですが、１８節機械器具費の事業実績との差額１６万円を

減額するものです。 
 次に２款基金積立金、１項基金積立金、１目下部奥の湯温泉事業基金積立金ですが、歳入の

温泉使用料および繰越金の増額分を合わせて、１０２万８千円を増額するものです。 
 以上、歳入歳出予算の総額にそれぞれ８６万８千円を追加し、歳入歳出予算の総額をそれぞ

れ１，０２２万４千円とするものでございます。よろしくお願いいたします。 
〇議長（望月広喜君） 

 提出議案の詳細説明は、終了いたしました。 
 以上で、本日の議事日程はすべて終了いたしましたので、これをもちまして、本日は散会と

いたします。 
 ご苦労さまでした。 

〇議会事務局長（遠藤守君） 
 それでは、相互の礼で終わりたいと思います。 
 ご起立をお願いいたします。 
 相互に礼。 
 ご苦労さまでした。 

散会 午前１１時５０分 
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開会 午前 ９時００分 
〇議会事務局長（遠藤守君） 

 おはようございます。 
 それでは、相互の礼で始めたいと思います。 
 ご起立をお願いいたします。 
 相互に礼。 
 （ あ い さ つ ） 
 ご着席ください。 

〇議長（望月広喜君） 
 本日は、大変ご苦労さまです。 
 それでは出席議員が定足数に達しておりますので、直ちに会議を開きます。 
 本日は、議事日程第２号により執り行います。 

  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
   日程第１ 提出議案に対する質疑を行います。 

 なお、議案の表題は議案番号のみに省略させていただきます。 
 議案第１０４号について、質疑を行います。 
 質疑はございませんか。 
 望月寛君。 

〇７番議員（望月寛君） 
 一部改正について、２件ほどお伺いしたいと思います。 
 この間、課長の説明の中で、両校生徒の事前交流を進めながらという言葉がありましたけど

も、どのような交流の仕方をするのか。また父兄に対しては、やるのか、やらないのか。もし、

やるであれば、どういうような形で交流をするのか、お願いします。 
〇議長（望月広喜君） 

 学校教育課長。 
〇学校教育課長（近藤正国君） 

 お答えいたします。 
 事前交流につきましては、今までの説明会の中で保護者の方から、非常に強い要望としてご

ざいました。再来年の統合ということでございますので、来年度、１年間というような形で、

かなり長い期間において、この交流が図られるということで考えております。 
 具体的には低学年になるわけでございますけども、来年度の１年生、２年生が対象になろう

かと思いますけども、今、来年の当初予算の関係でも検討しておりますけども、具体的には自

然の里等を使った校外行事での体験交流、あるいは県内めぐり、あるいはスキー教室、あるい

は合唱発表会、その他、クラブ活動における交流試合等々、現時点、計画している状況でござ

います。 
 なお、父兄の交流につきましては、今後、父兄の方のご意見等をお伺いする中で、必要に応

じて開催をしてまいりたいと、このように考えています。これらにつきましても、統合のため

の準備組織をつくりまして、そこにおいてもご協議いただいて、方向性を出してまいりたいと、

このように考えているところでございます。 
 以上、簡単でございますけども、答弁とさせていただきます。 
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〇議長（望月広喜君） 
 芦澤君。 

〇５番議員（芦澤健拓君） 
 昨日の新聞で、「身延・下山中 １１年度統合」というふうに見出しが出されていますけども、

これはもうすでに議会を通っているような、そういう書き方ですけども、私、これを見て、えっ

と思ったんですけども、これはもちろん、今日、局長に伺ったところ、おととい、取材に来て

いたということで、記者が勝手に書いたのかもしれませんけれども、これだと、ほとんど決ま

りというふうなことで、今日、ここで討議するのも、なんか差し控えなければいけないような

感じがするんですけども、これは議会軽視だと思うんですね、私は。こういう書き方をされる

と、そういう意味で非常に問題があると思いますので、町として、山梨日日新聞に抗議をする

というふうな意向はありませんか。まず、それを。 
〇議長（望月広喜君） 

 学校教育課長。 
〇学校教育課長（近藤正国君） 

 ただいまの、議員さんのご発言にございましたように、一昨日、記者が議場にまいりまして、

提案理由の説明等、細かく記録しておったように記憶しております。そうした中で、山日の判

断として、あのような記事をつくったものであると考えております。 
 内容につきましては、再度もう少し、内容を検討しまして、必要であれば、そうした対応も

していきたいというふうに考えています。現時点では、また、このことにつきましては、教育

委員会の中でも検討してまいりたいと、このように考えております。 
 以上です。 

〇議長（望月広喜君） 
 芦澤君。 

〇５番議員（芦澤健拓君） 
 下山中と身延中の統廃合ということについて、伺います。 
 先日、課長は２３年４月にということでおっしゃっておりましたけれども、下山ＰＴＡ要望

書というのには、たしか平成２４年度以降に実施をしてもらいたいと、十分な準備期間をおい

てやってもらいたいということがあったということで、課長もそのへんについては、ふれてお

られたようですけども、なぜ、このように急ぐのか。その点を分かりやすく説明していただき

たい。非常に多くの説明会の中で、時期尚早ではないかという意見がたくさん出ておりました。

それから当然、今、下山ＰＴＡの要望書の中にもそういうことが書いてありまして、平成２４年

度以降にということで、十分な準備期間をというふうに言われている中で、あえて平成２３年

４月という、１年早めてやるということについて、何か特別な事情がおありなんでしょうか。 
 それから、課長のこの間の説明の中では、校舎の老朽化が進んでいるのでというふうにおっ

しゃっておりましたけれども、この答申を見ると、答申の７ページに表がございまして、すべ

て耐震化についてはクリアしている。下山中学校の場合、特に平屋建てなので、特にそういう

心配はないというふうに、校長もおっしゃっているという話を聞いておりますけども、それが

理由だとすると、非常になんか切迫した事情があるというふうに考えるべきなんですが、その

へんについて、お伺いいたします。 
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〇議長（望月広喜君） 
 学校教育課長。 

〇学校教育課長（近藤正国君） 
 ただいまの議員さんのご発言がありましたように、校舎の老朽化という部分で、非常に今の

校舎の環境の中で、生徒に学んでもらうということは、できるだけ早い段階で解消すべきであ

ると。例えば校舎の床などを見ましても、修繕という範囲に収まっていなくて、修繕をすると

すれば、すべて取り払いまして、新しく造らなければならないというような状況もございます。

今の教育環境、下山中学校の生徒の教育環境を考えますと、やはり、少しでも早い段階で、教

育環境に恵まれている、少なくとも今の下山中学校よりも恵まれている校舎で、学習活動をし

てもらうべきであろうと、こういう判断でございます。 
〇議長（望月広喜君） 

 芦澤君。 
〇５番議員（芦澤健拓君） 

 そうすると、非常に床が傷んでいて、今の教育環境になじまないというふうにお考えになっ

たので、２４年ではなくて２３年にしたという、そういう理由なんですね。それはだから、つ

い最近、そういうことが分かったんでしょうか。それとも、とっくからそういうことが分かっ

ていたんだけども、今まで逆に延ばしていたのか。そのへんについて。 
〇議長（望月広喜君） 

 学校教育課長。 
〇学校教育課長（近藤正国君） 

 校舎の老朽化につきましては、審議会で審議していただいた、そうした段階から明らかになっ

てきたことだと、私は思っております。 
〇議長（望月広喜君） 

 芦澤君。 
〇５番議員（芦澤健拓君） 

 ということは、１番の原因は床の修繕ということで、それ以外のことはないというふうにおっ

しゃるというか、下山ＰＴＡという、こういう要望書の中に書かれていることは、すべてクリ

アしたというふうにおっしゃっていたように思いますけども、その点についても、ご答弁をお

願いしたいと思います。 
〇議長（望月広喜君） 

 学校教育課長。 
〇学校教育課長（近藤正国君） 

 床については一例として挙げたわけでございますけども、校舎全体が老朽化をしているとい

うことでございます。保護者から通学の足の確保であるとか、あるいは制服の問題であるとか、

あるいは先ほど申し上げました事前交流の問題であるとか、そういった部分につきましては、

町としてできる限りの手立てはしていくつもりでございますし、そのへんにつきましては、ま

た今後、ご理解をいただいて進めてまいりたいと、このように考えております。 
〇議長（望月広喜君） 

 芦澤君。 
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〇５番議員（芦澤健拓君） 
 この要望書の中には、いろんなことが書いてありまして、その点をすべてクリアしたから、

向こうは納得してくれて、それによって今回の統廃合が進むというふうに、この間の説明にあ

りましたけれど、ＰＴＡの皆さんは非常に教育委員会を信頼しているというか、いろんなこと

を指導していただきたいというふうな書き方を、この要望書の中でもしておりますので、今後、

そういうことをすべてクリアできるように、ＰＴＡの保護者の皆さんももちろんですけども、

子どもたちの心の安心も得られるような形で、ぜひ進めていっていただきたいと思います。よ

ろしくお願いします。 
〇議長（望月広喜君） 

 芦澤君、質疑は３回までということになっておりますので、ご承知願います。 
 他にございますか。 
 川口福三君。 

〇１２番議員（川口福三君） 
 先ほど、芦澤議員のほうから新聞報道について、ご意見があったわけですが、過去において

も静川小学校の校舎問題、やはり、まだ決定もしないうちに新聞報道されたと。地域の住民、

また父兄にとっては、非常に重大な問題であると。ですから今後、この問題だけでなくて、す

べての問題において、新聞報道においては、行政側でも十分注意された上で、記者との対応を

お願いしたいと、このように望みます。 
 以上です。 

〇議長（望月広喜君） 
 要望だけでいいですね。 
 （はい。の声） 
 渡辺文子君。 

〇１３番議員（渡辺文子君） 
 下山中学校の校舎の老朽化ということで、私たちも見ていて、それは感じているんですけど

も、そういうふうに建て替えざるを得ないぐらいになるまでに、もうちょっと、なんとかなら

なかったのかなと。もうちょっと、子どもたちの教育環境を整えるための日々、努力はされて

いたとは思うんですけども、急いでも再来年にしなければいけないというようになるまでには、

やっぱりそれなりの経過があったと思うんですね。そういう意味では、どこの学校もそうなん

ですけれども、日ごろから、やっぱり子どもたちの教育環境には十分配慮をして、少しでもい

い環境の中で、子どもたちが教育を受けられるようなことを、努力していただきたいというふ

うに思いますけども、それは早急に、廃校にせざるを得ないほど、ひどかったものなのかどう

なのか。そこまで、どうして放っておいたのかというのが１点。 
 それから１２月７日と８日に、地域の方たちへの説明会があったという、お話を伺いました。

回覧板で、それは周知をしたということなんですけども、この問題、前期計画の１つというこ

とで町民の関心も高いですし、私たちもこの経過は関心を持っています。そういう意味で、せ

めて、私たち議員に、そういう説明会があるんだということを知らせていただきたかったなと

いうふうに思っています。もちろん、個人的にはいろんなお話を伺っていますけども、そうい

うところで、どういう意見が出るのかということも、私たち知らなくてはいけないと思います

ので、そういう意味では、そういう説明会を知らせていただけなかったということは残念なん
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ですけど、どうして知らせていただけなかったのかということで、２点伺いたいと思います。 
〇議長（望月広喜君） 

 学校教育課長。 
〇学校教育課長（近藤正国君） 

 子どもたちに良好な教育環境の中で学んでもらいたいという願いは、私どもの願いでござい

ます。そうした意味で、教育委員会におきましては、過去におきましても、そうした努力をし

てきたおったわけでございますけれども、やはり総合的な行政を進める中において、現状のよ

うな形になってきたのだろうと、このように考えているところでございます。できるだけ早い

段階で、少しでもよい教育環境、教育施設の中で学んでもらいたいと、このように願っており

ます。 
 あと地域への説明会でございますけども、これにつきましては、豊岡小学校・身延小学校の

例においてもそうでございましたけども、基本的には保護者の方、あるいは、その学区の地域

の方にご説明をさせてきていただいております。今回の下山中学校・身延町学校の例におきま

しても、今までのやり方と同じような形で進めてまいったわけでございます。 
 今後におきまして、今、議員さんがおっしゃったような意見もございましたので、その部分

につきましては、教育委員会の中で、ちょっと話題として検討させていただきたいと、このよ

うに考えております。 
 以上でございます。 

〇議長（望月広喜君） 
 松浦隆君。 

〇６番議員（松浦隆君） 
 ちょっと伺いますが、２３年の４月から統合するということなんですが、そうすると来年１年

間、期間があるわけですね。その来年１年間の、小学生から上がってくる、今の６年生ですね、

６年生の動きはどうなっていますか。 
〇議長（望月広喜君） 

 学校教育課長。 
〇学校教育課長（近藤正国君） 

 今回の下山中学校・身延中学校の統合計画に関しましては、当然、中学の保護者も対象にし

たわけでございますけども、小学校の保護者も対象といたしまして、説明を進めてまいりまし

た。そうした中で、そうした小学生の保護者につきましても、ご理解をいただく中で進めてき

ているというのが現状でございます。 
〇議長（望月広喜君） 

 松浦隆君。 
〇６番議員（松浦隆君） 

 そうすると、来年、中学１年生にあがる子どもたちは、全員が下山に行くという理解でいい

ですね。 
〇議長（望月広喜君） 

 学校教育課長。 
〇学校教育課長（近藤正国君） 

 校区の指定ですと、下山中学校に入ることになるという形になります。ただ、特殊な事情が
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ある場合につきましては、他の中学校へということもございます。これにつきましては、指定

校変更に関する取り扱い要綱というものの基準に則りまして、教育委員会の中で判断をして決

定するということになろうと思います。 
〇議長（望月広喜君） 

 松浦隆君。 
〇６番議員（松浦隆君） 

 前から、私、いろいろな、プライベートの部分でも話をさせていただきましたけども、こう

いう１年、間が空くと、地元の方々が今、いろいろな事情と言いました。学校を変えていくと

いうのは、いろいろな事情があるんでしょうけども、基本的に一番の事情は、それは口には出

さないでしょうけども、どうせ再来年から一緒になるんではあれば、今年１年入れて、向こう

へ移るよりも、今から向こうへ入れてしまおうと。そういう考えになるんですよ。そうなった

ときに、地元の中でＰＴＡ同士がいろいろな背中あわせになる。そういうことが実際にあるん

ですね。そういうところも含めて、私は以前から対象になる小学生、例えば小学校だったら保

育園の保護者も、中学校だったら小学校の高学年のＰＴＡの方々にも理解いただいて、やらな

ければいけないという話をさせていただいたはずです。そのへんがどうも、今の話を聞くと、

おそらく下山に行かないで、身延のほうに行く方が何人か出てくるような気がするんですよね。

そのへんの指導をやはりちゃんとしていただかないと、地元にしこりを残すということになる

んですよね。そのへんを最後に聞かせてください。 
〇議長（望月広喜君） 

 学校教育課長。 
〇学校教育課長（近藤正国君） 

 今の議員のご意見、十分考慮する中で、今後、慎重にそのことにつきましては、進めさせて

いただきたいと思います。よろしくお願いいたします。 
〇議長（望月広喜君） 

 他にございますか。 
 （ な し ） 
 他に質疑もないので、質疑を終結いたします。 
 議案第１０５号について、質疑を行います。 
 質疑はございませんか。 
 （ な し ） 
 質疑がないので、質疑を終結いたします。 
 議案第１０６号について、質疑を行います。 
 質疑はございませんか。 
 （ な し ） 
 質疑がないので、質疑を終結いたします。 
 議案第１０７号について、質疑を行います。 
 質疑はございませんか。 
 （ な し ） 
 質疑がないので、質疑を終結いたします。 
 議案第１０８号について、質疑を行います。 
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 質疑はございませんか。 
 （ な し ） 
 質疑がないので、質疑を終結いたします。 
 議案第１０９号について、質疑を行います。 
 質疑はございませんか。 
 （ な し ） 
 質疑がないので、質疑を終結いたします。 
 議案第１１０号について、質疑を行います。 
 質疑はございませんか。 
 （ な し ） 
 質疑がないので、質疑を終結いたします。 
 議案第１１１号について、質疑を行います。 
 質疑はございませんか。 
 （ な し ） 
 質疑がないので、質疑を終結いたします。 
 議案第１１２号について、質疑を行います。 
 質疑はございませんか。 
 （ な し ） 
 質疑がないので、質疑を終結いたします。 
 議案第１１３号について、質疑を行います。 
 質疑はございませんか。 
 渡辺文子君。 

〇１３番議員（渡辺文子君） 
 議案第１１３号 一般会計の補正なんですけど、これは臨時議会で決まった職員給与条例の

一部を改正する条例の具体化ということで、３８ページに一般職、総括ということで、この減

額の１，３２２万４千円という数字があるんですけど、大体、これが今回の減額の金額だと理

解してよろしいでしょうか。 
〇議長（望月広喜君） 

 総務課長。 
〇総務課長（広島法明君） 

 今回の補正につきましては、議員さんが言われます、この前の臨時議会に伴うもの。それと、

そのほかの異動等に伴うものです。臨時議会での給与改定、特別賃金等の改定に伴う影響額と

しましては１，２９２万円。そのほかは、ほかにかかる数字です。 
 以上です。 

〇議長（望月広喜君） 
 他に質疑はございませんか。 
 日向英明君。 

〇９番議員（日向英明君） 
 この補正を見ますと、２４ページ、あるいは２５ページ、２６ページ、２７ページ、それぞ

れ多額の財源の組み替えがあるわけですけども、私は組み替えそのものがどうだこうだという
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ことを質問しているわけではないんですけど、財源組み替えの主な理由、例えば今年の当初予

算を見ますと、道路新設改良費１億１，７４９万４千円というのが今年の当初に載っているわ

けですけど、今度の補正を見ますと、２７ページの中に道路新設改良費、工事請負費１千万円

が財源組み替え、載っておられるんですね。こういうようなことが、今、言うとおり、２４ペー

ジ、２５ページ、金額の大きいものだけ、私が拾ってみたんですけど、あと小さい金額も合わ

せると、質問の第１点が、財源組み替えがこの補正の中で総額どのくらいがあったかどうか、

これが第１点であります。 
 ２点目としては、その財源の組み替えはどういうような、もちろん、３月の当初予算の中で

決められたことの中で、この財源組み替えが補正で行われたものですけど、その大きな金額の、

主な財源組み替えの理由、この２点について、お聞きします。あとで、またちょっと、違った

部分でお聞きしたいと思いますけど、とりあえず、この２点でお願いします。 
〇議長（望月広喜君） 

 財政課長。 
〇財政課長（笠井一雄君） 

 ただいまのご質問について、お答えをいたします。 
 財源組み替えということでございますが、財源組み替えは本町で、当初予算をつくりますと

きに、今回の場合ですと、特に公共施設整備基金を取り崩すと。歳入のほうで見ていただけれ

ば、１３ページですけれども、６，９２５万円を、一番下になりますが、公共施設整備基金を

取り崩しますという当初予算を立てたところでございます。 
 これはその後、普通交付税、あるいは繰越金等が決定をしてきました。それで本町の、特に

大きな一般財源であります地方交付税、あるいは繰越金等が、余裕がある程度できましたので、

基金を取り崩さない。一般家庭で言いますと、貯金をおろして、その財源に充てていたわけで

すけども、今回は貯金をおろさないで、一般の給料の中でやりくりができますよということで、

財源組み替えをさせていただいたところでございます。 
 主な財源組み替えは、この公共施設整備基金の繰入金の財源組み替えということになります。

その他、国庫が多少増えた、歳出は変わらないという場合であれば、国庫県費も多少、財源組

み替えをしているところもございます。 
 以上でございます。 

〇議長（望月広喜君） 
 日向英明君。 

〇９番議員（日向英明君） 
 財源組み替えについては、私もそんなようなことになっているんではないかと思ってはいる

わけですけど、あと１点、補正とは関係がないことで、適切な質問になるかどうか、ちょっと

私も自信がないわけですけど、この１２月に、いわゆる特別交付税が県を通じて、本町にも昨

年は４億ちょっとだったと思うんですけど、今年は政権が交代した分がありますし、昨年度、

それだけいただいたわけですけど、その点、今年はどんなふうな特交の見通しがあるかどうか、

そのへん、また特交についてはどのような、例えば２億円、３億円、いただいたときに、その

財源をどんなふうに使おうとしているのか、そのへん。もし、よろしかったら。 
〇議長（望月広喜君） 

 財政課長。 
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〇財政課長（笠井一雄君） 
 特別交付税についてでございます。特別交付税は１２月に一部、ルール分が交付されるとい

うようなことになりますけども、最終的に総額といたしましては、３月に交付決定がございま

す。当初予算では２億５千万円、予算計上をしておりますが、決算ベースになると、４億円を

超えると思います。これから、まだはっきりいたしませんので、補正というわけにはまいりま

せんけども、特交をたくさんいただければ、今、財源組み替えをしたように、当初予算では財

政調整基金等を取り崩しております。それらも財源組み替えをして、基金を取り崩さないよう

な方法をとりましたので、あるいは来年度に向けての繰越金、それから基金の積み立て、ある

いは繰上償還等が、余裕ができましたならば、その財源に充てていきたいと考えております。 
 以上です。 

〇議長（望月広喜君） 
 芦澤健拓君。 

〇５番議員（芦澤健拓君） 
 ２９ページに工事請負費、それから備品購入費、これは庁用器具費、差金ということで、両

方を合わせると９００万円近い差金が計上されているわけですけども、これはこういうような

大きい金額になるということは予測ができなかったのかという点が１点。 
 それから、たしか保育所のほうでも、同じような飛散防止フィルム設置工事というのがあっ

たように記憶しているんですが、そちらのほうでは、差金が出なかったんでしょうか。 
 以上、２点お願いします。 

〇議長（望月広喜君） 
 財政課長。 

〇財政課長（笠井一雄君） 
 ただいまのご質問にお答えをいたします。 
 これにつきましては、飛散防止フィルム等の部分、それから庁用器具費の身延地区の教職員

のパソコンということで、国の経済対策の中で実施をしたものでございます。例えばパソコン

の購入にしろ、飛散防止にしろ、全国規模で行われている部分がございまして、業者間の競争

等により、かなり安くできた部分等があろうと思います。その中で、これほどの大きな残額が

出たと、われわれは考えております。 
 なお、保育所の飛散防止ですが、現在、工事のほうをやっておりますので、また減額の補正

が、確定をいたしますれば出ると考えております。 
 以上です。 

〇議長（望月広喜君） 
 芦澤健拓君。 

〇５番議員（芦澤健拓君） 
 ３４ページに体育施設費、これは遅沢のスポーツ広場トイレ設置工事に関するものなんです

が、１３節で委託料、社会体育施設測量設計・用地調査業務８２万６千円。それから１５節の

工事請負費が、これがトイレ設置工事ということになっておりますけども、大体、測量設計で

すとか、設計ですとか、それから設計管理というふうなことと、それから工事が別建てになっ

ていることが多いんですが、これは何かメリットがあって、そういうふうにされていると思う

んですが、そのメリットについて、お聞きしたいのと、それからこういう形で委託料と、それ
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から設計工事、工事を別建てにすると、逆に割高になるんではないかなというふうに、素人考

えで思うんですが、その点はいかがでしょうか。 
〇議長（望月広喜君） 

 財政課長。 
〇財政課長（笠井一雄君） 

 ただいまのご質問でございますが、委託料と工事の予算を一緒にということでございますが、

これは節の区分で、そういうふうになっております。また、委託をする業者は委託の業者です

し、工事をする業者は土木業者ということで、全然、違いますので、これは節の区分の中で、

このようにしております。 
 以上です。 

〇議長（望月広喜君） 
 芦澤健拓君。 

〇５番議員（芦澤健拓君） 
 ということは、別建てにするほうがメリットがあるということなのか。あるいは、よく設計

と工事を一緒に請け負うというふうな、これは一般の家庭の工事なのかも分かりませんけども、

そういう業者の謳い文句が結構、あちこちで目につくんですが、そういうものとは、まったく、

公共工事とは違うものだというふうに考えたほうがよろしいんでしょうか。 
〇議長（望月広喜君） 

 財政課長。 
〇財政課長（笠井一雄君） 

 ただいまのご質問でございますが、町で委託業者、それから工事業者に発注をする場合、入

札をする場合、町に指名参加が出ていないと工事ができない。あるいは委託もできないという

ような形になります。それぞれ両方をという会社があれば別ですけども、ほとんどの場合が委

託は委託として出してきますし、工事は工事の土木業として申請を出してきますので、公共工

事の場合は、こういう形で分かれております。 
 以上です。 

〇議長（望月広喜君） 
 他にございますか。 
 望月明君。 

〇２番議員（望月明君） 
 ２０ページの障害福祉費の扶助費についてですけども、４項目ほど挙げられておりますけど

も、もう少し具体的に、ある程度、説明がありましたけども、内容をもう少し、詳しく説明し

ていただきたいということと、これらの扶助を受けられる障害者の本町における数を教えてい

ただきたい。 
〇議長（望月広喜君） 

 福祉保健課長。 
〇福祉保健課長（赤坂次男君） 

 ただいまのご質問にお答えいたします。 
 ２０節の扶助費３，７１９万５千円は、説明欄にあります最初の重度心身障害者医療費助成

６９９万８千円は、昨年度からの窓口無料化に伴い、当初、見込んだ医療費よりも利用が伸び
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たための増額補正であります。 
 次の障害福祉サービス事業費２，６０５万６千円は、この中に５つの事業がありまして、内

訳としましては、介護給付費１，６７５万９千円は平成２１年４月から、財政課長が説明しま

したように、福祉サービスの報酬がプラス５．１％、改正されましたことと、当初の利用者数

と実際の利用者数との見直しによる増額であります。 
 次に訓練等給付費３９５万３千円につきましては、当初の利用者数と実際の利用者数との見

直しによる増額であります。 
 それから特定障害者特別給付事業５００万９千円につきましては、当初の利用者数を３０人

で見積もりましたが、利用者が５６人になったことによる増額補正であります。 
 それから高額障害者福祉サービス事業費、マイナスの１２万２千円につきましては、利用者

は１人ですが、当初見込んだ額ほど利用量がありませんのでしたので、減額補正をしたもので

あります。 
 それから障害者自立支援対策臨時特例交付金事業４５万７千円につきましては、事業の実施

が１０月からで、当初予算では計上できなかったための増額補正であります。 
 以上の５つの事業の合計が、合わせて２，６０５万６千円であります。 
 次の障害児者補装具の支給４５万５千円につきましては、義足やオーダーメイドの車イスな

ど、金額の大きな補装具の給付があったための増額補正であります。 
 それから４つ目の、障害者自立支援対策臨時特例交付金事業３６８万６千円につきましては、

国の事業が確定したのが１１月に入ってからだったために、この１２月補正の計上となったも

のであります。よろしくお願いいたします。 
〇議長（望月広喜君） 

 望月明君。 
〇２番議員（望月明君） 

 これらの補助を受ける方が、どのくらいの数がいるのかということを併せてお願いします。 
〇議長（望月広喜君） 

 福祉保健課長。 
〇福祉保健課長（赤坂次男君） 

 ただいまの利用者の数のご質問ですけども、先ほど申しましたように、例えば、障害者福祉

サービス事業費の２，６０５万６千円の中にも、先ほど申しました給付費の１，６７５万９千

円を説明しましたが、この中にもさらに７つの事業等が含まれています。それから訓練等給付

事業につきましても、５つの事業がこの中には含まれております。そのような中で、それぞれ

の個々の事業にそれぞれ利用者数がありますけども、参考に申し上げますと、介護給付事業の

中でも、居宅介護事業費があります。これにつきましては、当初の利用者数を申請者の２３人

で見積もっておりましたが、実際の利用者数は１７名でありましたので、２４８万円の減額補

正をさせていただきました。 
 次に生活介護事業です。これも介護給付費の中ですけども、当初の利用者数を２７人で見積

もっておりましたが、利用者数が２４名だったため、また報酬が改正されたことに伴いまして

の増額補正、３１５万円であります。 
 次に児童のデイサービス事業費でありますけども、当初の利用者数を４人で見積もっており

ましたが、利用者数が少なかったため、減額補正の１９万円をさせていただきました。 
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 次に共同生活介護事業費でありますけども、当初の利用者数を４人で見積もっておりました

が、多い月には９人の利用があったために増額補正として９６万６千円をさせていただきまし

た。 
 次に短期入所事業ですけども、当初の利用者数を１１人で見積もっておりましたが、利用者

が少なくなったために減額補正として、マイナスの３１万１千円の減額補正をさせていただき

ました。 
 次に施設入所支援事業費ですけども、当初の利用者数を２３人で見積もっておりましたが、

新規利用者および事業の体系の移行に伴いまして、利用者数が２７人になったことによる増額

補正で、６３７万１千円を補正させていただきました。 
 それから旧法施設支援事業費ですけども、当初の利用者数を５３人で見積もっておりました

けども、利用者数が５５人および報酬の改定に伴いまして、９２５万７千円の補正をさせてい

ただきました。 
 以上が、先ほど申しました介護給付費の１，６７５万９千円であります。 
 次に、訓練等給付費の５つの事業の内訳を説明させていただきます。 
 まず最初に就労継続支援事業費につきましては、当初の利用者数を８人で見積もっておりま

したが、利用者数が１０人になったことにより、３３２万７千円を増額補正させていただきま

した。 
 次に共同生活援助事業ですけども、当初の利用者数を１９人で見積もっておりましたが、利

用者数が１５人だったことによる減額補正としまして、マイナスの１５８万３千円を減額補正

とさせていただきました。 
 次に就労移行支援事業ですけども、当初の利用者数を１人で見積もっておりましたが、利用

者数が３人になったことによる増額補正として、２９２万５千円を増額補正させていただきま

した。 
 次に自立支援事業ですけども、当初の利用者数を２人で見積もっておりましたが、利用者数

が１人だったことによる減額補正として、２２８万１千円を減額補正とさせていただきました。 
 それから自立支援の生活訓練事業費ですけども、当初の利用者数を１人で見積もっておりま

したが、利用者が２人になったことによる増額補正としまして、１５６万５千円を増額補正さ

せていただきました。 
 以上で、説明を終わります。 

〇議長（望月広喜君） 
 ほかに質疑はございますか。 
 草間天君。 

〇１０番議員（草間天君） 
 ２５ページの農業振興費の補助金、有害鳥獣防除施設資機材補助金、当初が７９６万円とい

うことでしたけども、この資機材はどのようなものなんでしょうか。 
〇議長（望月広喜君） 

 産業課長。 
〇産業課長（串松文雄君） 

 資機材の内容についてのご質問だと思いますが、今、町内で行われておりますものにつきま

しては、ネット関係ですね、有害鳥獣を防除するネット関係、あるいは電気柵、一番多いもの
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が、この電気柵であります。それと、あとはイノシシの網というので、これはまれにあります

けども、そういった有害鳥獣が田畑に入らないようにする、その資機材でございます。 
 以上でございます。 

〇議長（望月広喜君） 
 草間天君。 

〇１０番議員（草間天君） 
 ネットとか電気柵ということのようですが、これは何件なんでしょうか。件数は。だからネッ

トは大体、何カ所とか、電気柵が何カ所とか。 
〇議長（望月広喜君） 

 産業課長。 
〇産業課長（串松文雄君） 

 当初予算で見積もらせていただきました７９６万８千円に対する、今までの実績についてお

答えをさせていただきたいと思いますが、イノシシの網につきましては１件で、１０メートル

でございます。ネットにつきましては９件で、７７３メートル。電気柵につきましては４０件、

４，９０７メートル。合わせますと、計６２件の申請に対して、現在、支出が行われておりま

す。今後、昨年の実績から予想しますと、今回の補正をお願いしたという状況でございます。 
〇議長（望月広喜君） 

 川口福三君。 
〇１２番議員（川口福三君） 

 今の草間議員と、ちょっと同じような質問になろうかと思いますが、この有害鳥獣の機材、

２７件分のうちの、今、説明がありましたような、電気柵をはじめ、いわゆる畑への防護柵。

だけど、どこへ行っても、イノシシやサルが増えてしまって、せっかく作った大根が、もう台

無しだというような状況ですね。防護することも必要なんですが、下の林業費の中で、猟友会

へのお願いで１５０万円、報償費が盛られておりますが、やはり捕獲をすることによって、有

害鳥獣対策として必要ではないかと。役場のほうでも檻が何基かあるようですが、申し込みを

してもなかなか連絡もないし、空かないのかどうかと。ですから、農家としてみれば、自分の

作った作物は、できるだけ、そういった被害にあわないような形でもって、収穫しようと努力

はしているんですが、やはり行政側としての対応といいますか、檻をお願いしても連絡がない

というようなことも聞きます。ですから、この有害対策問題は、やはり、そうした電柵も結構

でしょうが、地域においては、やはり大々的に、共同で設置されているところもございます。 
 先日、まだ４、５日前、夜子沢の部落へ行きましたら、おばさんたちが朝、４、５人で話を

しているんですよね。何かあったのかなと思って、私も立ち止まって聞いたんですが、もうサ

ルが来て、夕べは車の中で一晩、サルの番をしていたと。行ってみたら、結局、電柵も、大き

いサルでしょう、あの細い線を切ってしまって、中へ入っていると。ですから、この対策が果

たして、有効がどうか。ですから、そのへんも検討された上で、こういった予算措置も講ずる

必要があろうと。これは産業課としては、非常に農家にとっては、大きな問題であろうと。で

すから、そのへんで、行政側でももう少し真剣に対応していただきたいと私は望んで、答弁は

求めません。 
 以上です。 
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〇議長（望月広喜君） 
 他にございますか。 
 松浦隆君。 

〇６番議員（松浦隆君） 
 ２８ページですが、全国瞬時警報とあります。これは、この間、説明があった中では、衛星

を使った中で、東海沖地震だとか、そういうものの警報を瞬時にという話だったんですが、も

うちょっと詳しく言ってもらいたいのと、この瞬時というのはどの程度なんですか。 
〇議長（望月広喜君） 

 総務課長。 
〇総務課長（広島法明君） 

 財政課長のほうからも話がありましたけども、この全国瞬時警報システムにつきましては、

対象となる情報の範囲ということで、津波警報、緊急火山情報、津波注意報、震度速報、気象

警報等、東海地震予知情報等、臨時火山情報等ということですけど、どの情報を、同報無線を

自動起動して住民に伝達するかは、市町村が選択すると。決めるということで。身延町なんか

は、津波等は必要ないだろうということで、火山につきましては、富士山の火山の噴火等が想

定される場合、身延町にどの程度の影響があるかで入れるかどうかは今後、検討をします。そ

れと、この瞬時というのは、一番はじめのもとは、地震情報、津波情報等が消防庁に入りまし

て、そこから人工衛星を使いまして、人工衛星から直接、都道府県市町村の防災無線に。防災

無線自体に、その施設をリンクして、国のほう、消防庁のほうからの情報を瞬時に、その瞬時

が何秒かはちょっと分かりませんけど、そんなところです。 
 以上です。 

〇議長（望月広喜君） 
 松浦隆君。 

〇６番議員（松浦隆君） 
 今の内容で大体分かりましたけども、結局、消防庁なりなんなりの国の機関からの情報が出

ますね。そういう警報かなんかが出ますね。それを衛星を通じて、町の防災無線にリンクする

と、そういうことですよね。それはダイレクトに町民のほうにいくわけですけど、これをやる

ことによって、逆に町の防災無線、そちらのほうの整備も、これは必要になってくるんではな

いですか。 
〇議長（望月広喜君） 

 総務課長。 
〇総務課長（広島法明君） 

 これは今ある防災無線はそのままに、それにプラスという形です。 
〇議長（望月広喜君） 

 松浦隆君。 
〇６番議員（松浦隆君） 

 ちょっと話が変わってくるんですけども、今の防災無線そのものが、では完璧かというと、

これはちょっと完璧ではないような気もするんですよね。そういうところも含めて、今後、こ

の瞬時警報を入れるということによって、ある程度、町で今、使っているものも整備せざるを

得なくなるというふうな感覚で僕はいるんですが、そのへんはどうですか。 
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〇議長（望月広喜君） 
 総務課長。 

〇総務課長（広島法明君） 
 それは、この瞬時警報システムを入れる、入れないに関わらず検討します。 

〇議長（望月広喜君） 
 芦澤健拓君。 

〇５番議員（芦澤健拓君） 
 ただいまの関連といいますか、今、テレビとかラジオで地震警報というのを出すことになっ

ておりまして、当然、ラジオを聞いている人は、それが聞けるわけですけども、町内にあるト

ンネルが聞けるところと聞けないところが、たぶん聞けないところが多いんではないかと思う

んですけども、そういうところのトンネル内でのラジオの視聴が可能になるようにということ

で、この間、常任委員会のときに、ちょっと話をさせてもらったんですが、そういうのは、当

然、町道、国道、県道、いろいろございますので、その管轄にお願いしなければいけないんで

しょうけども、町としては、この点について、どのようにお考えなのか、お聞きしたいと思い

ます。 
〇議長（望月広喜君） 

 建設課長。 
〇建設課長（柴原信一君） 

 町道の関係、国道の関係の質問ですが、現在、そういった調査をあんまり、現実、していま

せん。県とも話をしながら、直ちに建設課として、そのようなことのないように動いてまいり

たいと思いますので、よろしくお願いいたします。 
〇議長（望月広喜君） 

 他にございますか。 
 望月寛君。 

〇７番議員（望月寛君） 
 児童福祉費の中で、お伺いいたします。 
 子育て支援医療費１千万円、その中で医療費助成３００万円でありますが、この家庭数と人

数について、お伺いいたします。 
〇議長（望月広喜君） 

 子育て支援課長。 
〇子育て支援課長（稲葉義仁君） 

 質問にお答えします。 
 まずはじめに、子育て支援医療費でございますが、今年度から６歳から１５歳までに年齢が

引き上げられまして、対象人数は０歳から１５歳まで、１，４８２人、これは１２月１日現在

ですが、みております。そしてひとり親家庭の医療費助成でございますが、１２月１日現在、

７２世帯、１８６人でございます。 
 以上です。 

〇議長（望月広喜君） 
 望月寛君。 
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〇７番議員（望月寛君） 
 民間保育所の費用について、お伺いいたします。 
 民間保育所運営費とありますが、これは民間に、いくつの保育所へ何人行って、その保育園

に対して、１カ所何人かで、おそらく保育所によって、保育所ごとに違うと思うんですが、そ

の保育所ごとの経費というか、費用というか、それをお伺いします。 
〇議長（望月広喜君） 

 子育て支援課長。 
〇子育て支援課長（稲葉義仁君） 

 ただいまの質問にお答えさせていただきます。 
 私立保育園に対する運営委託料でございますが、基本的には乳児、１歳から２歳児、３歳児、

４歳児と４つの形で単価が分かれます。また、保育所の定員によっても分かれます。例えば

４５人の定員と、例えば１２０人の定員とでは、乳児の単価が変わってきます。そして現在、

今回の補正に至ります１，５７５万１千円を補正させていただきましたけども、これは当初の

計算した人数に比べての増員のための補正でありまして、下山西小保育園に対しましての補正

が５１８万４，６７０円。そして大野山保育園に対しまして、６０９万８，９９０円。定林寺

立正保育園につきまして、５２４万５，７６０円。あと、そのほか小さいものとして、南アル

プス豊保育園、市川保育園、山保へき地保育園、第２上河東保育園、博愛保育園、市川南保育

園、合計９カ所の施設の保育所に対する運営費の委託料でございます。 
 以上です。 

〇議長（望月広喜君） 
 他に質疑はございますか。 
 望月寛君。 

〇７番議員（望月寛君） 
 教育総務費でございますけども、１５節工事負担金、学校の窓ガラスの強化ということです

が、何校やって、どことどこの学校をやって、どういうことで、これだけの金が残ったのか、

伺います。 
〇議長（望月広喜君） 

 学校教育課長。 
〇学校教育課長（近藤正国君） 

 ２９ページでよろしいでしょうか。工事請負費の３８０万６千円の減額。この内容でござい

ますけども、先ほど財政課長からの説明がございましたけども、一応、下山小学校を除く、す

べての小中学校のガラスの飛散防止対策、これを行いました。工事の単位といたしましては、

旧町ごとに工区を分けまして、３つの工事として発注をいたしたわけでございます。その請負

差金がこの金額になったということで、ご理解をいただきたいと思います。 
 校数は１３校でございます。 

〇議長（望月広喜君） 
 よろしゅうございますか。 
 （はい。の声） 
 他に。 
 穂坂英勝君。 
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〇１４番議員（穂坂英勝君） 
 ２点、お伺いいたします。 
 まず１点目、今回の補正について、お聞きします。 
 今回の補正は約２億円弱、１億９，３００万円の増額補正でございますけども、中身はほと

んど、人事院勧告による職員の給与の減額、含めて、国の事業の凍結による施策の減額等が含

まれている中を１億９，３００万円の増額補正になっている。その要因を考えたときに、当初、

私どもの３月、当初予算は８７億円ベースでやられてきまして、町長は随所で財政改革に取り

組んで、職員の意識も変えて、財政改革に取り組むとおっしゃられておりましたし、そのとお

りだと思っております。当初で８０億６，８００万円の予算を組むということが、すでに私ど

もは町長の取り組みの姿勢を大変、評価をしていたところでございますけども、今、９６億２千

万円に１２月補正でなります。最終決算ベースでいくと、いくらぐらいになるのかなという不

安が１つと、町長はこの補正の中で、財政改革をどう取り組んできたのか、そのへんが指摘で

きるであれば、お答え願いたいなと思います。 
 ２点目は、予算書の中でいくと、２０ページあたりに３款２項のあたりで、児童福祉費の中

で保育園、保育所の、先ほど、どなたかの質問にありましたように、いろいろの支出がござい

ます。聞くところによると、数年前に私も、公立保育所の園児の減少に伴う、統廃合を考えて

いかなければいけないではないかということを申し上げまして、それに取り組んでいただいた

ような感じはします。 
 今現在も、何か聞くところによると審議会、いろいろの形の中で、住民の皆さんのご意見を

聞いているように思います。学校の問題もそうでしたけども、そういう中でやられておって、

どうなっているかが私ども知りませんものですから、つい、いろいろなものが出たときには、

まだ時期尚早だ、拙速だ、説明不足だという話が飛び交うということがありますものですから、

予算の、この中では、民間保育所の経費と比較がございます。そんな小さな問題はともかくと

して、保育所をどういうふうに持っていこうとしているのか、今、審議している内容を含めま

して、町長にこの２点をお伺いしたいと思っております。 
〇議長（望月広喜君） 

 財政課長。 
〇財政課長（笠井一雄君） 

 当初予算、８７億円等がだんだん膨らんできておるということでございます。国の経済対策

と実証した部分とか、そういうもので、当然、補正をしていけば、総額の予算額は増えてまい

ります。特に経済対策なんかは、国の真水、１００％、１０分の１０のお金ですので、そうい

うものについては、積極的に取り組んでいた結果だと思っておりますが、今後、また新政権の

中で、新しい経済対策等が出てくれば、また積極的に取り組んでいきたいと思います。最終的

に予算額は、そういう対策があれば、これからも増えていくと考えております。 
 以上です。 

〇議長（望月広喜君） 
 子育て支援課長。 

〇子育て支援課長（稲葉義仁君） 
 保育所の統廃合の関係について、述べさせていただきます。 
 去る１９年の１１月に、町立保育所廃止等検討委員会が設けられました。そして１５人の委
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員の中で、２年間にわたり審議を続けてまいりまして、去る１２月に内容がまとまり、町長に

意見を提出したところでございます。 
 この委員会の構成の中には、保護者代表の方５人、また地域の関係の代表の方とか、いろん

な方が混じっておるわけでございます。１５人ということでございまして、内容的には主に具

体的な、例えば効率化の問題、またサービスの問題、そういったところで、多くの審議をして

まいりました。具体的に、例えば何年、今の町立保育所を、今の５園でありますが、何年まで

に何園にしろと、そういう結論は見い出せることができませんでした。その中において、今、

やっているサービス、延長保育のサービスであるとか、送迎のサービス、そういったものにつ

いて直ちに検討をし、保護者の要求に応えるよう、前向きに検討していっていただきたいとい

うような意見が出されました。そして、基本的な一致の中には、たしかに今、議員さんがおっ

しゃられましたように、人数が今後減っていくという中において、今のままではいけないなと

いう気持ちは委員さんの中にありましたが、具体的に、先ほど申し上げましたように、町立の

保育所を５園から例えば２園、３園、また１園、そういう結論は先ほども申し上げましたが、

出ることはありませんでした。 
 今後、また保育所の問題につきましては、意見書の中におきまして、地域の皆さん、またい

ろいろ実情、保護者の要求等を考え、早急な今後の検討をお願いしたいという結論の中での配

置等検討委員会での意見書でございました。 
 以上です。 

〇議長（望月広喜君） 
 穂坂英勝君。 

〇１４番議員（穂坂英勝君） 
 １点目の予算額についてのご答弁、ありがとうございました。 
 当然、国の施策、そういうものを引き受けてやっている。特にわが町は、国の交付税に依存

が４５％という中であれば、その影響によって、予算の総額が上下してくることは当たり前で

ございまして、ただ、私どもが承知している身延町の予算の健全な規模というのが、いろいろ

な要素の中で、７０億ベースだと言われ続けております。それは、ものの取り方ですから、い

いや、とんでもない８０億ベースだよという方もあるかもしれませんけど、一般的に要素を取

り入れると、７０億ベースと。そういうことで町長は、当初予算を厳しく抑えて、組み立てて

きたんではなかろうかと。今現在、来年度の予算編成に向けて、そのへんを意識した中の補正

が組まれているわけですから、そこではなんらかの表れ方があって然るべきだなと、こう思っ

ての質問でございました。当然、いろいろなものが明日の状態も分からないぐらい変動します、

変化もします。ですから予測は立てられないけども、町長、常に行財政改革に向かって推し進

めてきたと言っておりますので、その一言、さらに強く、そのへんをお聞きしたかったという

ことでございまして、これは小さな数字の問題とか、やっている問題とかということで質問し

たわけではありません。皆さんが共通認識として、町長の口からお答えいただけると、分かっ

たということで、これからの考え方に、私どもも論議をもっていけるではないかということで

質問いたしました。 
 もう１点。今の子育て支援課長のほうからご答弁がありましたように、保育所をどういう運

営形態にするか。そして、統廃合なんてことが先にあるわけではありませんけども、どうする

かの検討を加えていくということは、町としてどうあるべきかを、審議会を問うているわけで
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す。そうですね。何を審議会に、答申を求めたのか。そのへんが、私どもが、町がやっている

というのは、よく分からないなという点にぶつかるんですよ。町は何を目的として、審議をし

ていただく、なんか先ほど言われたように、５人のこういう人がある、それはそれで何人あろ

うが構いませんけども、何を求めたのか、どうしようとしたのか、審議委員会というんでしょ

うか、検討委員会でしょうか、検討委員会がこういう回答しかしませんでしたよ、そうですか、

それで終わりということではないですね。これからも検討していく、いつまで検討するのか。

検討委員会に依頼するときは、いつまでとか、そういうものをもって検討しているはずです。

いろいろな審議会が町の中にあります。みんな、そういうものもいつまでにお願いしたい、い

つまでにこういう項目を、是か非かを問うという形で、検討委員会を立ち上げていると思うん

ですよ。それがどんな回答であっても、きちっとした答申をされていなければ、さらに求めて、

このことの先々を明確にしていきたいと思います。 
 ですから、こういう補正予算でもって、いろいろなことを聞こうと思っても、そのへんがど

うなっていくか分からないから、中身を細かい数字のことをいちいち聞いてみてもしょうがな

いということになりますから、今のようなご質問になりました。そのへんをきちっと、お答え

願いたいと思います。町とすれば、保育所をどういうふうに持っていくのか。私たちは、なん

にもそのへんが分からないから、検討委員会に聞いているよではないですね。何かの意思を持っ

て、聞いているはずですよね。何をもって検討委員会に、何を問うているのか。実は、検討委

員会の方にも、そういうことを言われたんですよ。その２点を、再答弁をお願いします。 
〇議長（望月広喜君） 

 町長。 
〇町長（望月仁司君） 

 ただいまの補正で、お金が増えていくではないかというようなご質問でございますけれども、

おっしゃるとおり、補正で８７億円から増えていることは事実でございますけども、内容につ

きまして、若干、説明をさせていただきますと、私どもが本年度の当初予算の作成の時点にお

いて、それぞれの地域から出ている問題、それから経年の問題等々について、どういう形で施

行するかというような部分について、検討をしております。 
 その中で、必要の高いものはなんだろう、どれだろうということで、決定ではないんですけ

ども、予算をつけてもらったわけですけども、しかし、そうしますと、それが国の補助、ある

いは町の単費をつぎ込まなければなりません。国の補助であっても、補助裏が、当然、事業に

よりますと、３分の１だけが国の補助で、あとの３分の２は町単を、町のお金を出していかな

ければならない、こういうようなことの積み重ねをしておったわけです。それでは、いかにも、

私どもの町では財政が成り立ちません。したがって、たまたま、前政権が補正予算を組みまし

て、そして、その中で整備対策等々の事業を打ち出しました。しかし、そのときには、こうい

うものがあるから、町でどうですかというのではありません。町で、こういうものをしたいか

ら、ぜひ、それにお金をつけてくださいということで、今まであった町単で、あるいは補助を

受けて、補助裏を３分の２とか、あるいは２分の１を出して施工しなければならないものを、

先ほども話がありましたが、真水、要するに補助１００％、国庫補助１００％へ切り替えまし

た。 
 したがいまして、金は増えていますけども、私どもの、ここにもありますけれども、１３ペー

ジですか、先ほども、どなたの議員さんからでしたか、質問がありました６億６，９２０何万
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円を、どうしてマイナスになるんだという部分についても、簡単に言いますと土木の工事、あ

るいは林務の工事、それから農務の水路、その他も今、各所でやらせてもらっております。今

からも入札するのも残っております。それらも真水で施工をさせていただく。 
 先ほども話がありました学校の体育館の雨漏りの修理、それからガラスの問題、さらには今

後、地震マップなんかについても、本来ですと、あれは補助金がついて、あとは、町で補助裏

を出さなければならないんですけども、それもなんとか、１００％真水でできませんかと。こ

れは私が決めたことではありませんので、私どもの職員が、それぞれ自分の持ち場で、アンテ

ナを高くして、こういうのがあるよと。では、なんとかして、真水をもらいましょうと。こう

いうことでやらせていただいたと。金は増えていますけども、単費のほうは、町単のほうは、

まだ残っていて、取り崩しをしないで返せるということで、ご理解をいただきたいと思います

し、今後、私もいつも開会のお話のときにも、毎回、申し上げていますけども、国の動向で、

本当に私どもの町に有利なものがどこにあるかということを、アンテナを高くして頑張りま

しょうと、そういうことを常々言っておりますし、今回も年が明けますと、通常国会に７兆３千

億円でしょうか、今度、出るはずなんです。これも補正ですから、この中で、まだ私どもに真

水で使える、真水として私どもに使える部分はないかどうか、この点を十分、今まで以上に検

討して、財政が少しでも有利になるように、そして地域の皆さんの生活環境がいい生活環境に

なるように努力をさせてもらうつもりでおりますので、ご理解をいただければありがたいと思

います。 
 それから、あと１点。先ほど、保育所の関係の検討委員会から、実は１２月８日の日に意見

書を提出いたしました。このことは事実でございます。その後、９日が全員協議会、その他、

もうすでに議会が進んでおりますから、私ももちろん、一読、二読はさせていただいておりま

すけれども、その内容を１００％にするには、まだ理解をしておりません。したがいまして、

また議会が終わりましたのちに、再度、その内容について、私自身も、どういう意見書が出て

いるのかを検討させていただいて、場合によっては、そこの委員長さん等々にお聞きをする中

で検討をしていきたいなと、こういうように考えておりますので、ご理解をいただければあり

がたいと思います。 
 以上でございます。 

〇議長（望月広喜君） 
 他に質疑はございますか。 
 （ な し ） 
 他に質疑もないので、質疑を終結いたします。 
 議案第１１４号について、質疑を行います。 
 質疑はございませんか。 
 （ な し ） 
 質疑がないので、質疑を終結いたします。 
 議案第１１５号について、質疑を行います。 
 質疑はございませんか。 
 （ な し ） 
 質疑がないので、質疑を終結いたします。 
 議案第１１６号について、質疑を行います。 
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 質疑はございませんか。 
 （ な し ） 
 質疑がないので、質疑を終結いたします。 
 議案第１１７号について、質疑を行います。 
 質疑はございませんか。 
 （ な し ） 
 質疑がないので、質疑を終結いたします。 
 議案第１１８号について、質疑を行います。 
 質疑はございませんか。 
 （ な し ） 
 質疑がないので、質疑を終結いたします。 
 議案第１１９号について、質疑を行います。 
 質疑はございませんか。 
 （ な し ） 
 質疑がないので、質疑を終結いたします。 
 議案第１２０号について、質疑を行います。 
 質疑はございませんか。 
 （ な し ） 
 質疑がないので、質疑を終結いたします。 
 議案第１２１号について、質疑を行います。 
 質疑はございませんか。 
 （ な し ） 
 質疑がないので、質疑を終結いたします。 
 議案第１２２号について、質疑を行います。 
 質疑はございませんか。 
 川口福三君。 

〇１２番議員（川口福三君） 
 議案第１２２号について、お伺いいたします。 
 これは町道としての新しい認定ですが、この認定のあと、工事計画について、お伺いいたし

ます。また、これと関連して峡南橋、５月２８日、県のほうへ移管されたという報告がありま

したが、峡南橋のほうは、この町道のほうの関係はどうなってございますか。この２点につい

て、お伺いいたします。 
〇議長（望月広喜君） 

 建設課長。 
〇建設課長（柴原信一君） 

 町道の路線認定についてのご質問でありますが、この路線につきましては、飯富地区の西側

に位置する道路でありまして、周辺に農地・住宅が点在し、未改良の道路です。平成１８年度

に地元から要望がありました。１９年度から飯富区の皆さまと協議をいたし、各種、調査等に

取り組んできました。いよいよ、目途が立ちましたので、路線認定の議決をお願いするもので

す。 
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 一応、計画といたしましては、３年計画で、幅員４メートル、路肩が５０センチずつ、右、

左にありますので、合計５メートルです。車道としますと、５メートルで、延長２１０メート

ルを計画しております。それと峡南橋の件でありますが、峡南橋につきましては、平成２０年

１０月２４日に町長就任以来、峡南橋を１日も早く県道へ編入のお願い、話をしてこいという

ことで、そんな命を受けて取り組んできたところであります。 
 本年の５月２８日に県の告示第１７５号にて、県道市川三郷・身延線の道路区域の変更告示

がありました。したがいまして、手続き等も終わりましたけども、もう県道ということになっ

ております。そんなことで取り組んできたところであります。本年度は４系間、峡南橋がある

わけですけども、右岸側と左岸側、２系間を橋梁塗装していただくということになっておりま

す。次年度、平成２２年に残りの真ん中の２系間ということで、橋梁の塗装をしていただくこ

とになっています。 
 以上であります。 

〇議長（望月広喜君） 
 川口福三君。 

〇１２番議員（川口福三君） 
 工事請負費においては３年という計画のもとに、今後、道路が新設されるわけですが、この

飯富地区の人たちは、大雨の際に非常に、まち中へ雨水が流れ込むというようなことから、こ

の新しい道路計画においては、その排水問題を十分、地域の人たちと協議の上、できるだけ、

山川の排水処理がスムーズにできるような形をとっていただきたいと、このように願うわけで

すが、そのへんの行政側との話し合いは、どうなっていますか。 
〇議長（望月広喜君） 

 建設課長。 
〇建設課長（柴原信一君） 

 飯富区の皆さまと協議の中で、その排水の問題が一番大きかったです。そんなことで、当初

は小さい側溝でしたが、排水溝はすべて、排水については、すべて富士川に流すようにという

ことでしたので、国土交通省さんと協議をしながら、すべての排水については、富士川のほう

に持っていくということになっております。 
 ただ、飯富病院付近の排水については、雨が降ると、かなり水が溜まるようです。現状も見

ているわけですので、今後、本線の富士川の関係の協議をさせていただいて、なんとか排水を

処理していきたいというふうに考えております。よろしくお願いいたします。 
〇議長（望月広喜君） 

 他に質疑はございますか。 
 （ な し ） 
 他に質疑もないので、質疑を終結いたします。 
 議案第１２３号について、質疑を行います。 
 質疑はございませんか。 
 （ な し ） 
 質疑がないので、質疑を終結いたします。 
 暫時休憩いたします。 
 再開は１０時５０分といたします。 
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休憩  午前１０時３５分 
  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

再開  午前１０時５０分 
〇議長（望月広喜君） 

 休憩前に引き続き、議事を再開いたします。 
  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
   日程第２ 提出議案に対する討論を行います。 

 議案第１０４号について、討論を行います。 
 討論はございませんか。 
 渡辺文子君。 

〇１３番議員（渡辺文子君） 
 議案第１０４号 身延町立学校設置条例の一部を改正する条例について、反対討論をいたし

ます。 
 この条例は下山中学校を廃止するもので、この町の今ある１４の小中学校をたった３つの小

中学校にしてしまうという計画、前期計画の１つです。私は基本的に今ある学校は、残すべき

だと思っております。長い歴史のある学校が廃校になる。このことは、地域や保護者の方たち

に苦渋の選択を迫るものです。地域から学校をなくすという話を、行政から始めることは間違

いだと思います。ありとあらゆる手を尽くして学校を守り、地域を育てていくという決意が行

政には必要です。この統廃合計画は、白紙に戻すべきです。 
〇議長（望月広喜君） 

 反対討論が出ました。 
 賛成討論。 
 川口福三君。 

〇１２番議員（川口福三君） 
 議案第１０４号の身延町立学校設置条例の一部改正の条例について、賛成討論をいたします。 
 この下山中学校と身延中学校の統合問題は、合併以前からの問題でもございました。行政側

でも長い間において、地域住民との対話の結果、住民、またＰＴＡとの了解もとれ、今回、こ

の条例案が提出されたものと思われます。今後、やはり、町としても十分な地域の理解を得る

中で、この統廃合問題は進めていただきたいと思います。 
 この下山中・身延中の統合問題においての条例案においては、賛成をいたします。 

〇議長（望月広喜君） 
 他に討論もないので、討論を終結いたします。 
 議案第１０５号について、討論を行います。 
 討論はございませんか。 
 （ な し ） 
 討論がないので、討論を終結いたします。 
 議案第１０６号について、討論を行います。 
 討論はございませんか。 
 （ な し ） 
 討論がないので、討論を終結いたします。 

 ５６



 議案第１０７号について、討論を行います。 
 討論はございませんか。 
 （ な し ） 
 討論がないので、討論を終結いたします。 
 議案第１０８号について、討論を行います。 
 討論はございませんか。 
 （ な し ） 
 討論がないので、討論を終結いたします。 
 議案第１０９号について、討論を行います。 
 討論はございませんか。 
 （ な し ） 
 討論がないので、討論を終結いたします。 
 議案第１１０号について、討論を行います。 
 討論はございませんか。 
 （ な し ） 
 討論がないので、討論を終結いたします。 
 議案第１１１号について、討論を行います。 
 討論はございませんか。 
 （ な し ） 
 討論がないので、討論を終結いたします。 
 議案第１１２号について、討論を行います。 
 討論はございませんか。 
 （ な し ） 
 討論がないので、討論を終結いたします。 
 議案第１１３号について、討論を行います。 
 討論はございませんか。 
 渡辺文子君。 

〇１３番議員（渡辺文子君） 
 議案第１１３号 平成２１年度身延町一般会計補正予算（第７号）について、反対討論をい

たします。 
 １点目、この予算は１１月２５日、第５回臨時会において決まった身延町職員給与条例の一

部を改正する条例の具体化です。民間企業の基準ともなっている公務員の給与の引き下げは、

民間中小企業の賃金にも影響を与えます。そして子どもを高校、大学へ進学させる世代の公務

員にとっては、夏に続き冬のボーナスの減額の影響は大きいと思います。 
 ２点目、教育費のうち豊岡小学校の廃校に関わる予算は認めることはできません。 

〇議長（望月広喜君） 
 渡辺文子君から、反対の討論がございました。 
 次に、賛成の討論を求めます。 
 日向英明君。 
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〇９番議員（日向英明君） 
 それでは１点目のことにだけ、賛成の討論を。 
 ご存じのとおり、国家公務員は争議行為を禁じられておりまして、労働に関する身分保障は

人事院の勧告によって、民間是正による、たしか５０人以上、それから１千人までの事業所を

無作為に抽出して、それらとの金額、あるいは給料の差額、そういうものが出たときにはじめ

て人事院勧告が出るわけでありまして、ときによっては上がる場合もあるし、また今回みたい

に下がる場合もあると。したがいまして、人事院の勧告について、本町もその例によって下げ

るということについて、私は賛成をいたします。 
 以上であります。 

〇議長（望月広喜君） 
 穂坂英勝君。 

〇１４番議員（穂坂英勝君） 
 反対討論の２点目の合併統廃合についての予算が盛られているので、この補正予算は反対だ

というご意見でございましたが、賛成の立場から。 
 まず学校統廃合問題、下山中学校、今議会に条例改正が提案されて、まだ可決はしておりま

せんけど、それをみての予算案でございますので、これが含まれていたからといって、もし豊

岡の部分も可決を、条例改正が可決をしてしまっているものが反映された予算案だとすれば、

当然、認めざるを得ない予算案ということで賛成をいたします。 
〇議長（望月広喜君） 

 他に討論はございますか。 
 （ な し ） 
 他に討論がないようですので、討論を終結いたします。 
 議案第１１４号について、討論を行います。 
 討論はございませんか。 
 渡辺文子君。 

〇１３番議員（渡辺文子君） 
 議案第１１４号 平成２１年度身延町国民健康保険特別会計補正予算（第３号）については、

職員の給与条例の一部を改正する条例の具体化ですので、反対をいたします。 
〇議長（望月広喜君） 

 渡辺文子君の反対討論に対して、賛成の討論を求めます。 
 穂坂英勝君。 

〇１４番議員（穂坂英勝君） 
 給与に関わる問題でございますけど、先ほどの同僚議員の日向君の賛成討論と同じ意味で、

賛成いたします。 
〇議長（望月広喜君） 

 他に討論はありますか。 
 （ な し ） 
 他に討論もないので、討論を終結いたします。 
 議案第１１５号について、討論を行います。 
 討論はございませんか。 
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 渡辺文子君。 
〇１３番議員（渡辺文子君） 

 議案第１１５号 平成２１年度身延町後期高齢者医療特別会計補正予算（第３号）について

も、職員給与条例の一部を改正する条例の具体化ですので、反対いたします。 
〇議長（望月広喜君） 

 渡辺文子君の反対討論に対して、賛成の討論を求めます。 
 （ な し ） 
 他に討論がないので、討論を終結いたします。 
 議案第１１６号について、討論を行います。 
 討論はございませんか。 
 渡辺文子君。 

〇１３番議員（渡辺文子君） 
 議案第１１６号、この予算についても、職員給与条例の一部を改正する条例の具体化ですの

で、反対いたします。 
〇議長（望月広喜君） 

 渡辺文子君の反対討論に対して、次に賛成の討論を求めます。 
 （ な し ） 
 他に討論がないので、討論を終結いたします。 
 議案第１１７号について、討論を行います。 
 討論はございませんか。 
 渡辺文子君。 

〇１３番議員（渡辺文子君） 
 議案第１１７号についても、職員給与条例の一部を改正する条例の具体化ですので、反対い

たします。 
〇議長（望月広喜君） 

 渡辺文子君の反対討論に対して、賛成者の討論を求めます。 
 討論はございますか。 
 穂坂英勝君。 

〇１４番議員（穂坂英勝君） 
 先ほど申し上げたように、給与改定を可決しておりますものですから、この具体化を、この

予算の中で出てきたものですから、これで賛成です。反対者のすべての事件に対する案件は同

じ意見でございますので省略させていただきますが、まったく、そのとおりで、全部可決した

ものの具体化の予算計上ですので、賛成いたします。 
〇議長（望月広喜君） 

 他に討論もないので、討論を終結いたします。 
 議案第１１８号について、討論を行います。 
 討論はございませんか。 
 渡辺文子君。 

〇１３番議員（渡辺文子君） 
 議案第１１８号についても、職員給与条例の一部を改正する条例の具体化ですので、反対を
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いたします。 
〇議長（望月広喜君） 

 次に、賛成者の討論を求めます。 
 川口福三君。 

〇１２番議員（川口福三君） 
 議案第１１８号についての賛成討論をいたします。 
 この人件費の問題は、人事院勧告に基づく減額の公務員の給与の改定案です。公務員は人事

院勧告において昇給もあるわけです。こうした経済情勢の中、民間企業も非常に低迷している

というような状況の中で、人事院勧告のもとに、この条例案も提出されております。この立場

から、私は賛成です。 
 以上です。 

〇議長（望月広喜君） 
 他に討論もないので、討論を終結いたします。 
 議案第１１９号について、討論を行います。 
 討論はございませんか。 
 渡辺文子君。 

〇１３番議員（渡辺文子君） 
 議案第１１９号についても、職員給与条例の一部を改正する条例の具体化ですので、反対を

いたします。 
〇議長（望月広喜君） 

 渡辺文子君の反対討論に対して、次に賛成者の討論を求めます。 
 （ な し ） 
 他に討論もないので、討論を終結いたします。 
 議案第１２０号について、討論を行います。 
 討論はございませんか。 
 渡辺文子君。 

〇１３番議員（渡辺文子君） 
 議案第１２０号についても、職員給与条例の一部を改正する条例の具体化ですので、反対を

いたします。 
〇議長（望月広喜君） 

 渡辺文子君の反対討論に対して、次に賛成者の討論を求めます。 
 川口福三君。 

〇１２番議員（川口福三君） 
 人事院勧告により減額というような状況の中で、私は、この条例案に賛成いたします。 

〇議長（望月広喜君） 
 他に討論もないので、討論を終結いたします。 
 議案第１２１号について、討論を行います。 
 討論はございませんか。 
 （ な し ） 
 討論がないので、討論を終結いたします。 
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 議案第１２２号について、討論を行います。 
 討論はございませんか。 
 （ な し ） 
 討論がないので、討論を終結いたします。 
 議案第１２３号について、討論を行います。 
 討論はございませんか。 
 （ な し ） 
 討論がないので、討論を終結いたします。 

  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
   日程第３ 提出議案に対する採決を行います。 

 議案第１０４号について、原案のとおり可決することに賛成の諸君の挙手を求めます。 
 （ 挙 手 多 数 ） 
 挙手多数でございます。 
 よって、議案第１０４号 身延町立学校設置条例の一部を改正する条例については、原案の

とおり可決決定をいたしました。 
 議案第１０５号について、原案のとおり可決することに賛成の諸君の挙手を求めます。 
 （ 挙 手 多 数 ） 
 挙手多数でございます。 
 よって、議案第１０５号 身延町介護保険条例の一部を改正する条例については、原案のと

おり可決決定をいたしました。 
 議案第１０６号について、原案のとおり可決することに賛成の諸君の挙手を求めます。 
 （ 挙 手 全 員 ） 
 挙手全員でございます。 
 よって、議案第１０６号 身延町後期高齢者医療に関する条例の一部を改正する条例につい

ては、原案のとおり可決決定をいたしました。 
 議案第１０７号について、原案のとおり可決することに賛成の諸君の挙手を求めます。 
 （ 挙 手 全 員 ） 
 挙手全員でございます。 
 よって、議案第１０７号 峡南広域行政組合規約の変更については、原案のとおり可決決定

をいたしました。 
 議案第１０８号について、原案のとおり可決することに賛成の諸君の挙手を求めます。 
 （ 挙 手 全 員 ） 
 挙手全員でございます。 
 よって、議案第１０８号 峡南広域行政組合を組織する地方公共団体の数の減少及び同組合

規約変更については、原案のとおり可決決定をいたしました。 
 議案第１０９号について、原案のとおり可決することに賛成の諸君の挙手を求めます。 
 （ 挙 手 全 員 ） 
 挙手全員でございます。 
 よって、議案第１０９号 山梨県後期高齢者医療広域連合を組織する地方公共団体の数の減

少及び同広域連合規約の変更については、原案のとおり可決決定をいたしました。 
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 議案第１１０号について、原案のとおり可決することに賛成の諸君の挙手を求めます。 
 （ 挙 手 全 員 ） 
 挙手全員でございます。 
 よって、議案第１１０号 山梨県市町村議会議員公務災害補償等組合を組織する地方公共団

体の数の減少及び同組合規約の変更については、原案のとおり可決決定をいたしました。 
 議案第１１１号について、原案のとおり可決することに賛成の諸君の挙手を求めます。 
 （ 挙 手 全 員 ） 
 挙手全員でございます。 
 よって、議案第１１１号 峡南地区の市町村指導主事を共同設置している地方公共団体の数

の増減及び「峡南地区市町村指導主事共同設置規約」の変更については、原案のとおり可決決

定をいたしました。 
 議案第１１２号について、原案のとおり可決することに賛成の諸君の挙手を求めます。 
 （ 挙 手 全 員 ） 
 挙手全員でございます。 
 よって、議案第１１２号 「峡南地区ことばの教室共同設置協議会」を構成する地方公共団

体の数の増減及び「峡南地区ことばの教室共同設置協議会規約」の変更については、原案のと

おり可決決定をいたしました。 
 議案第１１３号について、原案のとおり可決することに賛成の諸君の挙手を求めます。 
 （ 挙 手 多 数 ） 
 挙手多数でございます。 
 よって、議案第１１３号 平成２１年度身延町一般会計補正予算（第７号）については、原

案のとおり可決決定をいたしました。 
 議案第１１４号について、原案のとおり可決することに賛成の諸君の挙手を求めます。 
 （ 挙 手 多 数 ） 
 挙手多数でございます。 
 よって、議案第１１４号 平成２１年度身延町国民健康保険特別会計補正予算（第３号）に

ついては、原案のとおり可決決定をいたしました。 
 議案第１１５号について、原案のとおり可決することに賛成の諸君の挙手を求めます。 
 （ 挙 手 多 数 ） 
 挙手多数でございます。 
 よって、議案第１１５号 平成２１年度身延町後期高齢者医療特別会計補正予算（第３号）

については、原案のとおり可決決定をいたしました。 
 議案第１１６号について、原案のとおり可決することに賛成の諸君の挙手を求めます。 
 （ 挙 手 多 数 ） 
 挙手多数でございます。 
 よって、議案第１１６号 平成２１年度身延町介護保険特別会計補正予算（第３号）につい

ては、原案のとおり可決決定をいたしました。 
 議案第１１７号について、原案のとおり可決することに賛成の諸君の挙手を求めます。 
 （ 挙 手 多 数 ） 
 挙手多数でございます。 
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 よって、議案第１１７号 平成２１年度身延町簡易水道事業特別会計補正予算（第３号）に

ついては、原案のとおり可決決定をいたしました。 
 議案第１１８号について、原案のとおり可決することに賛成の諸君の挙手を求めます。 
 （ 挙 手 多 数 ） 
 挙手多数でございます。 
 よって、議案第１１８号 平成２１年度身延町農業集落排水事業等特別会計補正予算（第

３号）については、原案のとおり可決決定をいたしました。 
 議案第１１９号について、原案のとおり可決することに賛成の諸君の挙手を求めます。 
 （ 挙 手 多 数 ） 
 挙手多数でございます。 
 よって、議案第１１９号 平成２１年度身延町下水道事業特別会計補正予算（第４号）につ

いては、原案のとおり可決決定をいたしました。 
 議案第１２０号について、原案のとおり可決することに賛成の諸君の挙手を求めます。 
 （ 挙 手 多 数 ） 
 挙手多数でございます。 
 よって、議案第１２０号 平成２１年度身延町青少年自然の里特別会計補正予算（第４号）

については、原案のとおり可決決定をいたしました。 
 議案第１２１号について、原案のとおり可決することに賛成の諸君の挙手を求めます。 
 （ 挙 手 多 数 ） 
 挙手多数でございます。 
 よって、議案第１２１号 平成２１年度身延町下部奥の湯温泉事業特別会計補正予算（第

１号）については、原案のとおり可決決定をいたしました。 
 議案第１２２号について、原案のとおり可決することに賛成の諸君の挙手を求めます。 
 （ 挙 手 全 員 ） 
 挙手全員でございます。 
 よって、議案第１２２号 町道路線の認定については、原案のとおり可決決定をいたしまし

た。 
 議案第１２３号について、原案のとおり可決することに賛成の諸君の挙手を求めます。 
 （ 挙 手 全 員 ） 
 挙手全員でございます。 
 よって、議案第１２３号 字区域の変更については、原案のとおり可決決定をいたしました。 
 以上で、本日の議事日程はすべて終了いたしましたので、これをもちまして、本日は散会と

いたします。 
 大変、ご苦労さまでした。 

〇議会事務局長（遠藤守君） 
 それでは、相互の礼で終わりたいと思います。 
 ご起立をお願いいたします。 
 相互に礼。 
 ご苦労さまでした。 

散会 午前１１時３０分 
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開会 午前 ９時００分 
〇議会事務局長（遠藤守君） 

 おはようございます。 
 それでは、相互の礼で始めたいと思います。 
 ご起立をお願いいたします。 
 相互に礼。 
 （ あ い さ つ ） 
 ご着席ください。 

〇議長（望月広喜君） 
 本日は、大変ご苦労さまです。 
 出席議員が定足数に達しておりますので、直ちに会議を開きます。 
 本日は、議事日程第３号により執り行います。 

  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
   日程第１ 一般質問を行います。 

 通告者は４人でありましたが、通告１番 芦澤健拓君より一般質問の取り下げの申し出があ

りました。したがいまして、１番の芦澤君を取り下げまして順次繰り上げ、１番に草間天君、

２番に松浦隆君、３番に渡辺文子君の順に一般質問を行います。 
 まず１番目は、通告２番目の草間天君です。 
 草間天君、登壇してください。 
 草間天君。 

〇１０番議員（草間天君） 
 通告に従って、一般質問を行いたいと思います。 
 テレビのアナログ放送からデジタル放送に２０１１年７月２４日に切り替わります。町営か

ら株式会社ネットワーク下部に変わるのはいつですか。また、その日がどのように決まりまし

たか、お伺いします。 
〇議長（望月広喜君） 

 町長。 
〇町長（望月仁司君） 

 ただいまの草間議員の質問ですけれども、すでに決定をしている事項でもありますので、下

部の支所長のほうから答弁をいたさせますので、ご理解をいただきたいと思います。 
〇議長（望月広喜君） 

 下部支所長。 
〇下部支所長（小林英雄君） 

 従来の町営から株式会社ネットワーク下部に変わるのはいつですかということですが、すで

にこの２１年の４月１日から従来施設のすべてと維持管理などの業務が、ネットワーク下部の

ほうに移っております。 
 なお、使用料徴収を含めた業務が移行するのは、新サービスが開始するのは、平成２２年の

１０月１日からとなっております。それから、その日がどのようにして決まりましたかという

ことですが、昨年、業者の提案を受けて、審査委員会等の議を経まして、双方の事業契約に基

づき、昨年の１２月議会に同意をいただきまして、決定いたした次第でございます。 
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 以上です。 
〇議長（望月広喜君） 

 草間天君。 
〇１０番議員（草間天君） 

 今、審査委員会ということが出てきましたけども、この審査委員会というものはどのような

ものなんでしょうか。 
〇議長（望月広喜君） 

 下部支所長。 
〇下部支所長（小林英雄君） 

 その旨の資料が手元にございませんので、のちほど調整して説明を申し上げます。 
〇議長（望月広喜君） 

 草間天君。 
〇１０番議員（草間天君） 

 平成２２年１１月１日から株式会社ネットワーク下部が使用料を徴収すると思うんですけど、

デジタル放送に変わるのはその次の年の７月なので、その期間、高い使用料を払わなければい

けないと思うんですけど、ＳＣＴと同じ金額に努力するような考えがあるのかどうか、お伺い

します。 
〇議長（望月広喜君） 

 下部支所長。 
〇下部支所長（小林英雄君） 

 金額につきましても、すでに契約で決まっておりますので、１０月からはそのような金額に

なります。 
〇議長（望月広喜君） 

 草間天君。 
〇１０番議員（草間天君） 

 会社に交渉するとか、そういうようなことはしないということで、理解してよろしいでしょ

うか。 
〇議長（望月広喜君） 

 下部支所長。 
〇下部支所長（小林英雄君） 

 現段階では、そこまでの言明は考えておりません。 
〇議長（望月広喜君） 

 草間天君。 
〇１０番議員（草間天君） 

 では、次に移ります。ＳＣＴの加入者の数をお伺いします。 
〇議長（望月広喜君） 

 下部支所長。 
〇下部支所長（小林英雄君） 

 この直近の１２月７日現在で、１，９２０件です。 
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〇議長（望月広喜君） 
 草間天君。 

〇１０番議員（草間天君） 
 ＳＣＴの年度別の使用料の額と未納があるかどうかということと、その未納がある場合はそ

の対応はどうするのか、お伺いします。 
〇議長（望月広喜君） 

 下部支所長。 
〇下部支所長（小林英雄君） 

 直近の平成２０年度決算においての使用料の額は２，４３０万２，４９０円で、未納額、滞

納額が５８万２，６８０円となっております。未納がある場合は、ほかの使用料や税と同じよ

うに督促・訪問徴収を行っております。また、最終的に納入が、訪問・督促しても払えないと、

払わないというのには、やむを得ず電波を止める等の措置もとっております。 
 以上です。 

〇議長（望月広喜君） 
 草間天君。 

〇１０番議員（草間天君） 
 今までに止めたというか、そういった例があるんでしょうか。 

〇議長（望月広喜君） 
 下部支所長。 

〇下部支所長（小林英雄君） 
 今、件数はちょっと手元にありませんが、止めたことは数件あります。私が、例えば、この

４月から、この下部の業務になりまして、３月末で止めた人がおりまして、１カ月ぐらい私の

ところに電話がかかってきまして、内容は分かると思いますけども、そのような電話が再三、

いくつもきておりますので、止める措置もしております。 
〇議長（望月広喜君） 

 草間天君。 
〇１０番議員（草間天君） 

 ＳＣＴの使用料の免除があるかどうかということと、ある場合はその基準はどうかというこ

とをお伺いします。 
〇議長（望月広喜君） 

 下部支所長。 
〇下部支所長（小林英雄君） 

 減免の規定は、身延町農村情報連絡施設条例施行規則というものの決まりがございまして、

それによりますと、生活保護による被保護世帯、生活困窮世帯、その他町長が認めたものとなっ

ておりまして、現在は生活保護世帯に該当するものが免除対象になっておるものがございます。 
 以上です。 

〇議長（望月広喜君） 
 草間天君。 

〇１０番議員（草間天君） 
 今、３つ出てきましたけど、生活困窮世帯、それから町長が認めたものとありますけども、
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これの件数をもし、ありましたら、教えてもらいたいと思います。 
〇議長（望月広喜君） 

 下部支所長。 
〇下部支所長（小林英雄君） 

 ちょっと手元にございませんので、のちほど調べてお知らせします。 
〇議長（望月広喜君） 

 草間天君。 
〇１０番議員（草間天君） 

 それでは、その他町長が認めたものとあるんですけど、これはどんな内容といいますか、例

というか、あるんでしょうか。 
〇議長（望月広喜君） 

 下部支所長。 
〇下部支所長（小林英雄君） 

 今、これに該当するものはありません。 
〇議長（望月広喜君） 

 草間天君。 
〇１０番議員（草間天君） 

 この免除がある、その人たちがネットワーク下部に加入した場合、使用料というか、そのも

のの免除があるのかどうか、お伺いします。 
〇議長（望月広喜君） 

 下部支所長。 
〇下部支所長（小林英雄君） 

 ここにある生活保護法による保護世帯とか、ここに決まりがあるものに該当する場合は免除

になるということでございます。 
〇議長（望月広喜君） 

 草間天君。 
〇１０番議員（草間天君） 

 ネットワーク下部とか、その株式会社に対して、取り決めとか何かあるんでしょうか。 
〇議長（望月広喜君） 

 下部支所長。 
〇下部支所長（小林英雄君） 

 民間では、こういったものはないようですが、町との契約という中で、町の条例はもちろん

守っていくということでなっておりますので、条例にあるものはそのとおりになっていくとい

うことでございます。 
〇議長（望月広喜君） 

 草間天君。 
〇１０番議員（草間天君） 

 今の答弁では、ちょっと分からないんですけど。それでは、この人たちが免除になるように、

その会社とのあれを努力するということで、理解してよろしいでしょうか。 
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〇議長（望月広喜君） 
 下部支所長。 

〇下部支所長（小林英雄君） 
 生活保護法による被保護世帯に認定されている場合は、もちろん免除になるということでご

ざいます。 
〇議長（望月広喜君） 

 草間天君。 
〇１０番議員（草間天君） 

 平成２２年１０月１日以降に新たに加入した場合には、加入金がかかると思います。それで、

この免除がある人たちが、そのときに加入した場合には、加入金のほうはいらないんですか。 
〇議長（望月広喜君） 

 下部支所長。 
〇下部支所長（小林英雄君） 

 生活保護法による被保護世帯などは、使用料はかかりません。 
〇議長（望月広喜君） 

 草間天君。 
〇１０番議員（草間天君） 

 加入金です。 
〇議長（望月広喜君） 

 草間天君、調べた上でまた報告をいたします。次に進んでください。 
 草間天君。 

〇１０番議員（草間天君） 
 ＳＣＴの基金はいくらあるのか、お伺いします。 

〇議長（望月広喜君） 
 下部支所長。 

〇下部支所長（小林英雄君） 
 現在、約２億３千万円でございます。 

〇議長（望月広喜君） 
 草間天君。 

〇１０番議員（草間天君） 
 基金は、使用料が月額５００円から１，０５０円になるとき、ケーブルの張り替え費用とし

て値上げしたと聞いていますが、株式会社ネットワーク下部に移行するとすれば、公平性から

いっても、町民に還元すればいいと思いますが、その点について、どのように考えているのか、

お伺いします。 
〇議長（望月広喜君） 

 下部支所長。 
〇下部支所長（小林英雄君） 

 株式会社ネットワーク下部との契約の中で、いろいろな、今、アナログが張ってある線です

ね、それらの撤去費用とか、あるいは管理委託料とか、そういったものに充当していくように

なっております。それで還元の方法も、そういうサービス、事業を行っていくということにお
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いて、還元というふうに考えております。 
〇議長（望月広喜君） 

 草間天君。 
〇１０番議員（草間天君） 

 撤去費用とか、そういうことに対しては、その金額はちょっと大きすぎるような感じがしま

すけど、ほかの面で還元といいますか、そういうようなことを考えているのかどうか、考える

余地があるのかどうか、町長にお伺いしたいと思いますけど、どうでしょうか。 
〇議長（望月広喜君） 

 町長。 
〇町長（望月仁司君） 

 基金につきましては、今、ケーブルの張り替えに使わせていただいておりますので、下部全

区間のケーブルの張り替えに使わせていただいておりますので、そのお金が余らないだろうと

いう計画のもとに使っておりますから、還元のことは、今のところはまだ考えておりません。 
〇議長（望月広喜君） 

 草間天君。 
〇１０番議員（草間天君） 

 ケーブルは撤去しなければならないものなんでしょうか。 
〇議長（望月広喜君） 

 下部支所長。 
〇下部支所長（小林英雄君） 

 新しいケーブルに張り替えて、新しいデジタル放送を流しますので、今の施設ケーブルにつ

いては、撤去しなくてはならないというようなことでございます。 
〇議長（望月広喜君） 

 草間天君。 
〇１０番議員（草間天君） 

 これで、自分の質問は終わらせていただきたいと思います。 
〇議長（望月広喜君） 

 草間天君、不明な点、多々ありましたが、あとで報告をさせます。 
 以上で草間天君の一般質問は終わりましたので、草間天君の一般質問は終結いたします。 
 次に通告３番は、松浦隆君です。 
 松浦隆君、登壇してください。 
 松浦隆君。 

〇６番議員（松浦隆君） 
 通告に従いまして、質問させていただきます。 
 アメリカでのサブプライムローンの破綻に端を発して、リーマンショック、そして最近では

ドバイショックと立て続けに世界を震撼させております。このドバイショックが引き金となっ

て世界中の株式市場が全面安となり、今後、二番底がくるのではないかという不安から、投資

家も企業も戦々恐々としている、そういう不安視している現状が、今の現状ではないかという

ふうに考えています。 
 日本では円高の状況が続いておりまして、政府がデフレスパイラルを警戒しているとの報道
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もされております。日本全体が景気低迷の中にあり、来年度の税収見込みを大幅に下方修正し、

戦後最大の国債発行も検討されているところでございます。 
 民間企業におきましても、人員削減、派遣切り、給与の削減、ボーナスカット等、生き残り

をかけた方針を進めております。そのあおりを受けて、本町におきましても一昨年の末ごろか

ら不況感が感じられるようになりました。今年に入ってからは大幅な収入減や仕事を失い、日々

の生活に困窮する、そういう方が増えていると聞いております。また観光客の減少や消費者の

財布の紐が固くなり、売り上げの減少が顕著に表れ、経営不振に喘いでいるとも聞きました。 
 その状況下にありまして、徴税の徴収率が向上しているとの報告が、９月定例会でありまし

た。内容について確認をさせていただきましたが、このことはこの不況の状況下において、も

のすごいことだと、ものすごい実績だと驚いているところでもありますし、担当課をはじめ関

係する職員に対して、ある意味、敬意を表するところでもあります。 
 この町税の徴収に関して、１９年１２月と２０年６月定例会におきまして、同僚議員によっ

て一般質問されておりますが、この同僚議員の質問以降に、徴収の方法の中身が変わったとい

うことも聞きましたので、この業績を上げたことと、それから業績の内容、方法に大きな関心

を抱きましたので、あえて質問をさせていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。 
 まず、滞納町税の徴収の状況を伺いたいと思います。細かな数字的なことに関しましては、

私も資料をこのように持っていますので、１９年度以前との比較の徴収率および県・国の平均

徴収率との比較等を、分かりやすくご説明いただきたいと思います。 
 通告では町長にということでなっておりますけども、データ的なことなので、担当課長、お

願い申し上げます。 
〇議長（望月広喜君） 

 税務課長。 
〇税務課長（依田二朗君） 

 それでは、答えさせていただきます。 
 今、県との比較ということでしたが、先に町税の状況を報告させていただきます。 
 町税といわれるものには、個人住民税、法人町民税、固定資産税、軽自動車税、タバコ税、

入湯税があります。各税目の滞納整理について、説明させていただきます。 
 個人住民税の滞納調定額についてですが、合併した平成１６年度３，９１９万１千円、１９年

度が６，３７８万１千円、２０年度に６，８００万３千円、２１年度は５，５８４万円という

状況でした。この収入額についてですが、合併した平成１６年度３６７万３千円、１９年度

５１７万７千円、２０年度１，４１７万３千円。徴収率についてですが、１６年度が９．４％、

１９年度が８．１％、２０年度は２０．８％です。１９年度から２０年度と、収入金額で約

９００万円の増で、徴収率で１２．７ポイント増加しています。 
 法人住民税についてですが、合併した平成１６年度が１４１万１千円、１９年度が２８３万

３千円、２０年度が２２６万４千円、２１年度が１５３万７千円でした。収入済額ですが、平

成１６年度が４８万９千円、１９年度が８９万３千円、２０年度が４５万円で、２１年度、１１月

現在で１０５万４千円で、昨年の実績を上回っています。徴収率についてですが、１６年度が

３４．７％、１９年度が３１．５％、２０年度が１９．９％、２１年度は１１月末現在で６８．

６％と大幅に増えております。 
 それから固定資産税ですが、滞納調定額については平成１６年度２億３，４２９万９千円、
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１９年度は３億３，４４５万８千円、２０年度は１億４，１２６万９千円、２１年度が９，

６３８万９千円です。２０年度と２１年度と大きく減ったのは、２０年度に身延ゴルフクラブ、

２１年度に身延ショッピングセンター巨摩の滞納を不納欠損処分したためであります。ちなみ

に身延ゴルフクラブは１億９，４７６万１千円、身延ショッピングセンター巨摩については３，

２４３万円を不納欠損しました。 
 収入済額について、説明させていただきます。 
 平成１６年度が８６０万７千円、１９年度が１，７０６万５千円、２０年度が１，７０８万

３千円です。徴収率については１６年度が３．７％、１９年度が５．１％、２０年度が１２．

１％、２１年度、１０月末で１２．３％です。昨年の実績に基づいております。１９年度から

２０年度、２０年度から２１年度と徴収率が伸びています。 
 軽自動車税の状況ですが、１９年度４８万５千円、１５％から２０年度が９６万７千円、２８．

１％の金額、徴収率とも伸びています。 
 入湯税の滞納調定ですが、平成１６年度が９６５万１千円、１９年度が１，２９３万６千円、

２０年度が１，５２０万６千円、２１年度１，６１０万５千円と毎年増加してきました。 
 収入済額については、平成１６年度は２２７万７千円、１９年度１８２万円、２０年度

１３０万３千円と落ち込みました。２１年度１１月末で、４４７万９千円と昨年を３倍以上、

上回っています。徴収率についてですが、平成１６年度２３．６％、１９年度１４．１％、２０年

度８．６％ですが、２１年度、１１月現在で２７．８％となっております。 
 町税全体の滞納について見ますと、合併した平成１６年度２億８，６１２万円、１９年度４億

１，７２３万３千円、２０年度２億３，０１８万５千円、２１年度１億７，２８９万６千円。

収入済額については、平成１６年度１，５２２万７千円、１９年度２，５４４万円、２０年度

が３，３９７万６千円、２１年度は１１月末現在で２，６２１万８千円です。徴収率について

ですが、１６年度５．３％、１９年度６．１％、２０年度１４．８％、２１年度、１１月末で

１５．２％で、すでに昨年の徴収率を上回っています。１９年度から２０年度、金額、徴収率

とも伸びていますし、２０年度から２１年度についても金額、徴収率とも昨年よりも伸びると

思われます。 
 ちなみに訪問徴収中心の１９年１１月末の徴収額は２，１８２万円、徴収率は５．２％。徴

収強化に取り組んだ初年度の２０年１１月末、徴収額は２，２２７万４千円、徴収率は９．７％

でした。平成２１年１１月末の滞納繰越の徴収額は２，６２１万８千円、徴収率は１５．２％

でした。一昨年より昨年、昨年より今年と徴収額・徴収率ともに増えていますので、徴収強化

の成果が出ていると考えております。 
 それから県との状況ですが、ちょっとお待ちください。 
 この県の市町村の徴収率ですが、これは現年と過年の滞納額を、全体の徴収率となっており

ますので、ちょっと比較が、今、説明したのは滞納だけですので、ちょっと数字が違っている

と思います。 
 山梨県が平成１９年度、全国で最下位の徴収率でした。その中で身延町は、１９年度は、下

から２番目の２７番の徴収率ということでした。２０年度ですが、下から４番目の２５位。徴

収実績が８６．６％です。１９年度が７８．２％でしたので、８．４％の増加です。平均です

が、平成２０年度、県平均が８８．５％、全国平均が９３．７％ということで、大きく下回っ

ております。全国平均の９３．７％に追いついているのは小菅村、丹波山村、忍野村、鰍沢町、
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山中湖村の５町村です。それから県平均を上回っているのは、２１市町村であります。そんな

ところで、説明を終わらせていただきます。 
〇議長（望月広喜君） 

 松浦隆君。 
〇６番議員（松浦隆君） 

 簡単にということをお願いしたんですが、丁寧にありがとうございます。 
 今、県との流れの中で、県平均、全国平均を出していただきました。今の答弁の中で、平成

１８年７７．８％、１９年度が７８．２％、２０年度が８６．２％と、市町村税の合計で２８市

町村中、下から２番目の２７位、それが下から４番目の２５位になった。なんか順位を非常に

気にしているような、そんな感じなんですが、私の資料につきましても、ちょっと、非常に気

になったところがございまして、その点をちょっと伺いたいと思いますが、今の課長の話でい

きますと、下から３番目の２６位が下から７番目の２２位になった固定資産税、これは１５．

４％増で・・・これは２４位ですね、２４位になっています。１５．４％増で、２４位になっ

ています。この１５．４％の増は、他に類を見ないような数字だと思うんですが、このご時勢

にあって、この驚異的な数字はどのように出てきたのか、この内容と要因。同時に、他市町村

との状況はどうなっているか、伺いたいと思います。 
〇議長（望月広喜君） 

 税務課長。 
〇税務課長（依田二朗君） 

 先ほども説明しましたが、徴収額については、固定資産税については、１９年度は１，７０６万

５千円、２０年度が１，７０８万３千円ということで、徴収額については、ほとんど変わって

おりません。分母になります滞納額が、身延ゴルフクラブを不納欠損したことによります、分

母の部分が減ったということで、大きく徴収率が上がっております。 
〇議長（望月広喜君） 

 松浦隆君。 
〇６番議員（松浦隆君） 

 分かりました。ということは、基本的にその徴収率、率でいけば１５．数％と上がっている

わけですが、それは回収の効率が上がったということではなくて、不納欠損が多かったという

ことの理解でよろしいですか。 
〇議長（望月広喜君） 

 税務課長。 
〇税務課長（依田二朗君） 

 そのとおりです。 
〇議長（望月広喜君） 

 松浦隆君。 
〇６番議員（松浦隆君） 

 分かりました。では、次の質問に移らせていただきます。 
 平成２０年４月１日から２３年３月３１日までの３年間を期間として設置されました、山梨

県地方税滞納整理推進機構について、伺いたいと思います。 
 まず設置された経緯と目的、そして組織、その業務内容ですね、こちらのほうをご説明いた
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だきたいと思います。 
〇議長（望月広喜君） 

 税務課長。 
〇税務課長（依田二朗君） 

 説明させていただきます。 
 三位一体改革に基づいて、平成１９年度から税源移譲が行われております。所得税から個人

住民税に税源が移譲されております。これにより、市町村の収納対策が一層重要になってくる

のは、ご承知のとおりです。住民税の課税額は県民税と町民税が合算されたものですので、市

町村の滞納が増えれば、県民税の滞納も増えるという関係があります。山梨県も、先ほども

ちょっと説明させていただきましたが、平成１８年度、１９年度と、全国最下位の徴収率から

脱出するために、特に力を入れ、その一環として平成２０年度に山梨県地方税滞納整理機構が

スタートしました。このような県の状況の中、身延町は平成１６年度は３８市町村のうち、下

から３番目の３６位、平成１７年、１８年、１９年度は３年連続、下から２番目。ちなみに町

村では、３年連続最下位の徴収率というふうな状況でした。 
 このような状況の中、本町も厳正な滞納処分ができる体制の整備が迫られ、平成１９年１２月

定例議会において、依田前町長の町政報告の中で滞納整理を町の最重要課題の１つとして取り

組むことが表明され、平成２０年度から町民課と税務課を分離し、さらに徴収担当職員を３人、

臨時職員１人という体制づくりをし、山梨県地方税滞納整理機構に加入し、積極的に収納対策

に取り組んで、２年目となっております。 
 ちなみに平成２０年度の身延町の県内全体での状況ですが、徴収率が１９年度から８．４ポ

イントの増加で、県下一の伸び率となり、２８市町村のうち下から４番目の２５位になってお

ります。山梨県地方税滞納整理推進機構と町村の関係ですが、県と市町村の課題である個人住

民税を中心とした滞納整理を推進し、徴収率の向上を図ること。合わせて、その活動を通じ、

市町村職員の滞納整理に関わる技術を向上させることにより、長期的に市町村の徴収力の強化

を図ることを目的として、平成２０年度から設置されています。 
 平成２０年度は２０市町村の参加でしたが、平成２１年度は全市町村が参加して、滞納整理

に積極的に取り組んでいる状況であります。徴収業務は市町村が直接行っており、滞納整理機

構は、市町村の徴収技術の指導を行うというのが本来の仕事です。本年度は機構の職員のほか、

機構のアドバイザーである地方税徴収専門家から各市町村に個別の事案について助言をいただ

きながら、滞納整理に取り組んでいます。といふうな状況です。 
 以上です。 

〇議長（望月広喜君） 
 松浦隆君。 

〇６番議員（松浦隆君） 
 よく分かりました。この整理推進機構、長いですから整理推進機構と呼ばせていただきます

けども、２１年度の目標はあるんでしょうか。 
〇議長（望月広喜君） 

 税務課長。 
〇税務課長（依田二朗君） 

 ２１年度ですか。 
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〇議長（望月広喜君） 
 松浦隆君。 

〇６番議員（松浦隆君） 
 ２１年度の目標として、全市町村が前年度の現年徴収率および滞納徴収率を上回る、引き継

いだ滞納事業について、１２億円の滞納整理、２５市町村が不動産、債権および自動車の差し

押さえを実施。２５市町村がインターネット公売を実施という、そういう目標を掲げているわ

けですが、この機構に加盟している市町村は、機構の指導・指示のもとに滞納整理を解消して

いる。この県主導の中での動きということで、理解していいんですか。 
〇議長（望月広喜君） 

 税務課長。 
〇税務課長（依田二朗君） 

 機構の仕事は、指導であります。県主導という形ではないです。町村が自主的にやる、その

手助けを機構がしているというような形です。 
〇議長（望月広喜君） 

 松浦隆君。 
〇６番議員（松浦隆君） 

 機構がしているんですけども、県の影響は受けていますよね。 
〇議長（望月広喜君） 

 税務課長。 
〇税務課長（依田二朗君） 

 県には指導してもらっておりますので、影響は当然、受けております。 
〇議長（望月広喜君） 

 松浦隆君。 
〇６番議員（松浦隆君） 

 市町村の中で、回収の範囲が違うと聞いているわけですが、本町の場合の回収の中身、この

ことはどうなっていますか。 
〇議長（望月広喜君） 

 税務課長。 
〇税務課長（依田二朗君） 

 回収の中身が違うということはないと思います。指導はみんな一律ですので、捜索をし、財

産調査をし、差し押さえをしているというのは、みんな同じようにやっていると思います。 
〇議長（望月広喜君） 

 松浦隆君。 
〇６番議員（松浦隆君） 

 回収の中身ではなくて、回収の範囲の中身ですよ。範囲。 
〇議長（望月広喜君） 

 税務課長。 
〇税務課長（依田二朗君） 

 回収の範囲という意味がよくはっきりしないんですけど、税関係ではなくて、使用料とかと

いうことですか。 
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〇議長（望月広喜君） 
 松浦隆君。 

〇６番議員（松浦隆君） 
 推進機構のほうで確認をとったんですが、市町村によって、各市町村に滞納がありますよね。

いろんな滞納があって、それをこの推進機構の中にどれを組み入れるかということを、最初に

話し合っていますよね。それを町は、その各市町村によって、全部違うわけですね。その町の

状況によって、組み入れることが違ったわけです。そういうことがあるのかどうか、あったと

思うんですが、あるのかどうかということです。まず。 
〇議長（望月広喜君） 

 税務課長。 
〇税務課長（依田二朗君） 

 今の言っている意味があれですが、滞納整理推進機構に持ち込む事案が各市町村によって違

うという意味だと思います。一応、うちのほうも滞納金額が大きいそういうものを、機構と一

緒に、指導を受けながらやるためのものを機構に持ち込むわけですが、それが各町村ごとに違っ

ているという意味だと思います。 
〇議長（望月広喜君） 

 松浦隆君。 
〇６番議員（松浦隆君） 

 では、今の答えの中で話が出ましたけども、本町の場合は金額が大きいものを前提にして、

提出したという形でいいんですか。 
〇議長（望月広喜君） 

 税務課長。 
〇税務課長（依田二朗君） 

 高額のほうから、お願いというか、機構と一緒にやるものということで持ち込みました。 
〇議長（望月広喜君） 

 松浦隆君。 
〇６番議員（松浦隆君） 

 それは徴収するにあたって、金額が少ない多いは別問題として、難しい、例えば町民感情と

か、いろいろなことがあって難しいとか、そういうことを基準にしたわけではないわけですね。

金額ですね。あくまでも。 
〇議長（望月広喜君） 

 税務課長。 
〇税務課長（依田二朗君） 

 一応、もう金額が大きくなっているところは、徴収自体が難しくなっていますけど、一応、

そういう今の感情的なところはありません。金額的なところです。 
〇議長（望月広喜君） 

 松浦隆君。 
〇６番議員（松浦隆君） 

 では、今の答弁で、基本的には金額だということを確認させていただいたわけですが、この

山梨県の地方税滞納整理推進機構の職員が本町と併任で指導・指示にあたって、徴収のノウハ
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ウを教えていただいていると。先ほどの課長の答弁にもありましたけれども、同時に町職員も

毎月数回、推進機構のほうに出向いて、回収部門での人材育成研修を受けているということが

ありました。その回収のためのプロセスといいますか、方法といいますか、流れといいますか、

そちらのほうをお答えいただきたいと思います。 
〇議長（望月広喜君） 

 税務課長。 
〇税務課長（依田二朗君） 

 地方税法第３２９条の規定に、未納の場合は納期限２０日以内に督促状を発し、督促状を発

した日から起算して１０日を経過した日までに納付がない場合は、町税吏員は滞納者の財産を

差し押さえなければならないというふうに規定されています。職員は順次、財産調査、滞納が

あった場合には順次、財産調査を実施し、財産を発見した場合は、当然、差し押さえを執行し

ています。それが職員としての義務であり、差し押さえを執行しない町税吏員は職務怠慢とい

うことになります。他の自治体では、差し押さえを実施しないということで、市長を相手に損

害賠償を請求されたという事例もあります。 
 これまでの本町の徴収への取り組みですが、実施納付の推進を図るため、町が徴収強化に取

り組んでいること、また納税困難な場合は税務課に相談してほしいということを、５月の職員

一斉徴収納税通知書督促状へのチラシの同封、広報誌への掲載、徴収員による戸別訪問などに

より、周知してきております。これらによっても、納付がない場合や納税相談や分割納付の不

履行がある場合、自主納付に導く手段として、差し押さえを執行しています。差し押さえを執

行した際には、滞納者に差し押さえ調書を配達証明により郵送し、指定した期限までに納付、

または納税相談がない場合は、差し押さえ財産を強制換価、お金に変えております。それを滞

納税に充当しているというふうな状況です。 
 以上です。 

〇議長（望月広喜君） 
 松浦隆君。 

〇６番議員（松浦隆君） 
 今の答弁で、基本的には法令上、納付期限から２０日間が過ぎたら督促状を送る。督促状を

送って、それから１０日を過ぎた場合には差し押さえができると、こういう法令上で決まって

いますね。これは、地方税法に則った手続きを経て、国税徴収法に基づき、解消するという、

これが基本になっているわけですね。そういう流れでいくと。しかし、今の現状としては、納

付に導くことを、まずやるということですね。やっているということですね。 
〇議長（望月広喜君） 

 税務課長。 
〇税務課長（依田二朗君） 

 そのとおりです。 
〇議長（望月広喜君） 

 松浦隆君。 
〇６番議員（松浦隆君） 

 今、課長から話がありましたように、滞納になった経緯や原因、それから納付の意思、そし

て支払い能力等、話し合いの中から把握して、基本的には完納に導くのが基本だろうと私は思
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うわけですが、これを遂行する際に対して、職員に徴収の指示、どういうふうな形をとってい

らっしゃるか、お伺いしたい。 
〇議長（望月広喜君） 

 町長。 
〇町長（望月仁司君） 

 お答えをいたします。 
 町税は町の主要財源でありますし、自主財源確保のために適正課税に努めるとともに、公正

な徴収に努めること。法律に基づいて業務を行うことが納税の公平を保ち、町民の税に対する

信頼を得ることになる。このことを指示しております。 
 なお、納税相談には、基本的には複数の職員で対応し、複眼的角度から、この状況を把握し、

場合によっては課税担当、町民課担当、福祉担当などとも連携をとり、課税、納税および給付

について親切、丁寧に説明するよう指示をしているところであります。 
 また悪質な納税者には、毅然たる態度で説明をするとともに、徴収職員のみに対応させず税

務課職員全員で組織的に対応し、税の公平性を図るように指示をしているところであります。 
 以上でございます。 

〇議長（望月広喜君） 
 松浦隆君。 

〇６番議員（松浦隆君） 
 この町の財源になる税金です。また公正な、皆さんにお支払いしていただかなければならな

い、これはもう当然、法律で定められているところでございますし、この財源がなければ町の

運営もうまくいかないと。この基本は非常に、私も分かります。先ほど申し上げましたように、

滞納整理に対して町税に則った手続きで、国税徴収法に基づいて回収する。これが基本になっ

ているわけですが、同時に山梨県地方税滞納整理推進機構では、東京税務協会の滞納整理事務

の手引きを活用しているという、それをもとにして指導しているという、そういう話を伺いま

したが、それを見てやっていらっしゃるんですよね。 
〇議長（望月広喜君） 

 税務課長。 
〇税務課長（依田二朗君） 

 それを参考にしています。 
〇議長（望月広喜君） 

 松浦隆君。 
〇６番議員（松浦隆君） 

 滞納整理の基本姿勢は、法に基づく厳正な滞納整理の執行と、この手引きにも書いてありま

す。その中で、私は滞納が確認され、督促状を送付された滞納者が役場に訪れるにしろ、電話

の連絡にしろ、先ほどの答弁にありましたように、滞納者との、まず相談をしていると。その

ときの滞納者と職員との最初の応対といいますか、応接といいますか、これが一番、肝心では

ないかと思うところなんです。 
 中には、あるかもしれません。先ほど町長の答弁にもありましたけれども、悪質な方もいらっ

しゃるかもしれません。私は、その場に居合わせたわけではないですから、そのへんの確実的

なものとか、そういうものは分かりませんが、そういう方もいらっしゃると思いますが、おそ
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らくほとんどの滞納者、好きこのんで滞納しているわけではないんではないかというふうに考

えます。滞納したことによって、いわば、その滞納者がある意味で、弱みを持っているはずで

はないかと。もし私が、忘れたにしろなんにしろ、そういう滞納者という形になった場合、や

はり自分が忘れた、その弱みというのは、絶対持っているはずなんです。おそらく、皆さんが

そういう形の中でいくんではないかと理解するんですよね。 
 その理解をした上での対応が、滞納者から職員への信頼、これが生まれなければ、その信頼

を生まれたことによって、滞納者も職員に対して相談できる。その相談をしたことによって、

完納に向けた方法を、互いに模索できる環境をつくる。これが一番、大事なことではないかと

私は思うわけですが、先ほど申し上げました東京税務協会の手引きですが、これにも地方税法

の手続きも、国税徴収法の回収も円滑に進むと、そういうふうに謳われていますね。滞納整理

事務の手引きにも、これは謳われています。滞納整理の基本姿勢を円滑に実行するには、職員

の対応の良し悪し、これがそのまま、税務行政の信頼度につながって、ひいては納税者の納税

意欲にも影響しますと、ここに書いてあるんですね。これを見て、やっていらっしゃると思い

ますので、そちらのほうは、当然、そのことは課長もご存じですよね。どうでしょうか。 
〇議長（望月広喜君） 

 税務課長。 
〇税務課長（依田二朗君） 

 承知しています。 
〇議長（望月広喜君） 

 松浦隆君。 
〇６番議員（松浦隆君） 

 これは当然、徴収担当の職員も皆さん、ご存じですよね。 
〇議長（望月広喜君） 

 税務課長。 
〇税務課長（依田二朗君） 

 承知しています。 
〇議長（望月広喜君） 

 松浦隆君。 
〇６番議員（松浦隆君） 

 ちょっと苦言を呈したいんですが、皆さんご存じで、今言ったように、滞納者との信頼関係

の構築、それから滞納者が相談しやすいような条件を築いて完納に導く、これが基本姿勢とい

うことで、皆さんが理解してやっていらっしゃるわけですね。僕、どうしても、そういうふう

にやっていると僕も思っていました。思っていましたけども、どうも納得いかないことが１つ

ありましたので、ちょっと苦言を呈させてもらいますが、滞納者の相談コーナーがありますね。

あそこに、庁舎の入り口の横なんですが、身延町税務課主査殿宛ての表彰状がありますね、テー

ブルの上に。３つ、テーブルがありますけども、ガラスの下に挟んでありますね。あれはどの

ような趣旨で貼っているかというのが、僕、理解に苦しむところなんですが。県の滞納整理推

進機構に聞きましたところ、これは内部的なものであると、そういう位置づけでありました。

中身については、身延町税務課主査、あなたは平成２０年度県地方税滞納整理推進機構での業

務遂行において、他の町税吏員の模範となる成果を挙げられました。この功績を称え、表彰す
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るとともに今後の活躍に期待しますと。２１年４月２４日というふうになっていますね。僕が

先ほど申し上げましたように、滞納者があそこへ行って、すぐ払えるんであれば、それはいい

です。例えば２カ月、３カ月、もしくは１年、滞納したと。そういう立場になったときに、あ

そこへ行って座って、職員が来るまで待っていたときに、ふっと下を見たら、こういう表彰状

があったと。そのときにどう思うのかなと。まず、そのへんが気になったものですから、その

趣旨ですね。滞納整理の基本、先ほど言いましたように、基本姿勢からいくと、相談者とのコ

ミュニケーションを図るべき場所で、これを目にした滞納者がどう思うか。僕が思うには、職

員の自己満足的な、圧力しか感じないんではないかなと、そう思います。そう思った場合には、

これは完納に向けて、相談者と話を進める中では、逆効果になるんではないかと、そういうふ

うに考えるんですが、課長はどう思いますか。 
〇議長（望月広喜君） 

 税務課長。 
〇税務課長（依田二朗君） 

 一応、はじめは、身延が表彰されたということがうれしくてというと変ですけど、そういう

ことで、では、そこへ置こうというような話で置きましたけど、そういうような意見が、ほか

の人からもちょっと聞いておりますので、それはすぐに取り払いたいと思います。 
 以上です。 

〇議長（望月広喜君） 
 松浦隆君。 

〇６番議員（松浦隆君） 
 職員の方が、皆さん頑張っていらっしゃる。それは僕も認めます。決して、そのことが、職

員の方が喜ぶ、それは分かるんです。しかし、これはあくまでも、整理機構のほうでも内部の

ことだという話もしていますので、やはり、あそこに置くということは難しい。もし、あれで

したら、職員のディスクの上に、マットの下に置いておいて、それを見ながら頑張って、これ

からも頑張っていただくような、そのほうがよろしいかと思いますので、早急に撤去をお願い

したいと思います。 
 徴収率が向上した平成２０年以降、本町の滞納整理業務の中で、今、ちょっと話に出ました、

その表彰状があったことも一部から言われたという、そういうこともあったような経緯ですが、

この苦情やトラブル、これはどうですか。ありますか、やっぱり。 
〇議長（望月広喜君） 

 税務課長。 
〇税務課長（依田二朗君） 

 ４月に私、異動してきたわけですけど、４月当初からちょっと、２カ月、３カ月の間にはちょっ

と苦情というようなことが耳に入ってきましたが、落ち着いてきたというか、最近はそういう

ような苦情等は、話はきておりません。 
〇議長（望月広喜君） 

 松浦隆君。 
〇６番議員（松浦隆君） 

 そうすると、それは慣れてきたということですかね。 
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〇議長（望月広喜君） 
 税務課長。 

〇税務課長（依田二朗君） 
 先ほど研修に行っているということで、研修の中でも、先ほど町税吏員のこういう態度はい

けないとか、ある程度、説明させてもらいましたけども、そういうことも影響してきていると

思います。町税吏員も今年、３人のうち２人が変わったということで、はじめはどういうふう

にしていいか、よく分からなかったという問題もあったと思います。 
 以上です。 

〇議長（望月広喜君） 
 松浦隆君。 

〇６番議員（松浦隆君） 
 そうすると、今までの中では結構、そういうトラブルとか、苦情があったということですね。 

〇議長（望月広喜君） 
 税務課長。 

〇税務課長（依田二朗君） 
 ２、３件です。すみません。 

〇議長（望月広喜君） 
 松浦隆君。 

〇６番議員（松浦隆君） 
 ２、３件ですか。分かりました。この徴収の手法について、実は課長のほうには２、３件と

いうことなんですが、私個人に複数の町民から相談や苦情を受けております。担当課に行かな

いで私のほうに来るというのは、ちょっと不思議なんですが、その一例を、たしか課長にも話

をさせていただいて、どう対応しようかと、私も課長に相談したことがあったことを記憶にあ

ると思いますけども、その話も含めて、ちょっとさせていただきたい。 
 基本的に私は、先ほど課長からもありました職員が慣れていない、慣れていなかったという

話をしましたね。それに尽きるんではないかと思うわけなんですが、年配の一人暮らしの女性

なんですが、あるとき、息子さんの税金が滞納になっているという、役場に来てくれというふ

うな、そういう電話があったそうです。車もない、年老いた女性ですから、来る手段がないと、

そういう話をしたそうですが、タクシーで来ればいいではないかというふうな形で、強い口調

で怒られるような形で言われたそうです。決して、その方は金銭的に余裕のある方でもありま

せんでしたが、後日、タクシー代を工面して、役場の窓口へ来たそうです。そのときの職員の

対応が、息子さんの税金だったらしいんですが、子どもが払えない税金なんだから、親が払う

のが当然。借金してでも払うべきだと、そういうふうに言われたと。請求されたそうです。結

局、親戚から借金をして完納したそうですが、本人いわく職員に怒られたと。もう二度と、あ

んなおっかない思いをして役場に行きたくないと。こんな町に住みたくないと。今は自分の土

地、家屋があるからしょうがないから身延にいるけれども、なければ引っ越したいと。そうい

うふうな話をしておりました。この母親の、私に対する相談の一方的なことですから、１００％、

すべてとは私も断定できません。しかしながら、町と職員に対する大きな不信感、これが一部

の町民の中に生じたことというのは、これは事実だと思います。 
 また、完納に向けて、先ほど課長が話しました、完納に向けて相談をしていますよと言って
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いましたけども、その相談をしたくても、私のところに来ている相談は、取り合ってくれない

と。こういう話もあるんです。この中身は、実は、この方が記録にとってあります。記録の内

容は、いろいろあるでしょうから、それはあえて、私も言いませんけども、その記録を私も確

認しました。その中に、商売をしていて分納が可能かと相談していましたけども、その滞納者

が分納の可能性を話しているところに、話をさえぎるように全額払うのが当然、そういう形な

んです。もう基本的に取り合ってくれない。それから税金を払えない状況なら、商売をしてい

ても大変でしょうと職員が言うんですよね。心配してくれているのかなと、僕もそう思ったん

です、一時は。しかし、逆に、そのあとの言葉を聞くと、廃業をほのめかしているんですよね。

広報にも謳ってありますけれども、まじめに納付するのが当然で、借金してでも完納すべきだ

と。この広報には、年率、延滞金、例月１４．６％、参考として某金融機関ローン金利は２．

５％から１３．５％となっているんですね。基本的には１４．６％より、銀行の金利のほうが

安いわけですね。ですから、銀行の金利でやったほうが得策ですよといっているのかもしれな

いです。しかしながら、よくよく聞いてみると、その相談者は銀行での借金も、枠の関係があっ

て、もう、これ以上、難しいんだと、そういう話をしているところで、いやいや、ほかにもま

だ、あるでしょう、金融機関。僕が想像つくには、高利の金融機関しかないですよ。金融機関

というんですかね、なんと言うんですかね、本当に高利の金融から借りてでも返すべきだとい

うふうな、そこまで話をしているんですよ。 
 県の滞納整理機構に現状の経過を、これはすごく大事なことなんですが、県の滞納整理推進

機構に現状の経過の書類を提出しないと、成果が出ていない、そういうふうに見られると、私

どもも困るんですと、職員がそういう話もしているんですよ。これは、もう事実です。記録も

あります。 
 それから、もう１つ。これは職員が今の話は、職員が町民のほうを見ていない。なんか、僕

から見ると、県の推進機構のほうを見て仕事をしているような、そんな印象を受けたんです。

それは分かりませんよ。私の印象ですから、あくまでも。さらには、以前から見たら、非常に、

去年から徴収が厳しくなったねと、そういう話が町民からありました。そのときの職員の答え

が、議会から議員に怒られたからという、職員が相談者に話しているくだりもありました。 
 これはちょっと、僕も驚いたんですが、それからその記録に残っているものはそうなんです

が、それ以外の別の滞納者の話では、下部温泉での差し押さえの時点で、観光客の目を気にし

た滞納者、当然それは差し押さえで来られれば、もし、私がそういうふうに差し押さえで来ら

れた場合に、当然、私の場合は近所の目を気にします。しかし、下部温泉の場合は、近所の目

もそうでしょうけども、観光客。例えば旅館、ホテルなんかの場合だったら、お客さんがいる

場合もありますね。そういう観光客の目を気にした滞納者に対して、税金の話を、差し押さえ

に行った職員に話をしたら、税金の徴収だけが私たちの仕事です。ほかのことは、私たちには

関係ありませんと答えたそうなんです。これは、地方公務員法第６節の第３３条、信用失墜の

行為の禁止に、私としては、大げさかもしれませんけども、抵触するようなおそれがあるんで

はないかというふうに思われるんですね。町も観光立町を目指しているわけですし、その職員

が仕事はいえ、観光客のいる前で言う言葉ではないと、そういうふうな思いがあるんです。 
 今まで、記録として残しているものも含めて、いろんなことを僕は話をしました。このへん

が、僕も最初、驚いたんです。先ほどの母親の話ではないですけども、相談として私に来たと

きに、１００％、信じられない部分があるだろうと思っていましたけども、記録として残って
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いるものを確認したときには、私自身も本当に驚きました。そういうことがやっぱり、実際に

あったということなんですね。どこまでが、どの程度のものか、また、それはどの程度に判断

するか、その人の判断の仕方によって違うかもしれませんけれども、そういうことがあるわけ

ですね。 
 それと同時に、私はこの差し押さえ物件、これは広報に載りましたね。これ、ありますね。

これなんかも広報に載って、たしかに町税が滞納になっていませんか、確認する、これはいい

んですよ。年１４．６％、こういうふうに滞納した場合に滞納金がかかりますよ、延滞金がか

かりますよと。差し押さえもされますよと。それを周知する分には、僕は非常にいいと思うん

ですよ。しかし、強制捜査の様子とか、マイクロバスとか、これを出されたら、なんか町民感

情からいって、いかがなものかなと。先ほど言いました、基本的に完納に向けて相談者といろ

いろやる。おそらく担当課としては、これは悪質な場合だからという話が出てくるかもしれま

せん。私はそこまで知りませんから。しかし、例え悪質であろうがなんであろうが、住民感情

を考えた場合に、ここまでやる必要があるのかどうか。このことに関しては、広報に関しては、

やはりいろいろな方に聞きましたら、あんまり評判がよくないというふうな話も伺いました。 
 今まで、いろいろ話をさせていただいていますけども、決して、断わっておきますけども、

私は税金の滞納を擁護しているわけではないんですよ。そういう気持ちもありません。まじめ

に自主納付している多くの町民がいるわけですし、私は本当に給料から天引きですから、もう

ガラス張りの状態で持っていかれますね。そういうふうな、私自身はそういうふうになってい

て、ほかのところがそういうふうに払っていないということは、私自身もなんかおもしろくな

い部分もあります。しかし、納付は国民の義務でもありますし、自主納付をして当然と考える

中で、これだけの、私自身に苦情や相談がある程度、きているということは、私自身の感覚と

しては、おそらく職員にも、もしくは同僚議員にも、そういう話がきているんではないかなと

いうふうに推測されるところなんですが、町長はこういう話は把握されていますでしょうか。 
〇議長（望月広喜君） 

 町長。 
〇町長（望月仁司君） 

 議員がおっしゃるような、逐一の内容は把握しておりませんけれども、一昨年から取り立て

が厳しくなりましたねということは聞いておりますし、１、２、苦情といいましょうか、職員

の対応が悪いということも聞いております。 
〇議長（望月広喜君） 

 松浦隆君、９時２０分からスタートしましたので、あと持ち時間５分ですので、お願いしま

す。 
 松浦隆君。 

〇６番議員（松浦隆君） 
 そうですね、町長にそういう話が全然いっていないのであれば、これは問題だなと思ったん

ですが、１、２であろうがなんであろうが、そういうふうに認識されているということで、私

も安心しましたが、旧町時代、そして新町になってからも、昨年３月までは現在、行われてい

る正式な方法に則った徴収を、町として確実にはしてこなかったわけですね。そのことで、一

部町民の納税意識の低下があったんではないかと。私は、そう考えております。このことは、

旧町時代、それから新町になっても、大きな問題だと思うわけですね。これは町にも、そして、
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私たち議会にも、ある意味、責任の一端があるんではないかというふうに私は考えるんですが、

望月町長には責任があるとかないとかということではなくて、個人に責任があるとかというこ

とではなくて、町としての責任、このことについての責任、町長どのように思われていますか。 
〇議長（望月広喜君） 

 町長。 
〇町長（望月仁司君） 

 いずれにしましても、町税は義務でありますし、サービスを受ける皆さんには、それは権利

です。したがいまして、法に則った中での徴収をしておるところでございますし、今後もその

方向には変わりがございませんけれども、その中の言葉のやりとりとかに不信を抱かせるよう

な行為があるならば、それは当然、変えていかなければなりませんので、公務員である、町民

の皆さんの目線で仕事をしなさいと、こういうことを言っておりますので、その点は、今後も

十分、気をつけて指導をしてまいりたいと、こういうふうにも思っております。 
〇議長（望月広喜君） 

 松浦隆君。 
〇６番議員（松浦隆君） 

 町長、今のは、そのあとの質問に対しての答弁ではないかと思うんですが、私が言いたいの

は、去年の３月まで、以前のことに関して、うまく、完全にやっていなかったと。そのことに

関しての、私は責任もある意味ではあるんではないかというふうに思うんですが、町長はその

ことに関しては、どう思いますかということです。 
〇議長（望月広喜君） 

 町長。 
〇町長（望月仁司君） 

 昨年までのことは、私も当然、資料は見せていただいておりますので、これは町だけでなく、

議会の皆さん等々も含めて、全員で反省するべき問題であるが、こういうようにも考えている

ところでもございます。 
〇議長（望月広喜君） 

 松浦隆君。 
〇６番議員（松浦隆君） 

 私と同じ考えなんだなということで安心しましたけれども、そのことを追求しても、これは

どうだということはないんですが、やはり、そのことも頭の中に入れておかなければいけない

んだろうなと思います。 
 それでは、次に移ります。 
 昨年４月から県の滞納整理推進機構の指導を受けて、急激に厳しくなったと。戸惑いを感じ

ている滞納者もいるわけですが、職員も仕事とはいえ、精神的に穏やかではないというところ

もあると思いますが、法に則った四角四面の手法ではなく、国税徴収法第６章、滞納処分に関

する猶予および停止等の第１節、換価の猶予、第１５１条にも謳われています。また平成２０年

の６月定例会で、同僚議員が質問したことに対しての当時の笠井税務課長が、町の財源確保か

ら滞納は許せないが、大変な方は分納相談にしていただきたいと答弁されております。先ほど

の課長からの話もありましたけれども、もっと滞納相談というんですか、納税相談というんで

すか、滞納に対する納税相談ですね、そのことをもっともっと、四角四面な状況ではなくて、
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最終的にその方の納税意識とか、それから財産的なものだとか、資産だとか、そういうものを

判断した中で、柔軟に対応できるんではないかと私は考えるわけですが、そのへんをふまえた

中で、町長の今後の考え、そして滞納ゼロに向けた、根絶に向けた取り組み、このへんをまと

めて、お答えいただきたいと思います。 
〇議長（望月広喜君） 

 町長。 
〇町長（望月仁司君） 

 もちろん、おっしゃられるとおり、非常に難しい問題でございますけれども、先ほど税務課

長が説明をしたとおり、山梨県は非常に最下位でもございますし、それから私どもの町も非常

に滞納があって、２０年度について見ましても、全国平均が９３．７％の徴収率でございます。

その中で、わが山梨県が８８．５％にもかかわらず、私のところは８６．６％、県の平均、あ

るいは国の平均も大きく下回っているところでもございます。そのことをふまえて、なんとか

しなければいけないということで、頑張っているところですけれども、まず第１番に納税とい

うのは義務である、このことを念頭に置いていただかなければなりません。そして、サービス

を受けることは権利であるということですから、このへんもぜひ、広報等々でお知らせをして

いきたいなと、こういうようにも思います。 
 そして、納税困難な場合の皆さんについては、法律に基づいた相談に乗るように、このこと

についても、今後も今までに増して徹底をしていきたいと思います。そして、納税に対する町

民の皆さんの不誠実さを一掃して、税の公平の確保のためにやむを得ず差し押さえも致し方な

いだろうと、こういうようにも考えているところでもございます。 
 いずれにしましても、自主納税が私どもの目標でございます。そして、それに向かって努力

をするんですけれども、少なくとも山梨県平均、全国平均を目標値として頑張っていく、この

ことについては、変わりはありません。あとは職員の対応等については、公務員であるという

ことの原点に戻って、もう一度指導をしてまいりたいと思いますから、ご理解をいただきたい

と思います。 
〇議長（望月広喜君） 

 松浦隆君。 
〇６番議員（松浦隆君） 

 時間になりましたので、私の質問は終わりますけれども、最後、一番大事なことは、やはり

相談者と本当にコミュニケーションを図れるような職員の指導、育成だと思います。そのへん

をふまえて、今、町長がおっしゃったように、納税は義務ですから、そこを基本にしてやって

いただきたい。ぜひ、お願いして、私の質問を終わります。ありがとうございました。 
〇議長（望月広喜君） 

 以上で松浦隆君の一般質問は終わりましたので、松浦隆君の一般質問は終結いたします。 
 ここで、暫時休憩といたします。 
 再開は１０時４０分。 
 休憩いたします。 

休憩  午前１０時２０分 
  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

再開  午前１０時４０分 
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〇議長（望月広喜君） 
 草間議員の一般質問の中で、審査委員会、生活保護世帯、生活保護世帯数について、下部支

所長から説明をいたします。 
 下部支所長。 

〇下部支所長（小林英雄君） 
 失礼しました。 
 まず審査委員会ですが、ＳＣＴケーブルテレビの運営について、民間業者の提案を受け、そ

の提案について審議する委員会でございまして、構成は大学教授など、３名の学識経験者と、

行政側から２名、町長さんと財政課長があたられております。５名の構成で、計５回の開催を

しております。 
 それから生活保護世帯についてですが、加入金についてですが、使用料同様、加入金は免除

となっております。 
 それから該当する生活保護世帯の世帯数が、誠にすみませんでしたが、５世帯です。現在。 
 以上でございます。すみませんでした。 

〇議長（望月広喜君） 
 今の説明で、分からない点ですか。 
 草間天君。 

〇１０番議員（草間天君） 
 ちょっと、さっき聞けばよかったんですけど・・・そうではなくて、今の質問で、さっき聞

けばよかったということなんですけど、加入した場合、免除があるかどうかということで、今、

免除があるという話だったんですけど、ネットワーク下部に対して、町がその使用料を払うと

いうことではなくて、ネットワーク下部が免除なんですね。それで、さっきも聞いたんですけ

ど、契約というか、ネットワーク下部に対しての決めごとというか、そういうのはあるんでしょ

うか。 
〇議長（望月広喜君） 

 下部支所長。 
〇下部支所長（小林英雄君） 

 町の条例は、そのまま遵守するということでなっております。町の条例規則にあることは、

そのように守ってもらうということです。民間だけですと、本当にそのへんは何もなくて、１件、

契約いくらということですが、免除とかということはありませんので、町が介するということ

の中で、今言った生活保護世帯とかは免除になるということでございます。 
〇１０番議員（草間天君） 

 そうすると、先ほど聞きました、２２年１０月１日以降にその免除の人が加入する場合に対

しての加入金はどうでしょうか。 
〇下部支所長（小林英雄君） 

 生活保護世帯等は、加入金は該当になりません。免除になります。 
〇議長（望月広喜君） 

 それでは休憩前に引き続き、一般質問を行います。 
 次に通告の４番は、渡辺文子君です。 
 渡辺文子君、登壇してください。 
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 渡辺文子君。 
〇１３番議員（渡辺文子君） 

 私は２点について、質問をしたいと思います。 
 まず１点目、人口減少の問題についてです。 
 私たちの住む地域では、田や畑を耕す人たちの高齢化が著しく進んでいます。５年後、１０年

後の状況を考えると、もはや、このまま放置することはできません。サルやイノシシの被害も

深刻で、これと戦う気力さえ失いつつあるのが現実です。今ある農地を守り、これ以上、荒れ

た農地を増やさない方策を考えなければなりません。この町の人口減少の問題は、３０年前、

４０年前から、この町の大きな問題でした。町としても、いろいろな努力を重ねてきたとは思

いますが、広く町民に呼びかけ、住民とともにこの危機を乗り越えるための方策を考え出さな

ければならないと思いますが、町長のお考えをお聞きします。 
〇議長（望月広喜君） 

 町長。 
〇町長（望月仁司君） 

 お答えをいたします。 
 中山間地総合事業の身延北部地域につきましては、平成２２年度の認可に向けて、今、県に

おいて事業計画の作成が進められているところでございます。事業を進めるにあたりましては、

ご承知のとおり、集落ごとのワークショップを行って、その中から多くの課題が取り上げられ

ました。そして、その中でも特に共通をしている課題につきましては、有害鳥獣対策であった

ように思います。 
 現在は、個人が防除用の施設を設置しておりますけれども、中山間事業では集落全体を囲ん

で、鳥獣等の被害を防止するために設置をしていくと。このことが中山間地域総合事業の大き

な事業の１つに位置づけられておりますので、県に対しても、このことを今、お願いをしてい

るところであります。このことによって、広い農地が鳥獣害から守られるんではないだろうか

と。そして、そのことが遊休地などの解消の一助にもなると考えているところでもございます。 
 さて町内では、そのほかに農地の問題について、すでに農事組合法人等々が設置をされて、

特に手打沢組合では、耕作放棄地の有効活用と地域の活性化に向けて頑張っていただいており

ます。１５人の組合員で、すでに、そのほかに農作業専従者１人を雇用して、２．１ヘクター

ルの農地が耕作されて、タケノコとかコンニャク、菜の花が栽培をされて、大変、注目をされ

ているところでもあります。さらに町内においては建設業者、あるいは組合を組織して、集落

の有志による耕作放棄地の解消に向けた動きも、このほかにもいくつかございます。これらの

地域の資源を活用したコミュニティビジネスが成功することも、人口減少の歯止めに役立つで

はないだろうかと考えておりますので、知恵とやる気のある皆さんには、県や国とも連携をと

りながら協力をしてまいりたいと、こういうようにも思っているところであります。 
〇議長（望月広喜君） 

 渡辺文子君。 
〇１３番議員（渡辺文子君） 

 この問題はいくつか、重大な問題を含んでいることだと思うんですね。さっき手打沢の農事

組合の話をされて、私もとてもいいことで、本当に有志の方たちが一生懸命取り組んでいらっ

しゃって、今まではやっぱり宮木とか、広いところをなんとかしようということで、皆さん取
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り組んでいらっしゃって、だけどもやっぱり、本町には広いところだけではなくて、山間地も

ある。そういうところをどうするのかという意味では、竹林でタケノコとか、やっぱり、そう

いう意味では新しい形で、とても活性化のためには、取り組んでいらっしゃって、ありがたい

なとは思っています。また、こういうところがどんどん増えてくることを、やっぱり町として

もなんとか、皆さんのそういうところが出てくる、個人的に頑張る、みんなで頑張るというと

ころはいいんですけども、なかなかそこまでいかない、そういうところをどういうふうに町で

バックアップするのかということを考えていかないと、なかなか、遊休農地の解消に、徐々に

は解消にはつながるとは思うんですけども、やっぱりこの人口減少を考えたときには、もっと

身近で取り組めるようなことも考えていかないと、間に合わないのかなというような思いをし

ています。 
 この昭和３０年から統計がありまして、農地が４分の１に減っている。その減る率が、この

本町ではかなり多いということで、やっぱり今、ここでなんとか、この町独自の施策を考えて

いかないと手遅れになるんではないかなということで、本当に、今までいろんな努力は重ねて

きたとは思うんですけども、新しい、これまでにない方策を、やっぱり住民の皆さんの知恵を

借りながら、やっていくしかないのかなというふうに思っています。その中で、先ほど、手打

沢という話もあったんですけど、あと市川三郷では西八代郡農協が主体なんですけども、国の

補助金を使って、市川三郷町と共同出資して、事業を起こしているという話も聞いています。

やっぱり、職員、いろんなアンテナを張り巡らせて、そして先進的な事例なんかも参考にしな

がら、取り組んでいく必要があると思うんですね。そういう意味では、これまで以上の努力を

していかなければいけないという問題と、あと１つ、こういう組合でやるのもいいんですけど

も、ここの町にいる人たちだけでは担いきれない、あまりにも多くの耕作放棄地があるという

ことで、やっぱり、よそからの方たちを受け入れることも、１つには考えていかなければいけ

ないというふうに思います。 
 そういう意味では、私の事例なんですけども、知り合いで３年前に本町に移り住んで、古い

家を地元の大工さんに頼んで手を入れて、生活を始めています。近くの遊休農地を借りて、田

や畑も作っていて、それまでときどき訪ねてきていたご両親も、身延町は暖かくて、とても暮

らしやすいということで移り住んできて、そして息子さんも移り住んできて、仕事に通ってい

る。そういうような事例もあって、今、都会の方たちは、機会があるんだったら田舎で農業を

したい、畑や田んぼをしたいという方が増えています。北杜市の大泉では、町民の２分の１が

都会からの人たちが来ているという話を聞いています。 
 そういう人たちが移り住んでくることで、大工さんとか地元の業者に、経済効果も私は大き

いと思うんですね。そういうようなことも、空き家バンクとかありますけれども、なかなか、

少しずつは空き家バンクで紹介していただいてというところはあるんですけども、その方に聞

いたら、なかなか対応がすぐにというふうにならなくて、個人的に何件もそういう方を抱えて

いるんですよという、お話も伺ったんですね。空き家バンクをもうちょっと、なんとかして、

そういう方たちを受け入れるものになりやすいようにする。それから、その地元の皆さんにも

協力してもらって、知恵を出してもらって、みんなでやっぱり、町民こぞって考えていくとい

うふうな体制をつくっていかないと、この問題は解決しないというふうに考えていますけれど

も、先ほど話をしました西八代郡、農協が主体となっているというのは、旧下部は西八代郡農

協ですから、そういう話はあるのかどうなのか。なかったら、そういう働きかけはしているの
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かどうなのかということと、それから遊休農地、解消のためにも、そういうよそからの方たち

の受け入れ態勢ですね。これをどういうふうに考えているのか。それから、やっぱりここで町

民の皆さんの知恵を結集して、こういう問題を解決していかなければいけない。そういう意味

で、そういうものを立ち上げる必要が、私はあるんではないかなというふうに思っていますけ

ど、この３点について、お伺いしたいと思います。 
〇議長（望月広喜君） 

 町長。 
〇町長（望月仁司君） 

 ３点、おっしゃられましたけども、ちょっと、もう一度、整理してお願いしたいと思います。 
〇議長（望月広喜君） 

 渡辺文子君。 
〇１３番議員（渡辺文子君） 

 西八代郡農協が主体となって、市川三郷町と共同出資をして、耕作放棄地の解消の事業に取

り組んでいる、そういうことを下部地区が西八代郡農協の中に入っていますので、そういうこ

とを考えているかどうかということ。 
 それと、耕作放棄地を解消するために、都会の人とか、そういう人たちを受け入れる準備と

か、空き家バンク以外にあるかどうかというのと、それからそういうものを住民の皆さんの知

恵を借りて解決していかなければいけない、本当に喫緊の課題ですから、そういう意味では皆

さんの知恵を借りながら、やっていく必要があるということで、そういうプロジェクトという

か、そういうものを立ち上げることはどうかという、３点です。 
〇議長（望月広喜君） 

 町長。 
〇町長（望月仁司君） 

 お答えをいたしたいと思いますが、郡農協のほうで、市川三郷町と共同でやっている事業等

につきましては、私どものほうには郡農協からはお話がございませんし、私どものほうも、も

う一度、研究をさせていただいて、なじむかどうか、検討をさせていただきたいと思います。 
 それから放棄地の空き家バンクの件ですけれども、空き家バンクについては、ご案内のとお

り、町でもお願いしているところですけれども、空き家そのものをお貸しいただける件数が誠

に少ない。したがって、よその町から来ていただける人との条件が合わない等々で、非常に難

しいところでございますけれども、空き家バンクそのものについては、もう立ち上げてやって

おりますし、あとの３番目と連動するかと思いますけども、放棄地の、これをなんとかプロジェ

クトを立ち上げて、こういうことでしょうけども、それらについても検討させていただきたい

なというようにも思います。 
 議員さんがおっしゃるとおり、町だけですべて、できる問題でもございませんので、皆さん

のお力をお借りするということですから、議員さん方のお力も十分、貸していただければあり

がたいと、こういうようにも思います。 
〇議長（望月広喜君） 

 渡辺文子君。 
〇１３番議員（渡辺文子君） 

 もちろん空き家バンクがあるのは承知しているし、利用されている人たちもいるというのは
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承知しているんですけども、やっぱり今、どこの誰に家を貸すという、例え空いていても貸す

というのは、なかなか難しいというのが現実だと思うんです。だから、なかなか、借りる人は

いるけども、貸す人がいなくて、交渉が成立しないというのが現実ですから、だからこそ町民

の皆さんの知恵を借りて、皆さんと一緒にやっぱり、考えていくべきだと思うんですね。 
 プロジェクトは別に、耕作放棄地だけの問題ではなくて、どうしたら人口減少に歯止めをか

けられるか、子育てのこともあるでしょうし、医療や福祉のこともあるでしょうし、いろんな

立場から、この問題を考えていかなければいけないと思うんですね。やっぱり人口減少、例え

ば産業課だったら耕作放棄地をどうするかという、その面だけでしか考えられない。子育てだっ

たら、その面だけということで、やっぱり、それを連携して、その中に町民の皆さんの知恵を

借りてやっていくということが、私は今、ここでしないと、その決意をしないと、これから先、

今、耕作地が３０年から比べて４分の１になって、これからどうするんだろうということを考

えたとき、本当に今までやってきた以上の努力、また違う面の努力をしていかないと、この問

題は解決しないんではないかなというふうに思っています。そういう意味で、こういう提言を

させていただいているんですけども、いかがでしょうか。さっきと答えが同じだったら、それ

でいいですけども、もし、そういう意味で違う答えがありましたら、お願いしたいと思います。 
〇議長（望月広喜君） 

 町長。 
〇町長（望月仁司君） 

 先ほどと答えは同じですけれども、先ほどもおっしゃったとおり、今の耕作放棄地について

は、私どもの町で、建設業者等々、あるいは地域の皆さんが有志を募って、なんとか考えましょ

うというのが、何件も見出しとして出てきているということは事実でございますので、それら

も含めて、検討していきたいと思います。 
 以上です。 

〇議長（望月広喜君） 
 渡辺文子君。 

〇１３番議員（渡辺文子君） 
 では、次にいきます。これ以上、話をしても、私は今、ここでなんか決意をしないと、もう

間に合わないんではないかという思いで言っているんですけども、なんかそれが伝わらないの

かなという寂しい思いがしていますけども、これ以上、話をしても平行線だと思いますので、

２点目にいきたいと思います。 
 この町で生まれ、都会で生活している人たちがおおぜいいます。特に団塊の世代といわれる

人たちは定年を迎え、第２の人生に差し掛かっています。広く町の出身者に呼びかけて、町に

戻ってきてもらうような呼びかけは、町としてできないものでしょうかという質問ですけども、

よろしくお願いします。 
〇議長（望月広喜君） 

 町長。 
〇町長（望月仁司君） 

 この町で生まれて、都会で生活している人たちが定年になったら、町へ来て耕作地をつくり

なさいと、こういうことですね。これらにつきましても、当然、町を離れて関係の皆さんは案

外、帰ってきやすい環境にあると思いますので、これらについては今後、情報発信等々を行っ
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て、ぜひ町へきて、そしてお百姓をしながら楽しい生活を送ってくださいと、こういう情報発

信はするつもりでおります。 
 しかし反面、私どもの町はご案内のとおり、今は６５歳以上が６千人近くおります。そうし

ますと、パーセントで３８％強になっております。６０歳以上といいますと、７千人を超えて

おり、４５．５％ですから、これにまた６０歳以上の人たちに来ていただいて、そしてやると。

このことも非常にいいことですけれども、今後、将来像を考えたときに、ではその人たちが５年

経ったら、また都会へ帰ってくださいというわけにもいきませんので、すべて、その将来像も

考えたときには、非常に難しい面もあるんではないかなというようなことも考えられますので、

これらについても検討をしていきたいと思います。 
〇議長（望月広喜君） 

 渡辺文子君。 
〇１３番議員（渡辺文子君） 

 年寄りが来てもという感覚でとられていらっしゃると思うんですけれども、そうではなくて、

まだまだ若いではないですかね。そして、やっぱり畑や田んぼをやるということは、いつまで

も元気でいていただける、その１つの方法だし、先ほど私が話をしましたように、その人たち

が来るということは、その子どもたちも来るという可能性もあるわけですから、そういう意味

では今後の福祉とか、医療とかという心配をなさっていらっしゃるんではないかなと思います

けれども、私はマイナスではないと思うんですね。実際、そういう方たちが来て、知恵を出し

ていただいたり、それから耕作放棄地を耕してくれたりということで、そしてその人たちが空

き家をもし、直してくれるとか、経済効果もあるわけですから、そういう意味で受け入れる。

そして、あと人口が増えることによって、交付税も増えるということがありますので、マイナ

スだけを考えるというのは、私はあたらないと思うんですね。 
 この町では、やっぱり必死になって、いろんな方面から情報を得て、いろんな人に来てもら

うと。その人たちの知恵や力を借りて、町の活性化に結びつけるというのが私は必要だと思う

んです。特に貸すほうも、どこの誰だか分からないとなると、なかなか難しいとは思うんです

けども、あそこのうちの息子だったりしたらということで、やっぱり知っているところは、借

りやすい部分があるので、そういう意味では人口減少を食い止めるためにも、ぜひ、私は必要

な施策だと思うんですけれども、あくまでも、ある程度、一定程度の人が来てもらってもとい

うようなことで、この問題は、検討はしていただけないということなんでしょうか。 
〇議長（望月広喜君） 

 町長。 
〇町長（望月仁司君） 

 よく聞いていてもらいたいと思いますが、先ほども私は、来てもらっては困るなんてことは、

一言も言っておりません。そういうことも考えながら、今後、検討をしていきたいと、こう言っ

ているんですから、よくそのへんも考えていきたいと思います。 
〇議長（望月広喜君） 

 渡辺文子君。 
〇１３番議員（渡辺文子君） 

 前向きに、そういう意味では検討をしていただきたいと要望します。 
 それと３番目ですね、今ある、１４ある小中学校を１０年かけて３校の小中学校にしてしま
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うということは、消滅に向かってカウントダウンをしているようなものだと発言した人がいま

した。私も、そのとおりだと思います。私はいつも、どうしたら住みやすい町になるだろうか

と考え続けています。本当に住んでいてよかったと思える町、新しく移り住む人たちを受け入

れられる町、喜びと活力あふれる町をつくりたい、そのための努力を住民と一緒にしていかな

ければならないと思います。この思いは、みんな同じだと思っています。住民が住みやすい環

境をつくらないと、新たに住んでくれる人たちを迎え入れることはできません。子どもたちが

通う小学校をなくすということは、これらのことと逆行しています。 
 現実に廃校の対象の地区で家を建てるつもりだったが、計画を中止してしまったという話を

聞きました。最終的には、その家族は、その地域を離れることになりかねません。人口減少を

させないための方策としては、今ある学校を今あるまま残すということは、最低限のことであ

ると考えますが、町長の考え方をお聞かせいただきたいと思います。 
〇議長（望月広喜君） 

 町長。 
〇町長（望月仁司君） 

 渡辺議員さんから、今ある小学校をそのまま残しなさい、そのことが人口減少をさせない最

善の方法であると、こういう質問のように思いますので、お答えをさせていただきます。 
 本町が合併をしました平成１６年の１０月１日の人口は、１万７，０２４人おりました。こ

れは、それが経過いたしまして、今年の１０月１日現在の人口は１万５，６４９人。激減をし

ているところでございます。この間においては、現在ある小中学校についての１４校は、その

まま維持をしてきたことも、ご案内のとおりでございます。残念ながら、維持をしてまいりま

したけれども、人口減少に歯止めがかからなかったことも事実であります。 
 したがいまして、渡辺議員がおっしゃるように、学校があることが最善であると言い切って

おりますけれども、私は本当に最善であるかどうかということは、疑問があるようにも思いま

す。一助であることは間違いないかもしれません。しかし、最善であるとは、私は考えており

ません。 
 ９月の定例会でも申し上げましたけれども、少人数クラス、１人、２人のクラスに子どもを

預けることが子どもの教育環境上いいかどうか、本当に子を持つ親は真剣に考え、このことは

子どもに対して不幸であると。したがって、私は町外に行きたいと、こういうことも考えてい

る人がいると。私も９月に、そのことを申し上げました。このことも事実であると思います。 
 それと、今ある小学校を今あるままで残しなさいと、こういうことでございますが、これは

できません。したがいまして、申し上げたいと思いますが、ご案内のとおり、９月の定例会に

おいて、身延小学校と豊岡小学校の統合について、私どもが条例の改正を提案し、議場におい

て議決をいただきました。したがいまして、今のままで残すことはできませんので、ご理解を

いただかなければなりません。 
 当然、ご存じだと思いますけれども、議決とは反対の意見を表明した議員さんであっても、

その議会の構成員である以上、議決の宣告があった時点から成立した議決に従ってもらうのが

当然であると思いますので、申し添えさせていただきます。 
〇議長（望月広喜君） 

 渡辺文子君。 
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〇１３番議員（渡辺文子君） 
 このまま、なんにもしないでいたら、人口、さっき言ったように、ある住民がおっしゃった

ように、負に向かってカウントダウンをしている。そして、将来は、この身延町中で１つの中

学校、２つの小学校になってしまう。数からいったら、そういうふうになってしまう。なんに

もしなければ、そうですよね。だけど、そんなふうにさせていいんでしょうか。そこを私は問

いたいというふうに思っているんですね。さっき、人口が減ったと話がありました。いかに人

口が減らないようにするか、いかに住民の皆さんに住んでいてよかったと思ってもらえるよう

な町をつくるか。そのために、これまで以上の努力をしないと、学校がいくらあっても、子ど

もがいなくなってしまったら、そのままですよね。存続はできないですよね。でも、少なくと

も学校があることによって、若い人たちは帰ってくる可能性があるではないですか。 
 一方ではそういう、どうしたら人口が増えるかということをしつつも、今ある学校は残して

いく努力をする、ぎりぎりまでやっぱり、学校を残す努力をしていくのが、私は町の仕事では

ないか。もちろん保護者の方たち、不安がありますね。少人数でと。そういうのを、やっぱり

教育委員会が主になって、どうしたら、その不安を解消していくのかということを考えていく、

いろんな努力を重ねていく。そうしないと、学校がなくなってしまったところには、もう若い

人たちは移り住んではくれないと思いますね。 
 先ほど言ったように、家を建てようと思っていても、学校がなくなるんだったらということ

で、計画を中止してしまう。いずれは、よそのところに行ってしまうということになり兼ねな

いと思うんですね。そういう意味では、ただ単に残しておくだけではなくて、本当に今までに

ない努力、決意を持って、町民の皆さんに協力していただいてやっていくという決意がないと、

私はこの問題はできないと思うんですね。そういう意味での、私を含めて、みんなの決意が必

要な時期ではないかというふうに思っているんです。このまま、本当に１０年後には１つの中

学校、２つの小学校で、そんな町に魅力があるでしょうか。町民が住んでくれるでしょうか。

それを考えるときに、子どもは少なくとも、みんないきいきとした学校生活をしているし、今

までの教育、素晴らしい教育をしていましたよね。 
 私、ある山間地の学校へ行ってきたんですけど、町外ですけども、そこは２年前に当時２０人

だったけれども、学校を建て替えて、今は１２人です。だけども、本当に地域と一緒になって、

そしていろんな努力もしながら、子どもたちの不安、親たちの不安を解消するための努力をし

ながら存続をしている。そこは一時、保育園が、子どもたちがいなくて休園になったそうです。

廃園ではなくて、休園になっていた。そして増えたところで再開をしたというところがあると

いうことを聞いて、やっぱり行政って、本当に子どもたちのこと、地域のこと、町のことを考

えたら、そこまでするのが、私は行政ではないかなというふうに思いました。 
 そういう意味で、私はもう、今日、本当に今、なんとかしなければ、この町の存続に関わる

問題、そして、この学校の統廃合の問題は、大きな問題なんだということで、町民みんなで考

えていくべき、そのためにやっぱり私たちが決意をして、町民の皆さんに働きかけて、知恵や

力をいただきながら、解決していかなければいけない問題だという決意を込めて、この質問を

しています。そういう意味では、その思いは分かっていただきたい。そして、そのために、そ

の負の目標に向かってカウントダウンを始めるんではなくて、住んでいてよかったと思えるよ

うな、みんながそういうふうに思えるような、そして子どもたちに帰っておいでといえるよう

な、そんな町にしていきたいという思いで、質問をしているんですけども。先ほどの再質問な
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んですけども、そういう思い、議員の皆さんもそうだし、行政の方たち、みんなそういう思い、

住んでいてよかったと思える町をつくりたいという思いでは、一緒だと思うんですね。そうい

うのを、やっぱり、今、なんとか形にしていかないと、手遅れになったら困るという思いで質

問をしているんですけど、その点についてはいかがでしょうか。 
〇議長（望月広喜君） 

 町長。 
〇町長（望月仁司君） 

 当然、過去においても今後も人口が減る町を、私は希望しておりません。人口が減らないよ

うに、一生懸命、頑張りましょうといって、議会の皆さんにもお知恵をいただいて、町民の皆

さんにもお知恵をいただいて、私ども職員も全員が知恵を出し合って頑張っていることも事実

であります。そして、私どもが皆さんにお諮りをいたしました。身延中学校と下山中学校の合

併についても、昨日、ご議決をいただいたとおり、議会の皆さんの多数の賛成をいただいて、

町民の代表の皆さんが、それは合併することがいいよと、こういうことで、ご同意をいただい

たところでございますので、その点を含めて、ご理解をいただきたいと思います。決して、人

口を減らせるために、私ども考えているわけでもなんでもございません。 
〇議長（望月広喜君） 

 渡辺文子君。 
〇１３番議員（渡辺文子君） 

 それは、もちろんそうだと思いますよ。そうではなければ困りますから。だけど、今まで頑

張ってきたけれども、減っているのが現実ではないですか。そうしたら、今までと違ったやり

方を、ここで考えていかないと、ますます減っていくんではないですか。もう本当に、私、危

機的な状況だと思っているんですね。そういう意味で、さっきもプロジェクトって提案をしま

したけども、そういうものを全部含めて、どうしたらそういう町になるのか、どうしたら人口

減少を食い止めることができるのかということを今ここで考えていかないと、今まで努力して

いたのは認めます。本当に、この困難なこういう地形の中、お金がない中で努力をしてきたこ

とは認めますけれども、でも現実にどんどん減っている。では、もっと違う方向を考えなけれ

ばいけないんではないか。今、そこを考えないと、私は手遅れになるんではないかという熱い

思いで質問をしているんです。 
 もちろん、今まで、人口減少させるためにやってきたなんて思っている人は誰もいないし、

頑張ってきたことは認めますけども、これまでと違う方法を、今、考えていくべきではないか

というお話をしているんですけど、それについてはどうでしょうか。 
〇議長（望月広喜君） 

 町長。 
〇町長（望月仁司君） 

 その今までと違った問題の中の１つとして、学校を統合してはいけないというように言って

いるように思いますが、これも昨日、可決をしていただいたことでございますので、その点も

ご理解をいただかなければならないと思います。 
 あとにつきましては、私も常々、申し上げておりますとおり、若い人たちがおおぜい来るよ

うに、通勤圏が静岡まで３０分で行けるようになるために、中部横断自動車道も考えていかな

ければならない。勤め口も考えていかなければならない。しかし残念なことに、今の経済状況
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の中で、下山でも企業が、ぜひ勘弁していただかなければならないなというような状況にも追

い込まれている部分がございますけれども、一生懸命、それらについても、なんとか若者が住

めるように考えていきたいなと、こういうようにも思っておるところでございますので、ご理

解をいただきたいと思います。 
〇議長（望月広喜君） 

 渡辺文子君。 
〇１３番議員（渡辺文子君） 

 言っている意味が分かっていただけないのかなというふうに思いますけども、では、町長は

人口減少の原因はなんだとお考えでしょうかね。 
〇議長（望月広喜君） 

 町長。 
〇町長（望月仁司君） 

 私が言うまでもなく分かっていると思いますから、これはすべて言いませんけれども、問題

はこの町で生活をすることができれば減少はしないと、私は思います。したがいまして、この

町で生活ができるように、この町に住んで、この町で生活ができるようなまちづくり、このた

めに頑張っているところでもございます。 
〇議長（望月広喜君） 

 渡辺文子君。 
〇１３番議員（渡辺文子君） 

 暮らしていくのが大変、そういうことで、だんだん少なくなっていく。そうしたら、ではど

うしたら暮らしやすい町になるかということを、今までやってきたんだと思うんですね。いろ

んな問題、解決してきた問題、ありますよね。だけど、それだけでは足りないということでは

ないですか。それでも歯止めがかからなくて、どんどん減っていってしまうというのは。努力

はしているけど、それでもなおかつ、どんどん減ってしまっている。どこに原因があるんだろ

うかということの分析ですね。いろいろあると思いますよ。いろいろあると思いますけども、

そういう、さっき言ったプロジェクトを立ち上げて、どういうところにきちんとした原因があ

るのかを分析をして、では何をすればいいのか、何をすれば町民の皆さん、この町にいてもら

えるのか。新しい人たちが来てくれるのか。そういうことを、私は大事に考えれば、今みたい

な現象というのはないと思うし、これまでやってきた努力、それにプラス、もっと違うものを

付け加える時期だというふうに思っているんですけど、町長は今までと同じように、いろいろ

な努力をしてきたから、今後ともそれを続けるというお考えなんですけども、それで果たして、

人口減少の歯止めがかかるとお考えでしょうか。 
〇議長（望月広喜君） 

 町長。 
〇町長（望月仁司君） 

 私もこの間の当初のお話でもお願いしましたが、こういう厳しいときでございますから、行

政だけがすべてではございません。町民の皆さんがいかにして、自分が町に対して何ができる

かと、そういうことを考えていただかなければならない時期だろうと、こういうように思いま

す。反問権がございませんから、いろいろ申し上げられませんけれども、学校の問題はいつも、

その話になりますけども、私も学校の統合のときに立ち会った経緯がございます。そのときに、
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皆さん方で泣きの涙で合併をしたとかということをよく言われましたけども、ＰＴＡ全戸を私、

歩きました。そうしたら来てくれてよかった、本当の話をしてくれて、聞きに来てくれてよかっ

た。こんな小さな学校ですと、子どもが非常に不幸になるから、私どもは町を出て行く。それ

から、まだ外にいる人たちが家の近く、実家は学校の近くにあるんだから、今度、子どもが学

校へ入るんだから、そこへ入ったらどうですかという話もしにもあがりました。しかし、その

ときに、２人や３人の子どもですと子どもの教育環境がいけないと。したがって、私は町へは

入りません。学校があっても入りません。地域へは帰りませんと、こういうことがございまし

て、学校の問題は地域の人たちの問題かもしれませんけども、少なくとも学校というのは、子

どもの問題だろうと思いますので、その点もよくご理解をいただきたいと思います。 
〇議長（望月広喜君） 

 渡辺文子君。 
〇１３番議員（渡辺文子君） 

 もちろん子どもが主体ですから、子どものことを第一に考えています。 
 それと、先ほど町長は町民が自分に何ができるかというふうにおっしゃったんですけども、

もちろん、こういう状況の世の中ですから、町民の皆さんにもいろんな面で協働して働いてい

ただく、そういうことは大切だと思います。でも、町として、きちんとやることをやって、そ

して、やっぱり皆さん、いかがですか、協力してもらえますかということをしていかないと、

町民の皆さんは動いていただけないんではないかと思います。 
 そういう意味では、もちろん町として協働していく場面、これからたくさんあるし、今もあ

ります。だけどもやっぱり、その中で一方的に押し付けるということではなくて、どういう町

をつくっていくのかということも含めて、皆さんと一緒に考える中で、皆さんに担ってもらう

もの、町ができること、そして今、できること、将来的にできること、そういうことをきちん

と分けて考えないと、ただ単に住民の皆さんに協力をしてといっても、私は無理ではないかな

というふうに思います。 
 これ以上、平行線ですので、４番目にいきます。 
 学校統廃合が予定された地域では、住民がいろんなことを心配しています。最も深刻な問題

は、人口減少に歯止めをかけることができないことです。教育にかける予算を削って、この町

の財政の支出を抑えようとしているようですが、学校を少なくしてしまう方法では、町が疲弊

してしまうだけだと思いますが、町長のお考えをお尋ねします。 
〇議長（望月広喜君） 

 町長。 
〇町長（望月仁司君） 

 いくら教育予算といえども、他の予算と同じでございます。したがいまして、当然のことな

がら、無駄や必要性の低いものの支出はしない。これが基本でございますから、その点をご理

解いただきたいと思います。 
 そして、なんか学校を統合して財政を立て直す、こういうように考えていくというようなこ

とですけれども、こんなことは一言も考えておりません。誤解でございますので、その点はご

理解をいただきたいと思います。私は就任以来、小中学校を減らして財政を立て直す、そんな

ことは一言も言ったことはございません。誤解でございますので、ご理解をいただきたいと思

います。 
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〇議長（望月広喜君） 
 渡辺文子君。 

〇１３番議員（渡辺文子君） 
 説明会の中で、そういう説明が多々ありまして、住民の皆さんから町民あっての町ではない

かと、そういう批判を受けた記憶があります。財政のことを最初に切り出して、町が大変だか

らということを言われ続けた人たちは、もちろん町が大変なのは分かります。だけど、そうい

うふうな、町長、今、誤解とおっしゃったけど、そういうふうな思いを持っている町民がたく

さんいらっしゃる、これは、私は事実だと思います。そうでなくて、先ほど町長がおっしゃっ

たように、教育も、ほかの予算も同じとおっしゃいましたよね。では、この町は、私は暮らし

やすい町にするために、もちろん、いろんな予算がありますけども、福祉や、それから教育や、

そういう社会保障なんかにお金をかける町であってほしい、それが住民が暮らしやすい町につ

ながるという思いで、今まで議員活動もしてきましたし、皆さんのご意見も伺ってきました。

多くの自治体では、さっき言ったように、２０人の子どもたちのために学校を建て替える、そ

して休園をして、子どもたちを待つ。財政、どういうふうに、お金がないとおっしゃるけども、

大体１００億円の予算ですね。昨日も論議がありましたけども、その中でどこにどういうふう

にお金を使うか、町民のためにどういうふうに配分をするか、お金の使い方なんではないかな

というふうに思います。そういう意味で、先ほど、町長がおっしゃったように、教育も福祉も、

ほかの道路とか、そういうものと同じような扱いということで理解してよろしいんでしょうか。 
〇議長（望月広喜君） 

 町長。 
〇町長（望月仁司君） 

 教育も福祉も何も、すべて必要だから予算をつけているところであって、これは同じでござ

います。したがいまして、その中にあっても必要性の低いものについては支出しない。このこ

とは当然だろうと思います。これは理解をしていただきたいと思います。 
〇議長（望月広喜君） 

 渡辺文子君。 
〇１３番議員（渡辺文子君） 

 では何が必要なのか、何が必要ではないのかというところが問題だと思います。町長は、ど

ういうふうに、全部、平等というか、一律ということはないと思うんですね。何が一番、何に

予算をかけるべきだというふうに、何が無駄だというふうに思いますでしょうか。 
〇議長（望月広喜君） 

 町長。 
〇町長（望月仁司君） 

 これは、内容によりけりでございます。町民の皆さんが一番必要なものに予算をつけるのは、

当然でございます。その点は、ご理解をいただきたいと思います。 
〇議長（望月広喜君） 

 渡辺文子君。 
〇１３番議員（渡辺文子君） 

 先ほども言いましたように、暮らしや、それから福祉や教育を充実させること、私はそうい

うふうに思っていますけども、町長はどういうお考えでしょうか。 

 ９９



〇議長（望月広喜君） 
 町長。 

〇町長（望月仁司君） 
 予算を見ていただければ分かるとおり、そういう方向になっていることも事実でございます。 

〇議長（望月広喜君） 
 渡辺文子君。 

〇１３番議員（渡辺文子君） 
 分かりました。これ以上、話をしても時間がなくなって、また平行線ですので。１番は、こ

れで終了いたします。２番です。 
 国民健康保険税の引き下げと予防活動についてということで、まず１点目。今回の町議選に

先立ちまして、私たち日本共産党では、町民アンケートを実施して、結果は各ご家庭にお配り

をしています。その中で、町民の要望として一番多かったものは国民健康保険税や介護保険料

を引き下げてほしいというものでした。 
 今、２０年度の決算で見てみますと、１世帯当たり１０万円の基金があります。この基金、

やっぱり住民の皆さん、この暮らしが大変なときに、本当に保険税を払うのが大変だ、もちろ

ん減額免除の法定減免とか、それから今、リストラで仕事を失ったというような、国からの減

免はもちろんあります。だけど、そうではなくて、一生懸命働いて、国保はもともと自営業者

とか無職の方だとか、そういう低所得者が多い保険制度ですよね。そういう中で、皆さん、保

険証がないと困るということで、頑張って払っていらっしゃいますけども、なかなか負担が大

変だ、払いきれない、そういう声があるのも事実です。そういう意味では１軒１０万円ある基

金、これを、せめて１万円取り崩すということができないものでしょうか。そして住民の皆さ

んの負担を軽くする、そういうことができないものかどうか、お尋ねをいたします。 
〇議長（望月広喜君） 

 町長。 
〇町長（望月仁司君） 

 この質問でございますけれども、基金を取り崩して安くしなさいと、その方法はないかとい

うことでございますけれども、９月の定例会でも説明をさせていただきましたが、基金という

のは、ご承知だと思いますけども、財政調整基金がこれに繰り入れることができる金でござい

ます。そうして、なんか一般会計全部の中の基金をおっしゃっているようですけれども、一般

会計から、すべて出すということは、これは法的にかないません。したがいまして、財政調整

基金から繰り入れる、このことができるわけですから、この点について、説明を申し上げたい

と思います。 
 その前に、私どもの町は今、すでに今年度の４月に改定をさせていただいたところでもござ

います。そして、そのときにも議論になりましたけれども、国の指導も受けなければならない

というような事態に陥っていることも事実でございます。そうして、９月の定例会の中でお話

を申し上げましたけれども、２０年度の決算を見ていきますと、すでに９，４１９万８千円の

基金を取り崩して、そして国保を賄っているわけなんです。その点もご理解をいただかなけれ

ばならないと思います。そして、今、国はどの程度の基金を持っているのが普通だよと、この

くらいないと、何かあったときに困りますよといいまして、それは要するに、１カ月にかかる

療養費の３カ月分ぐらいは、持っていなさいということがいわれております。そうしますと、
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１カ月が９，４００万円ちょっとかかりますので、３を掛ければ、ご案内のとおり２億８千何

百万円になるわけですよね。ところが、今現在、２０年末で、基金がいくらあるかといいます

と、２億７，３００万円しかないんですね。すでに、その時点で、今の３カ月分の国の指導を

下回っていると。今年度はまだ中途ですから、いくらぐらい基金を取り崩しての決算になるか

は定かではありませんけども、４月に改定をしていただいたんですが、基金を取り崩さなけれ

ば、やっぱり難しいんではないだろうかなというようなことを考えますと、ここでまだ、基金

を取り崩してというようなことには、大変難しい部分もありますので、ご理解をいただきたい

と思います。 
〇議長（望月広喜君） 

 渡辺文子君。 
〇１３番議員（渡辺文子君） 

 担当の課長とも話をして、そういう国の指導があるということも伺っています。国は最初、

５％ということで、過去３年間の保険給付費の平均年額の５％という、その次は２５％、だん

だん指導の、これくらい基金を保有しなければいけないという指導は変わってきているんです

ね。最近は、こういう経済事情があるものですから、なかなか、今、ある基金を、普通の家も

そうだと思うんですけど、今、生活が大変なときに貯金をする家はないですよね。その生活に

充てるというところで、だから、ほかの市町村を見ても、２億７千万円も保有、小さな町で貯

め込んでいるところはありません。これはもちろん、担当としたら、あればあっただけ、それ

は安心ですよ。貯金というのは、そうです。だけども、この住民の皆さんが払うのが大変だ、

とても払えない、今朝も「無保険の高校生１万人」と山日の一面に出ていましたけども、子ど

もたちの保険証まで行き渡らない。そして、国がみるにみかけて１５歳以下は、今年の４月に

は、子どもたちの保険証は出るようになりましたけども、短期証ですけども、今度は高校生ま

で。こういう親の生活実態がある中で、そして住民の皆さんがこれを、基金を取り崩して安く

してほしいという思いがたくさんある中で、やっぱりこれは、昔はそういう指導があったと思

うんですけども、この国保の事業というのは自治事務に移行したんですね。だから、そういう

指導はあるけれども、裁量、その自治体がどのくらいもつのかというのは、個別の対応は市町

村の裁量に任せる、託すという、国ではそういうふうに言っているんです。だから、ほかの市

町村を見ても、町民の皆さんにやっぱり高い国保税を課すよりも、国保基金を引き下げて、保

険料を安くするということにまわしているから、みんなどこも少ないと思うんですね。そうい

う意味で、あればあったでこしたことはないけども、住民の皆さんの生活実態を考えて、ここ

は町長の決断を、私は下していただきたいという思いで、この質問をしたんですけども、これ

に対して、あくまで国の方針どおりと。裁量に任せるということはあるけれども、あくまでも

指導に従って、３億円、今、２億７千万円あるけれども、これを維持するということで、理解

してよろしいんでしょうか。答弁を。 
〇議長（望月広喜君） 

 渡辺文子君、１時間をオーバーしております。 
〇１３番議員（渡辺文子君） 

 では、最後に答弁を。 
〇議長（望月広喜君） 

 町長。 
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〇町長（望月仁司君） 
 先ほども申し上げましたとおり、すでに基金を９，４００万円、取り崩しているわけです。

そうしますと、今、２億７千万円ありますけれども、割ってもらえば、これは今年度の４月１日

ですから、今年の部分を取り崩していかなければならないというような部分を考えますと、ま

さに取り崩して、住民の皆さんの国保税を下げていくと、こういうご理解もいただけるんでは

ないかというように思います。 
 今年は、まだ中途ですから分かりませんけども、いずれにしても、今年も取り崩さなければ

決算がうてないだろうと思いますし、４月１日に改定をされました。少なくとも改定は２年に

１回というように決められておりますので、また２年経たなければなりませんので、少なくと

も２年間は国保の会計がもてるような範囲も、ご理解をいただきたいと思います。 
〇議長（望月広喜君） 

 時間をオーバーしております。 
 渡辺文子君。 

〇１３番議員（渡辺文子君） 
 全部、取り崩せと言っているんではなくて、１世帯１０万円ある、せめて１０分の１、１万

円取り崩してほしいということを言っています。 
 以上をもって、質問を終わります。オーバーして、申し訳ありません。 

〇議長（望月広喜君） 
 以上で渡辺文子君の一般質問は終わりましたので、渡辺文子君の一般質問は終結いたします。 
 以上で、通告されました一般質問はすべて終了いたしました。 

  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
   日程第２ 委員会の閉会中の継続調査について、議題といたします。 

 総務常任委員会委員長、教育厚生常任委員会委員長、産業建設常任委員会委員長、議会運営

委員会委員長、議会広報編集委員会委員長から所管事務調査について、会議規則第７４条の規

定によって、お手元に配布いたしました申出書のとおり、閉会中の継続調査の申し出がありま

した。 
 お諮りいたします。 
 以上５委員会から申し出のとおり、閉会中の継続調査とすることにご異議ございませんか。 
 （異議なし。の声） 
 異議なしと認めます。 
 よって、総務常任委員会委員長、教育厚生常任委員会委員長、産業建設常任委員会委員長、

議会運営委員会委員長、議会広報編集委員会委員長からの申し出のとおり、閉会中の継続調査

とすることに決定いたしました。 
 お諮りいたします。 
 食事の時間になりましたが、議事が進まないので、このまま進めたいと思いますが、ご異議

ございませんか。 
 （異議なし。の声） 
 異議なしと認めます。 
 それでは、このまま議事を進めます。 
 本日、町長から追加議案が提出されました。 
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 これを日程に追加し、追加日程第１として議題にしたいと思いますが、これにご異議ござい

ませんか。 
 （異議なし。の声） 
 異議なしと認めます。 
 よって、追加日程第１として、議題とすることに決定をいたしました。 

  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
   追加日程第１ 追加提出議案の報告、並びに上程を行います。 

 議案第１２４号 財産の取得について 
 同意第１１号 人権擁護委員候補者の推薦について 
 以上、２件を上程いたします。 

  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
   追加日程第２ 追加提出議案の提案理由の説明を求めます。 

 議案第１２４号、同意第１１号について、町長。 
〇町長（望月仁司君） 

 追加の案件を提出させていただきます。 
 議案第１２４号 財産の取得について 
 身延町議会の議決に付すべき契約及び財産の取得、または処分の範囲を定める条例（平成

１６年身延町条例第５０号）第３条の規定に基づき、下記のとおり財産を取得することについ

て、議会の議決を求める。 
記 

 １．財 産 の 種 類 公共施設用地上デジタル放送対応液晶テレビほか 
 ２．物品名および数量 テレビ７４台（５２Ｖ型９台 ３２Ｖ型２６台 ２６Ｖ型９台 ２０Ｖ

型３０台）、ＤＶＤプレーヤー１５台、テレビスタンド１３台、テ

レビアンテナ５基、ブースター２２基 
 ３．購 入 金 額 ７３６万４，８３２円 
 ４．購 入 先 南巨摩郡身延町身延３７０９番地 

有限会社山田電気商会 代表取締役 山田哲夫 
 平成２１年１２月１７日 提出 

身延町長 望月仁司 
 提案理由 
 地上デジタル放送に対応するため、公共施設内のテレビの機種を更新するにあたり、議会の

議決が必要である。 
 これが、この議案を提出する理由であります。 
 続いて、同意第１１号 人権擁護委員候補者の推薦について。 
 人権擁護委員の候補者として次の者を推薦したいので、人権擁護委員法第６条第３項の規定

により、議会の意見を求める。 
 平成２１年１２月１７日 提出 

身延町長 望月仁司 
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記 
 住  所 山梨県南巨摩郡身延町下部９９０番地 
 氏  名 依田武司 
 生年月日 昭和１８年７月１０日生まれ 
 提案理由 
 平成２２年３月３１日に、依田武司委員の任期が満了するので、その後任委員を選任したい。 
 これが、この議案を提出する理由であります。 
 以上であります。よろしくお願いをいたしたいと思います。 

〇議長（望月広喜君） 
 町長の説明が終わりました。 
 次に担当課長より、追加提出議案の詳細説明を求めます。 
 議案第１２４号について、財政課長。 

〇財政課長（笠井一雄君） 
 それでは議案第１２４号 財産の取得について、詳細説明をさせていただきます。 
 本議案は平成２１年度の国の経済対策、地域活性化・経済危機対策臨時交付金で、公共施設

用の地上デジタル放送対応テレビ等を購入するものでございます。 
 地上デジタル放送はすでに放送を開始しておりますが、２０１１年７月２４日までには、現

行のアナログ放送を終了し、デジタル対応以外のテレビは使用できなくなります。このため公

共施設のテレビ等を買い替える必要があることから、６月の議会でご議決いただいたところで

ございます。 
 それでは、次のページの関係資料をご覧ください。 
 買い入れる財産の種類でございますが、公共施設用地上デジタル放送対応液晶テレビほかで

ございます。 
 見積もり依頼通知日につきましては、平成２１年１１月１７日。 
 見積もり提出日は、平成２１年１２月８日であります。 
 予定価格については、消費税を含みますが９８６万３千円であり、見積もり業者については

山梨県電気商業組合に加盟している町内業者と、それから身延町に指名参加願いの物品が登録

されている業者でございます。有限会社 富士川電気商会、笠井ラジオ店、有限会社 山田電

気商会、それから望月電気商会、木内電器サービス、今村テレビの６業者で、見積もり金額等

は、ご覧のとおりでございます。 
 開札日につきましては、平成２１年１２月８日。開札場所は、身延町の役場であります。 
 落札者は有限会社 山田電気商会で、仮契約金額は７３６万４，８３２円であります。 
 なお、納入期限は平成２２年２月１８日で、納入場所については役場庁舎および公民館や保

育所等でございます。 
 以上、詳細説明を終わらせていただきます。よろしくお願いいたします。 

〇議長（望月広喜君） 
 なお、同意第１１号につきましては、人事案件ですので詳細説明は省略をいたします。 
 以上で、詳細説明は終了いたしました。 
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  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
   追加日程第３ 追加提出議案に対する質疑を行います。 

 なお、議案の表題は議案番号のみに省略させていただきたいと思います。 
 議案第１２４号について、質疑を行います。 
 質疑はございますか。 
 日向英明君。 

〇９番議員（日向英明君） 
 納入場所の件ですけど、これをあとで、できたら一覧にしていただいて、手元へいただきた

いんですけど、いかがでしょうか。 
〇議長（望月広喜君） 

 あとで、用紙でということでいいですか。 
 （はい。の声） 
 ほかにございますか。 
 （ な し ） 
 他にないようですので、質疑を終結いたします。 
 お諮りいたします。 
 同意第１１号につきましては、人事案件でございます。 
 質疑・討論を省略したいと思いますが、これにご異議ございませんか。 
 （異議なし。の声） 
 異議なしと認めます。 
 よって、同意第１１号につきましては、質疑・討論を省略することに決定をいたしました。 

  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
   追加日程第４ 追加提出議案に対する討論を行います。 

 議案第１２４号について、討論を求めます。 
 討論はございませんか。 
 （ な し ） 
 討論がないので、討論を終結いたします。 

  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
   追加日程第５ 追加提出議案に対する採決を行います。 

 議案第１２４号について、原案のとおり可決することに賛成の諸君の挙手を求めます。 
 （ 挙 手 全 員 ） 
 挙手全員であります。 
 よって、議案第１２４号 財産の取得については、原案のとおり可決決定いたしました。 
 同意第１１号について、原案のとおり同意することに賛成の諸君の起立を求めます。 
 （ 起 立 全 員 ） 
 全員起立であります。 
 よって、同意第１１号 人権擁護委員の推薦については、山梨県南巨摩郡身延町下部９９０番

地、依田武司氏、昭和１８年７月１０日生まれに同意することに決定いたしました。 
 本日、議員提出案件の追加案件が提出されました。 
 これを日程に追加し、追加日程第６として議題としたいと思いますが、これにご異議ござい
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ませんか。 
 （異議なし。の声） 
 異議なしと認めます。 
 よって、追加日程第６として、議題にすることに決定をいたしました。 

  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
   追加日程第６ 追加提出議案の報告、並びに上程を行います。 

 発議第３号 身延町議会活性化等調査検討特別委員会の設置について 
 発議１件を上程いたします。 

  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
   追加日程第７ 追加提出議案の趣旨説明を行います。 

 発議第３号の提出者であります、穂坂英勝君より説明をお願いいたします。 
〇１４番議員（穂坂英勝君） 

 発議第３号について、提案の説明をさせていただきます。 
 発議第３号 
 平成２１年１２月１７日 
 身延町議会議長 望月広喜殿 

提出者 
身延町議会議員 穂坂英勝 
賛成者 
   〃    伊藤文雄 
   〃    川口福三 
   〃    渡辺文子 
   〃    日向英明 
   〃    福与三郎 
   〃    芦澤健拓 

 身延町議会活性化等調査検討特別委員会の設置について 
 上記の議案を別紙のとおり、地方自治法第１１２条および身延町議会会議規則第１４条第

２項の規定により、提出する。 
 提案理由 
 地方分権の時代を迎え、どのような町議会像が理想的であるかを探り、議会改革や議会活性

化策について、調査検討を行うための特別委員会を設置したい。 
 これが、この議案を提出する理由であります。 
 なお、趣旨記載がございませんけども、補足の意味で、口頭で申し上げます。 
 ご承知のとおり、現在、政権交代にみられる日本政治の転換の中で、地方議会改革の波が全

国に広がっております。その目標の基本は、地方自治体の自律にあります。自己決定・自己責

任を持つ自治体をつくろうということであります。 
 そうした中で、議会は特に財政に強く、住民の目線に立った政策を論議でき、さらに政策立

案策定機能を有する必要があります。住民に求められる議会にするための調査・検討をするも

のであります。 
 身延町議会活性化等調査検討特別委員会設置に関する議決。裏面に記さしてあります。 
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 次のとおり、身延町議会活性化等調査検討特別委員会を設置するものとする。 
記 

 １．名   称 身延町議会活性化等調査検討特別委員会 
 ２．設置の根拠 地方自治法第１１０条および身延町議会委員会条例第５条 
 ３．目   的 １、議会の活性化策の調査検討 
         ２、議会基本条例の制定に向けた調査検討 
 ４．委員の定数 ７人 
 以上でございます。よろしくご審議をお願いいたします。 

〇議長（望月広喜君） 
 ご苦労さまでした。 
 追加提出議案の説明が終わりました。 
 お諮りいたします。 
 発議第３号については議員提出案件でありますので、質疑・討論を省略し、採決を行いたい

と思いますが、これにご異議ございませんか。 
 （異議なし。の声） 
 異議なしと認めます。 
 よって、発議第３号につきましては質疑・討論を省略し、採決を行うことに決定いたしまし

た。 
  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
   追加日程第８ 追加提出議案に対する採決を行います。 

 発議第３号について、原案のとおり可決することに賛成の諸君の挙手を求めます。 
 （ 挙 手 全 員 ） 
 挙手全員であります。 
 よって、発議第３号 身延町議会活性化等調査検討特別委員会の設置については、原案のと

おり可決決定をいたしました。 
 お諮りいたします。 
 ただいま、可決されました身延町議会活性化等調査検討特別委員会委員につきましては、議

長の指名推選としたいと思いますが、これにご異議ございませんか。 
 （異議なし。の声） 
 異議なしと認めます。 
 よって、身延町議会活性化等調査検討特別委員会につきましては、議長の指名推選にするこ

とに決定いたしました。 
 それでは、特別委員会委員を指名いたします。 
 穂坂英勝君、伊藤文雄君、川口福三君、渡辺文子君、日向英明君、福与三郎君、芦澤健拓君。 
 以上、７人を身延町議会活性化等調査検討特別委員会委員に推薦することに決定をいたしま

した。 
 次に正副委員長を互選により選出していただきたいと思いますので、特別委員会の方は議員

控え室において、選出をお願いしたいと思います。 
 なお、正副委員長が選出されましたら、議長に報告をお願いいたします。 
 ここで、暫時休憩といたします。 
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 再開は１２時１５分といたしますので、よろしくお願いをいたします。 
休憩  午後１２時０８分 

  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
再開  午後１２時１５分 

〇議長（望月広喜君） 
 休憩前に引き続き、議事を再開いたします。 
 それでは、ただいま特別委員会の正副委員長を選出していただきましたので、報告させてい

ただきます。 
 委員長に穂坂英勝君、副委員長に芦澤健拓君を選出することに決定いたしました。 
 これで、本日の議事日程は終了いたしました。 
 ここで、町長よりあいさつをいただきます。 
 町長。 

〇町長（望月仁司君） 
 大変、お疲れさまでございました。 
 平成２１年身延町議会第４回定例会の閉会にあたり、一言ごあいさつをさせていただきます。 
 本定例会は去る１４日に開催をされ、本日までの４日間、新望月議長のもと、私どもの提案

に関わる諸議案について、去る１０月２５日の町議会議員選挙後、初の定例会になりましたが、

ご熱心に、しかも真摯にご審議をいただき、ただいますべての議案につきまして、原案どおり

ご議決・ご同意をいただく中で、閉会を迎えることができました。議員の皆さんのご協力に心

から敬意を表し、御礼を申し上げたいと存じます。 
 また、ただいまは身延町議会活性化等調査検討特別委員会が設置をされました。高い目標に

向かって、さらなる研鑽を積まれる、そのことが住民の福祉向上につながるものと大きな期待

を寄せているところでもございます。また、先ほど提案者であります穂坂委員長からお話があ

りましたように、私どもと議会、双方が直接、住民に対して責任を負う基になるだろうという

ことも期待をしているところでもございます。 
 なお、会期中、議員の皆さんから賜りましたご意見・ご要望につきましては、これを慎重に

検討してまいりながら、今後の町政運営に遺憾なきよう努力してまいりますので、変わらぬご

指導をお願い申し上げます。 
 いよいよ今年も残り少なくなり、寒さが日ごとに厳しくなる時期になってまいりました。議

員の皆さまには、お体には十分お気をつけていただいて、ますますのご活躍をいただけますこ

とをお願いし、閉会のごあいさつとさせていただきます。 
 ありがとうございました。ご苦労さまでした。 

〇議長（望月広喜君） 
 以上をもちまして、本定例会に付議されました事件は、すべて議了いたしました。 
 会議規則第７条の規定によって閉会をしたいと思いますが、これにご異議ございませんか。 
 （異議なし。の声） 
 異議なしと認めます。 
 よって、本定例会はこれで閉会することに決定いたしました。 
 会期４日間、議員各位には慎重審議をいただき、心から敬意と感謝を申し上げる次第でござ

います。 
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 寒さもいよいよ厳しくなりますが、各位におかれましては、くれぐれもご自愛をいただき、

町政発展になお一層のご尽力を賜りますよう、お願い申し上げます。 
 また町民の皆さま、議員ならびに町長はじめ、執行部の皆さまには無事に越年され、希望に

溢れる新年を迎えられますようお祈り申し上げて、平成２１年身延町議会第４回定例会を閉会

といたします。 
 ご苦労さまでした。 

〇議会事務局長（遠藤守君） 
 それでは、相互の礼で終わりたいと思います。 
 ご起立をお願いいたします。 
 相互に礼。 
 ご苦労さまでした。 

閉会 午後１２時２０分 
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上記会議の経過は、委託先（株）東洋インターフェイス代表取締役薬袋東 
洋男が録音テープから要約し、議会事務局長遠藤守が校正したものであるが、 
その内容に相違ないことを証するため、議長並びに署名議員により署名する。 
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